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ギト

第
二
章

社
会
権
の
台
頭

資

第
一
節

一
八
四
八
年
の
臨
時
政
府
と
労
働
の
問
題

一
、
二
月
草
命
の
勃
発

一
八
四
八
年
の
革
命
は
、
労
働
に
つ
い
て
憲
法
史
上
一
時
代
を
劃
し
た
。

一
八
四
八
年
の
憲
法
制
定
議
会
は
、
労
働
の
問
題
を
「
労
働
権
」
の
形
式

で
、
重
要
な
問
題
と
し
て
積
極
的
に
討
論
し
た
か
ら
で
あ
る
。

一
八
四

0
年
代
の
後
半
来
、
七
月
王
政
政
府
は
国
民
の
支
持
を
弱
め
、
腐

敗
硬
化
し
て
い
た
。
更
に
一
八
四
七
年
か
ら
経
済
恐
慌
に
襲
わ
れ
、
国
民
の

生
活
は
窮
乏
却
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
下
で
、
四
八
年
二
月
三
日
急
進

分
子
の
主
張
す
る
選
挙
法
改
正
を
目
的
と
す
る
改
革
宴
会

(
g
2
2
C
が
禁

止
さ
れ
る
や
、
パ
リ
の
労
働
者
学
生
に
よ
り
示
威
運
動
が
開
始
さ
れ
、
革
命

へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
二
四
日
国
王
ル
イ
・
ブ
イ
リ
ッ
プ
は
退
位
を
宣
言

し
た
。
更
に
オ
ル
レ
ア

γ
王
家
の
最
終
的
廃
止
と
臨
時
政
府
成
立
が
宣
言
さ

オL

こ
こ
に
第
二
共
和
政
が
成
立
し
た
。

共
和
国
を
宣
言
し
た
勝
利
者
は

最
初
か
ら
二
つ
の
異
っ
た
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
は
、
一

七
八
九
年
の
偉
大
な
「
先
祖
」
に
結
び
つ
い
た
純
粋
に
政
治
的
な
革
命
思
想

で
あ
り
、
他
方
は
、
そ
の
基
礎
を
産
業
革
命
に
持
つ
近
代
的
思
想
た
る
社
会

草
命
思
想
で
あ
計
o

ブ
ル
ジ
ョ
ア
共
和
主
義
者
が
前
者
に
属
し
、
多
数
を
占

め
、
労
働
者
、
社
会
主
義
者
、
急
進
共
和
主
義
者
が
後
者
に
属
し
た
。
前
者

は
機
関
紙
「
ル
・
ナ
シ
三
ナ
ル

L
(
F
Z
E
S与
を
中
心
に
し
、
後
者
は
機

関
紙
「
ラ
・
レ
フ
ォ
ル
ム
」
(
戸
白
河
恥
O
H
包
刊
)
を
中
心
に
し
て
い
た
。

社
会
主
義
者
と
同
銀
共
和
主
義
者
に
と
っ
て
も
、
こ
の
革
命
は
半
世
紀
来

フ
ラ
ン
ス
国
家
を
揺
り
動
か
し
て
い
た
運
動
の
実
現
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
八
四
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
は
、
二
重
性
格
に
よ
り

多
く
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
最
初
の
政
治
的
、
社
会
的
革
命
を
経
験
し
た
、

(
q
o
v
 

と
い
う
新
し
い
事
実
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
者
が
初
め
て
、
新

し
い
思
想
と
明
確
な
意
見
を
持
っ
て
革
命
に
参
加
し
、
大
き
な
役
割
を
果
し

た
の
で
あ
る
。

結
局
、
こ
の
二
つ
の
傾
向
が
、
二
月
二
四
日
か
ら
新
憲
法
制
定
の
一
一
月

四
日
ま
で
戦
い
を
交
え
た
。
社
会
主
義
の
理
論
家
お
よ
び
労
働
者
は
、
産
業

革
命
か
ら
生
じ
た
新
し
い
社
会
問
題
の
重
要
牲
を
、
「
労
働
権
」
の
形
式
で
、

憲
法
上
承
認
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

∞
平
実
、
「
『
二
月
草
命
』
後
の
パ
リ
労
働
者
暴
動
を
中
心
に
」
(
経
済
学

雑
誌
四
二
巻
四
・
五
号
)
、
一
九
六

O
年
、
一
回
二
二
凶
二
頁
。

同
叩
門
戸
印
丘
町
一
出
向
叩
唱
。
旬
-
n
F
F噌

H
v
a
M
吋
m
w

・

ゆ
円
12H間
口
市
告

-of
司
・
克
也
・

ニ
、
二
月
二
五
日
の
デ
ク

ν

二
月
二
五
日
プ

1
H
T一
主
義
者
の
機
関
誌
「
平
和
的
民
主
主
義
L

は
特
別
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号
を
刊
行
し
た
。
こ
の
中
に
、
「
社
会
的
改
革
が
目
的
で
あ
り
、
共
和
政
は
手

段
で
あ
る
o

す
べ
て
の
社
会
主
義
者
は
共
和
主
義
者
で
あ
り
、
す
べ
て
の
共

和
主
義
者
は
社
会
主
義
者
で
あ
る
。
や
が
て
六

O
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い

る
。
一
七
八
九
年
に
始
っ
た
革
命
は
ず
っ
と
第
一
の
段
階
、
即
ち
批
判
的
段

階
に
滞
っ
て
い
た
。
革
命
は
今
や
第
二
の
段
階
、
即
ち
組
織
的
段
階
に
入
い

ろ
う
と
し
て
い
る
。
:
:
:
ま
ず
国
の
秩
序
、
平
穏
お
よ
び
平
和
を
再
建
す
る

こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
そ
れ
か
ら
直
ち
に
、
国
民
に
そ
の
権
利
の
享
受
と
行

使
を
確
保
す
る
手
段
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
:
:
:
求
め
る
者
に
労
働
を
保
障

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
こ
れ
は
世
論
に
大
き
な
反
響
を
巻
き
起
し
、
革
命

を
単
に
消
極
的
な
性
質
の
も
の
で
な
く
、
積
極
的
な
も
の
と
す
る
者
の
考
え

口

方
を
表
わ
し
て
い
る
。

フランス憲法における社会権の発展

更
に
二
月
二
五
日
に
、
労
働
者
の
代
表
は
、
「
①
労
働
の
組
織
、
労
働
権
を

保
障
す
る
こ
と
、
②
病
気
の
場
合
に
そ
の
労
働
者
と
家
族
の
た
め
に
最
小
限

を
確
保
し
、
労
働
者
が
働
く
こ
と
の
で
き
な
い
場
合
に
は
貧
困
か
ら
救
済
す

る
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
た
め
に
主
権
国
家
に
よ
っ
て
手
段
が
選
択
さ
れ
る
こ

と
」
を
要
求
し
た
。

臨
時
政
府
の
多
数
派
(
一
一
名
中
七
名
〉
た
る
ラ
マ
ル
テ
ィ
l
ヌ

(Cl

g
向
江
口
ゆ
)
、
デ
ュ
ポ
シ
(
U
E
H
V
O
口
。
、
ア
ラ
l
ゴ
(
〉

gmD)、
マ
リ
l
(玄田口ゆ)、

マ
ラ
ス
ト
(
宮
田
H32)
、
ク
レ
ミ
ュ

l
(
P
A山
B
H
g
)
、
ガ
ル
ニ
エ

H
パ
ジ
エ

ス
(
の
自
己
2
1可
mmg)

に
よ
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
共
和
派
は
こ
の
よ
う
な
方
法
で

(
2
)
 

る
こ
と
に
約
束
す
賛
成
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
ブ
ロ
コ
ソ
(
当

0
8ロ
)
お
よ

び
ル
ド
リ
ユ
ー
ロ

l
ラ
ン
(
戸
命
令
乙
l
月
♀
一
一
口
)
の
急
進
派
の
考
え
方
は
、
ル
イ

・
ブ
ラ

γ
お
よ
び
ア
ル
ベ
ー
ル

(krE)
の
社
会
主
義
者
と
大
体
合
致
し
て

い
た
。
多
数
派
は
抵
抗
し
た
が
、
騒
乱
と
解
決
す
べ
き
諸
々
の
問
題
を
前
に

し
て
、
妥
協
し
ル
イ
・
プ
ラ
ン
の
起
草
に
よ
る
次
の
よ
う
な
デ
ク
レ
が
出
さ

れ
た
。
「
臨
時
政
府
は
、
労
働
に
よ
っ
て
労
働
者
の
生
存
を
保
障
す
る
こ
と
を
約

来
す
る
。
政
府
は
す
べ
て
の
市
民
に
労
働
を
保
障
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

政
府
は
、
労
働
者
が
自
己
の
労
働
の
利
益
を
享
受
す
る
た
め
に
、
彼
等
の
間

で
団
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
労
働
者
に
所
属
す
る
臨
時

政
府
は
、
彼
等
に
対
し
て
皇
室
費
に
あ
た
る
百
万
ブ
ラ
シ
を
与
え
る
。
」

こ
の
デ
ク
レ
は
社
会
的
意
味
に
お
い
て
革
命
を
強
力
に
方
向
づ
け
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
重
要
性
は
顕
著
な
も
の
で
あ
り
、
労
働
者
と
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ

ー
が
闘
争
す
る
ド
ラ
マ
は
、
す
べ
て
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
と
い
う

(
3〉

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
最
も
大
き
な
欠
陥
は
国
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
た

義
務
の
範
囲
が
明
確
で
な
く
、
労
働
者
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
労
働
に
つ
い

て
権
利
を
持
っ
て
い
る
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
こ
の
デ
グ
レ
に
は
、
「
労
働
権
」
と
い
う
言
葉
は
直
接
書
か
れ
て
い
な
い

け
れ
ど
も
、
労
働
権
に
よ
る
労
働
の
保
障
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

後
の
憲
法
制
定
に
際
し
大
き
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

北法15(1・157)157 



料

川
w
F口
一
切
回
目
己
《
伊
ロ
o
n
H
ユ
ロ
g
2
E
m
H
F
P
H
Z
O
官
官
一
王
宮
g
ι
土
ω
∞ml

no白
色
O
H
N
b
百
戸
豆
町
占
ロ
♂
H
・
M
・

ghF叩・
-
v
-
H
N
m
Y
H
ω

。.

柏
山
門
戸
間
三
拘
ロ

P
O
D
-
n
I
4
匂
・
]
E
C
-

川
判
四
国
凹
広
《
r
o匂・口広
-
w
H
-
F
司
-
H
U
G
-

資

、
国
立
工
場
(
〉
正
H
O
B
Z
E
o
ロ
g
H
)
の
設
置

労
働
権
の
宣
言
に
よ
り
新
し
い
労
働
の
組
織
を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
に
な

っ
た
。
臨
時
政
府
は
二
月
二
七
日
の
「
そ
ニ
ト
ゥ

1
ル」

(
Z
S伊
丹
市
戸
吋
)
紙
で
次

の
よ
う
な
デ
グ
レ
を
だ
し
た
。
「
臨
時
政
府
は
国
立
工
場
を
即
時
設
立
す
る
こ

と
を
布
告
す
る
。
公
共
事
業
大
臣
富
山
口
E
H
ユ
g寸
gsz吉
ZE)が
本
デ

グ
レ
を
執
行
す
る
責
任
を
負
う
o
」
こ
れ
が
有
名
な
国
立
工
場
の
起
源
で
あ
る
。

こ
の
国
立
工
場
は
、
一
般
に
、
前
述
し
た
「
労
働
の
組
織
」
に
お
い
て
「
社

会
工
場
」
(
ω
H
o
-
-
o
a
m
o
a
g
M
)
の
構
相
加
を
描
い
た
ル
イ
・
ブ
ラ
ソ
の
創
見
に

よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
事
実
は
違
っ
て
い
る
。
国
立
工
場

の
設
置
に
最
も
大
き
な
役
割
を
果
し
た
マ
リ
ー
は
、
ル
イ
・
プ
ラ
ン
の
反
対

者
で
あ
り
、
政
府
で
最
も
反
社
会
主
義
的
な
メ

γ
パ
[
で
あ
っ
た
。
ル
イ

プ
ラ

γ
の
社
会
工
場
の
制
度
は
、
自
己
の
能
力
と
権
限
に
従
っ
て
使
用
さ
れ

る
企
業
毎
の
労
働
の
結
社
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
国
立
工
場
は
一
八

四
七
年
の
恐
慌
に
際
し
て
、
幾
つ
か
の
工
業
都
市
で
つ
く
ら
れ
た
慈
善
工
場

7
5
-
5
B
門
凶
作

n
r白
ユ
忌
)

を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
、

」
の
惑
善
工
場
で
は

失
業
者
を
技
能
を
圧
別
す
る
こ
と
な
く
単
純
な
土
木
事
業
に
使
用
す
る
仕
事

場
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
れ
は
単
な
る
失
業
対
策
事
業
で
あ
り
、
実
際
の
と

こ
ろ
、
政
府
は
ル
イ
・
プ
ラ

γ
の
社
会
工
場
と
名
前
だ
け
を
似
せ
て
、
プ
ロ

レ
ダ
リ
ア
大
衆
を
だ
ま
し
、
そ
の
上
、
ル
イ
・
ブ
ラ

γ
が
永
久
に
か
れ
の
影

響
力
や
威
信
を
失
っ
て
、
危
険
で
な
く
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
か
れ
の
非

現
実
主
義
的
な
理
論
に
含
ま
れ
た
欠
陥
を
立
証
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の

〈

2
〉

と
い
う
こ
と
、
が
で
き
る
。

マ
リ
ー
は
早
速
事
業
の
執
行
に
努
め
、
コ
一
円
二
日
か
ら
主
要
な
事
業
が
組

織
さ
れ
る
こ
と
を
労
働
者
に
宣
ベ
た
。
こ
こ
で
働
こ
う
と
す
る
労
働
者
は
パ

リ
の
区
役
所
に
申
し
出
て
、
そ
の
指
図
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
一
一
月
三
日
、
マ
リ
ー
は
国
立
工
場
の
長
官
と
し
て
エ
ミ

l

ル
・
ト

l

マ

(
明
言
『
叫
，

r
o
自
立
を
任
命
し
た
。
エ
ミ
1
ル
・
ト
1
7
は
、
中
央
工
芸
学
校

(同
n
q
r
g
三
H
a
r
)
の
卒
業
生
で
、
最
初
は
サ
ン
H
シ
モ
ン
主
義
者
で
、
現
在

ボ
ナ
パ
ル
チ
ス
ト
に
な
っ
て
い
た
ο
エ
ミ
l
ル
・
ト
1
7
は
工
場
に
寧
隊
約
な

規
律
を
導
入
し
、
公
共
事
業
大
臣
の
指
揮
の
下
に
置
く
こ
と
を
望
ん
だ
。
指

令
部
は
長
官
一
名
、
副
官
四
名
お
よ
び
数
人
の
大
隊
長

(nZ廿
内

凶

作

曲

め

H

ぐい円。)で

構
成
さ
れ
て
い
た
。
労
働
者
は
編
隊
に
組
ま
れ
た
。
即
ち
、
班
長
に
よ
っ

て
指
揮
さ
れ
た
十
名
が
班
(
自

gc丘
町
)
を
構
成
し
、
分
隊
長
に
よ
っ
て
指
揮

さ
れ
た
五
つ
の
班
が
分
隊
(
寸
ユ
四
位
。
)
を
構
成
し
、
小
隊
長
に
よ
っ
て
指
揮
さ

れ
た
四
つ
の
分
隊
が
小
隊

2
2
5
5
R巾
)
を
構
成
し
、
中
隊
長
に
よ
っ
て
指

北法15(1・158)158 



揮
さ
れ
た
四
つ
の
小
隊
が
中
隊
(
口
O
B宮
官
庁
)
を
構
成
し
、
こ
の
中
隊
が
幾

っ
か
集
っ
て
大
隊
(
自
2
5
0
)
に
な
る
の
で
あ
る
。
班
長
と
分
隊
長
だ
け
は
労

働
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
他
は
長
官
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
。

こ
れ
は
工
場
と
い
う
よ
り
、
労
働
者
の
軍
隊
で
あ
っ
た
。
一
二
月
の
終
り
に

は
工
場
は
囚
万
人
の
失
業
者
を
収
容
し
た
。
三
月
一
五
日
か
ら
四
月
三

O
日

ま
で
に
、
九
万
四
千
三
百
人
の
新
し
い
登
録
が
あ
っ
た
。

白

ω
ω
E
t
p
D司・

2
-
L
-
E
P
E印・

ω
メ
イ
ヤ

l
、
五
十
嵐
訳
、
前
掲
書
一

0
0、
一

O
一
頁
0

マ
ル
ク
ス
は

こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
遊
動
隊
の
ほ
か
に
政
府
は
、

も
う
一
つ
の
工
業
労
働
者
軍
を
自
己
の
周
囲
に
集
結
し
よ
う
と
決
心
し

た
。
恐
怖
と
革
命
に
よ
っ
て
街
上
に
な
げ
だ
さ
れ
た
十
万
の
労
働
者
を
大

臣
マ
リ
は
、
い
わ
ゆ
る
国
民
仕
事
場
に
収
容
し
た
。
こ
の
大
げ
さ
な
名
前

の
も
と
に
か
く
れ
て
い
た
こ
と
は
、
二
十
三
ス

l
の
賃
金
で
、
労
働
者
を

た
い
く
つ
で
単
調
な
不
生
産
的
な
土
木
工
事
に
使
用
し
た
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
救
貧
授
産
場
を
野
外
に
う
つ
し
た
も
の
|
国

民
仕
事
場
は
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
臨
時
政
府
は
こ
れ
ら
の

国
民
仕
事
場
を
つ
く
っ
て
、
労
働
者
自
身
に
対
抗
す
る
第
二
の
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
軍
を
つ
く
っ
た
も
の
と
思
い
こ
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
ん
ど
は
、

さ
き
に
労
働
者
が
遊
動
隊
に
つ
い
て
考
え
ち
が
い
し
た
よ
う
に
、
プ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
が
国
民
仕
事
場
に
つ
い
て
考
え
ち
が
い
し
た
の
だ
。
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
は
暴
動
に
味
方
す
る
一
軍
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一

フランス憲法における社会権の発展

つ
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
。

国
民
仕
事
場
|
そ
れ
は
、
ル
イ
・
ブ
ラ

γ
が
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
で
と

い
た
と
こ
ろ
の
人
民
職
場
の
名
ま
え
で
あ
っ
た
。
マ
リ
の
仕
事
場
は
、
リ

ユ

F
サ
ン
プ
ル
に
直
接
に
対
抗
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

商
号
が
お
な
じ
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ス
ペ
イ
ン
の
召
使
喜
劇
に
ふ
さ
わ
し

い
、
ま
ち
が
い
に
よ
っ
て
お
こ
る
陰
謀
の
動
機
を
あ
た
え
た
。
臨
時
政
府
自

身
ひ
そ
か
に
こ
れ
ら
の
国
民
仕
事
場
は
ル
イ
・
ブ
ヲ

γ
の
考
え
だ
し
た
も

だ
と
い
う
う
わ
さ
を
宣
伝
し
た
。
し
か
も
、
国
民
仕
事
場
の
予
言
者
で
あ

る
ル
イ
・
プ
ラ
ソ
が
臨
時
政
府
の
一
員
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
う
わ
さ

は
ま
す
ま
す
ほ
ん
と
う
ら
し
く
み
え
た
。
そ
し
て
パ
リ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
の
な
か
ば
無
邪
気
な
か
ば
故
意
の
混
同
と
、
作
為
的
に
支
持
さ
れ
た
フ

ラ
ン
ス
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
論
に
お
い
て
は
、
あ
の
救
貧
授
産
場
は
社
会

主
義
実
現
の
第
一
歩
と
み
な
さ
れ
、
社
会
主
義
が
こ
の
授
産
場
と
と
も
に

潮
笑
の
的
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
(
マ
ル
グ
ス
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

階
級
斗
争
」
(
マ
ル

P
ス
日
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
、
第
五
巻
上
)
、
一
九
五
一

年
、
二
一
三
、
二
四
頁
。
ロ
庁
関
『
凹
印

g
r曲目匂問。

5
司
『
田
口

rHOHnruH∞印。・)。

な
お
、
ガ
λ

ト

χ
H
マ
ル
タ

γ
は
、
国
立
工
場
に
付
与
す
る
怠
義
と
権

限
に
つ
い
て
閣
僚
が
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。
「
公
共
事
業
相
マ
リ
ー
は
、
慈
善
作
業
場
を
国
家
の
手
で
再
開

す
る
こ
と
を
考
え
た
に
す
ぎ
な
い
0

・
:
:
:
:
ラ
マ
ル
チ
1

ヌ
は
、
『
運
河

建
設
や
、

7

レ
l

・
ボ
ン
タ
ン
の
干
拓
の
た
め
、
ロ
1

7

人
や
エ
ジ
プ
ト

人
の
戦
争
の
よ
う
に
武
器
の
か
わ
り
に
道
具
を
も
っ
て
す
る
国
内
の
戦
争
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料

ハ
自
然
に
挑
戦
す
る
土
木
事
業
)
』
を
想
像
し
て
い
た
。
社
会
主
義
者
は
、

自
分
た
ち
の
思
想
に
忠
実
な
幹
部
の
下
に
、
い
ざ
と
い
う
場
合
に
は
そ
の

階
級
的
要
求
を
支
持
し
て
く
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
の
連
隊
が
編
成
さ

れ
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
」
(
ガ
ス
ト
ン
H

マ
ル
タ
ン
、
井
上
訳
「
二
月

革
命
」

(
F
ゼ
ジ
ュ
文
庫
)
一
九
五
四
年
、
七
六
頁
。
。

ss=l玄
白
t
p

戸内凶
H
N
b
〈

o
r
t
c口内回。同∞品目
y
同市出品∞・)。

資

四
、
リ
ュ
グ
サ
て
ブ
ー
ル
委
員
会

(pg旦
包
g
p
F出
向
日
吉
虫
色
と

労
働
立
法

二
月
二
八
日
、
「
一

0
時
間
労
働
。
:
:
:
下
請
負
(
ヨ

ω
R
E
E
a
o
)
の
廃

止
c
」
の
プ
ラ
カ
ー
ド
を
も
っ
た
労
働
者
の
示
威
行
進
が
あ
っ
た
。
「
労
働
省
の

設
置
」
を
書
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
要
求
を
前
に
し
て
論
議
が
な
さ
れ

た
。
ル
イ
・
プ
ラ
ン
は
、
「
労
働
の
友
愛
的
組
織
を
実
現
す
る
た
め
に
」
必
要

な
進
歩
省
(
日
5
5
5河内山口

P
D
q宮
)
を
主
張
し
た
。
マ
リ
l
は
、
国
立
工

場
を
含
め
た
労
働
者
に
関
す
る
す
べ
て
の
問
題
を
そ
の
管
轄
に
入
れ
る
こ
と

も
付
け
加
え
た
。
臨
時
政
府
の
他
の
ナ
ン
バ
ー
は
こ
れ
に
反
対
し
た
の
で
、

ル
イ
・
プ
ラ

γ
は
辞
職
を
申
し
入
れ
た
が
拒
否
さ
れ
た
。
ガ
ル
ニ
エ
H

パ
ジ

エ
ス
は
、
ル
イ
・
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
司
さ
ど
ら
れ
、
国
民
議
会
の
た
め
に
新
し

い
組
織
の
完
全
な
計
画
を
準
備
す
る
任
務
を
持
っ
た
労
働
委
員
会
の
設
置
と

い
う
妥
協
的
な
提
案
を
だ
し
た
。
ル
イ
・
プ
ラ
ン
は
反
対
で
あ
っ
た
が
、
ア

ラ
l
ゴ
の
懇
望
に
よ
り
と
も
か
く
も
引
き
受
け
た
o

こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
八
日
に
ル
イ
・
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
デ
ク

北法15(1・160)160 

レ
に
よ
り
、
「
労
働
者
対
策
政
府
委
員
会

(
P
E
2
2
8
F四
0
2
2ロ
自
出
口
同

吉
日
一

2
5〈白
E
2
5
)
|
|ー
そ
の
所
在
地
の
名
を
と
っ
て
「
リ
ュ
ク
サ
ン
プ

ー
ル
委
員
会
L

と
呼
ば
れ
る
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
デ
ク
レ
は
、
「
民
衆

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
草
命
は
民
衆
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
、
労
働
者
の
長
年
の
不
当
な
苦
し
み
に
終
止
符
を
う
つ
べ
き
で
あ
る
こ
と
、

労
働
の
問
題
は
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
、
共
和
政
府
に
と
っ
て
こ
れ
以
上
高

等
で
立
派
な
仕
事
は
な
い
こ
と
、
す
べ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
工
業
国
に
あ
っ

て
今
日
提
出
さ
れ
て
い
る
問
題
と
真
剣
に
取
組
み
解
決
す
る
の
は
特
に
フ
ラ

ン
ス
で
あ
る
こ
と
、

一
刻
の
猶
予
も
な
く
民
衆
に
そ
の
労
働
の
正
当
な
成
果

を
保
障
す
る
よ
う
に
考
え
る
べ
き
こ
と
、
を
考
慮
し
て
:
・
」
と
な
っ
て
い
る
。

ル
イ
・
プ
ラ
ン
が
委
員
長
に
な
り
、
労
働
者
出
身
の
社
会
主
義
者
ア
ル
ベ

ー
ル
が
副
委
員
長
に
な
っ
た
。
実
際
は
、
こ
れ
は
穏
和
派
に
よ
っ
て
ル
イ
・

〔

2
u

プ
ラ
ン
お
よ
び
ア
ル
ベ

i
ル
に
対
し
て
し
く
ま
れ
た
一
種
の
民
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
経
済
的
危
機
の
時
期
に
あ
っ
て
、
一
雇
主
も
労
働
者
も
こ

の
委
員
会
に
対
し
て
大
き
な
信
頼
を
よ
せ
て
い
た
の
に
拘
ら
ず
、
こ
の
委
員

会
は
実
現
の
手
段
を
全
然
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会

は
、
通
常
一
つ
の
省
に
付
与
さ
れ
る
、
役
務
も
、
予
算
も
、
強
制
力
を
も
っ
命

令
を
発
す
る
権
限
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
ル
イ
・
プ
ラ
ン
自
身
が
、
「
飢
え

た
人
間
を
前
に
し
た
空
腹
の
協
議
会
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
一
種
の
諮
問
機



関
で
あ
っ
た
。
マ
リ
ー
が
エ
ミ
l
ル
・
ト
l
マ
に
打
ち
明
け
た
と
こ
ろ
に
よ

る
と
、
政
府
の
意
図
は
、
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
、
労
働
者
自
身
が
ル
イ
・
ブ

ラ
ン
の
理
論
が
適
用
で
き
な
い
空
論
で
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
良

い
結
果
が
も
た
ち
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
一
一
月
一
日
に
最
初
の
集
会
が
関
か
れ
た
。
開
会
式
の
日
に
、
政
府
の
宣
言

広
よ
っ
て
事
業
の
開
始
が
宣
せ
ら
れ
た
。
「
少
し
前
ま
で
特
権
的
立
法
者
、
フ

ラ
ン
ス
の
貴
族
共
が
座
っ
て
い
た
席
に
、
今
日
民
衆
が
権
利
を
実
際
に
所
有

し
、
主
権
者
の
地
位
を
示
す
た
め
に
座
る
よ
う
に
な
っ
た
。
労
働
者
が
、
諸
君

の
仲
間
違
が
、
我
々
の
前
で
諸
君
達
に
と
っ
て
利
害
の
大
き
い
問
題
を
論
じ

tコ

た
。
彼
等
は
自
由
な
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
落
着
と
尊
厳
を
も
っ
て
、
そ
れ
を

ハ
3
v

行
な
っ
た
。
我
々
は
彼
等
の
声
を
歓
迎
し
た
。
」

フランス憲法における社会権の発展

こ
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
選
挙
に
よ
ら
な
い
で
選
任
さ
れ
た
。
ル
イ
・

e

フ
ラ
ン
は
各
職
業
団
体
か
ら
労
資
同
数
の
代
表
者
を
選
ん
で
、
こ
の
委
員
会

を
労
働
界
の
代
表
に
し
よ
う
と
し
た
。
最
初
、
労
働
者
の
代
表
二
四
二
名
と

雇
主
の
代
表
二
三
一
名
で
構
成
さ
れ
、
更
に
問
題
の
調
査
を
総
会
に
出
す
草

案
を
作
成
す
る
た
め
の
二

O
名
か
ら
な
る
常
設
の
労
資
同
数
よ
り
な
る
小
委

ハ
4
)

員
会
が
つ
く
ら
れ
た
。
ヴ
ィ
ダ
ル
、
ベ
ク
ー
ル
、
コ
ン
シ
デ
ラ
ン
、
デ
ュ
ポ

ン
日
ヴ
ィ
ト

(
U毛
8
7さ
E
R
)
、
ヴ
オ
ロ
フ
ス
キ
イ
の
よ
う
な
経
済
学
者

も
こ
れ
に
参
加
し
た
。
し
か
し
の
ち
に
は
労
働
者
側
の
代
表
者
の
方
が
ず
っ

と
多
く
な
っ
た
。

労
働
時
間
の
短
縮
と
、
下
請
負
の
禁
止
が
労
働
者
に
よ
っ
て
熱
心
に
要
望

レさ
はれ

人と
間;干
の一
尊?
厳 γ

て
と荒
友吉
愛ム
を E

--は
甚大

TfE 
t追
m 割

嘉吉

署E
問、
を三
パ月

tこ日
おの
いデ
てク

一
一
時
間
を
一

0
時
間
に
、
地
方
で
は
二
一
時
間
を
一
一
時
間
に
制
限
す
る

こ
と
、
②
労
働
者
を
搾
取
す
る
下
請
負
を
禁
止
す
る
こ
と
を
決
め
吋
。
こ
の
デ

ク
レ
は
、
近
代
社
会
に
お
い
て
大
き
な
位
置
を
し
め
る
労
働
者
の
法
的
保
護

に
つ
い
て
の
先
駆
的
な
立
法
と
し
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
デ

ク
レ
に
は
制
裁
を
欠
い
て
お
り
不
十
分
で
あ
っ
た
。
三
月
一
一
一
日
に
、
罰
金

体
刑
に
よ
る
制
裁
の
規
定
が
加
え
ら
れ
た
が
、
実
際
上
は
死
文
で
あ
っ
た
。

三
月
二
八
日
デ
ク
レ
は
、
労
働
審
判
所

(
h
g
Z
M
F
ι
官
官
え
5
0
5
B
2
)
の
審

判
官
貝
に
労
働
者
が
選
任
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
、
こ
れ
ま
で
労
働
審

判
所
の
構
成
が
雇
主
側
に
有
利
で
あ
っ
た
の
を
覆
え
し
た
。

「
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
委
員
会
」
は
大
胆
な
一
言
葉
を
宣
言
し
た
。
「
自
己
の

力
に
応
じ
て
生
産
す
る
各
人
は
、
そ
の
必
要
に
応
じ
て
消
費
す
べ
き
こ
と
。
」

l
「
団
結
が
競
争
に
か
わ
る
べ
き
こ
と
。
」

l
「
一
雇
主
が
も
は
や
搾
取
で
き
な

い
と
宣
言
し
た
工
場
を
国
が
買
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

J
1
「
各
人

は
同
じ
賃
金
を
受
け
る
べ
き
こ
と
。
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
ヴ
ィ
ダ
ル
お

よ
び
ベ
ク
ー
ル
に
よ
る
委
員
会
の
一
般
報
告
は
社
会
主
義
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
過
去
の
経
済
機
構
が
全
般
に
わ
た
っ
て
批
判
さ
れ
、

鉄
道
、
工
場
、
銀
行
の
国
家
に
よ
る
買
い
上
げ
を
結
論
づ
け
て
い
る
。
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料

結
局
こ
の
委
員
会
は
調
査
と
諮
問
の
委
員
会
で
、
実
際
に
果
し
た
役
割
は

必
ず
し
も
大
き
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
者
が
初
め

資

て
政
府
の
委
員
会
に
参
加
し

一
方
で
は
労
働
者
の
条
件
改
善
の
た
め
の
政

府
の
立
法
の
草
案
を
提
出
し
、
他
方
雇
主
も
労
働
者
の
間
の
紛
争
に
介
入
し

た
こ
と
は
、
当
時
の
労
働
者
の
役
割
の
重
要
性
と
社
会
問
題
の
配
慮
を
示
す

も
の
と
し
て
非
常
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
も
の
と
い
え
る
。

ω
回
出
印
片
手
。
℃
・

5
・
L
-
F
Z
ω
叶・

川

W
F良
子
。
℃
・

5
・
己

HL・5
∞

川

w
ロ
自

}
E
L
5・
C℃・

5
3
F
H
F
℃
-MON-

川

明

ロ

c一広告白

2
0
m
r
s
p
c七・

2
7
二
-F
℃

-MOω
・

同
こ
の
デ
ク
レ
に
つ
い
て
は
、
ぐ
同
門
ぢ
円
宮

ω
s
z
-
F
g
L
b
n
E
ω

田口二
ω

」

D
ロ
『
白
血
町
長
ω

可
虫
記
ニ

B

H
∞
串
∞
(
同
州

2
C巾
円
開
門

Cロ
C
2
5
附

ucrc』
E
r
H∞由
N-

F
〈
目
、
百

-HN印
印

1HN由
吋
)
、
何
回

c
-
V旬
、
円
巾

5
日
口
「
白
ロ
ハ
目
。
向
。

2
r
ι
b
R
Z
仏
戸

自
民
由
民
品
∞
(
河
内
〈
口
巾
匂
何
百
円
》
ロ

OBF巾
Hvc-E』
戸

p
g
o
o
-
同-一門円〈
w

匂

-HN印

1Eu--) 

刷

ロ

g
-
S
L円
2
・
0同
V

・
2
F
二
-HFH)-ug-

何
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
委
員
会
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
評
価
は
次
の
よ
う

で
あ
る
。
「
パ
リ
・
プ
ロ

ν
ク
リ
ア

l
ト
の
要
求
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
共
和
制

以
上
の
も
の
に
た
か
ま
っ
て
い
っ
た
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
リ
ュ
ク
サ
ン
フ
l

ル
委
員
会
と
い
う
あ
い
ま
い
な
存
在
よ
り
ほ
か
の
存
在
を
獲
得
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
労
働
者
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
協
力
し
て
二
月

革
命
を
遂
行
し
た
。
そ
し
て
、
P

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
一
一
屑
を
な
ら
べ
て
彼
等

自
身
の
利
益
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
た
と
え
、
は
彼
ら
は
、
臨
時
政

府
自
身
の
う
ち
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
多
数
派
と
扇
を
な
ら
べ
て
一
人
の
労

働
者
を
入
閣
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
労
働
の
組
織
/
け
れ
ど
も
、
賃
労
働
、

こ
れ
こ
そ
現
存
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
労
働
の
組
織
な
の
だ
。
こ
の
組
織
が

な
け
れ
ば
、
資
本
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
も
ヂ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
社
会
も
存
在

し
な
く
な
る
。
独
自
の
労
働
省
/
け
れ
ど
も
、
財
政
、
商
業
、
公
共
事
業

の
諸
省
こ
そ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
労
働
省
で
は
な
い
か
ワ
・
こ
れ
と
肩
を
な
ら

べ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
労
働
省
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
無
力

な
省
、
お
ぼ
つ
か
な
い
希
望
の
省
、
つ
ま
り
リ
ュ
ク
サ
ン
プ
ー
ル
的
委
只

会
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
。
」
(
マ
ル
ク
ス
、
前
掲
「
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
階
級
斗
争
」
一
一
、
一
一
一
頁
。
)

五
、
国
立
工
場
の
危
機
と
六
月
事
件

国
立
工
場
の
労
働
者
の
数
は
増
大
し
、
ナ
ン
ト
、
リ
ヨ
ン
、
ル

l
ア
ン
、

マ
ル
セ
l
ユ
等
に
も
同
様
の
工
場
が
で
き
た
、
賃
金
は
安
く
、
労
働
者
も
真

面
白
に
働
か
ず
、
そ
の
成
田
京
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
こ
の
組
織
は
濫
用
さ

れ
、
臨
時
政
府
の
多
数
派
た
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
派
に
よ
っ
て
選
挙
の
た
め
に
利

用
さ
れ
た
。
四
月
に
エ
ミ

l
ル
・
ト

1
7
は
、
国
立
工
場
を
一
つ
の
大
き
な

向
昔
前
組
合
的
な
組
織
に
統
合
す
る
こ
と
を
計
画
し
む
叫
)
そ
れ
に
よ
る
と
、
各

産
業
に
お
い
て
、
雇
主
と
労
働
者
双
方
か
ら
な
る
組
合
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
組

合
が
組
合
長
と
職
業
管
理
人
を
任
命
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
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組
合
か
ら
各
二
名
の
代
表
を
派
遣
し
て
同
族
組
合
(
々
邑

E
Z
F
F
E一一。)

が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
同
族
組
合
が
更
に
一
の
産
業
総
会
議
(
円

8
5一
志
l

ロ
b
B一
仏
宮
司

S
F
E
G
g
-ロ仏
5
言
。
-
一
宮
)

を
構
成
す
る
。
各
組
合
が
単
位
時

間
の
仮
料
金
を
定
め
、
更
に
そ
の
管
理
人
を
国
立
工
場
の
管
理
に
派
遣
す

る
。
国
立
工
場
で
は
失
業
労
働
者
に
半
額
の
給
料
で
労
働
が
提
供
さ
れ
る
。

必
要
な
設
備
は
操
業
休
止
の
工
場
で
作
ら
れ
る
。
製
品
は
国
の
前
貸
金
を
払

い
込
む
た
め
に
売
却
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
剰
余
は
組
合
の
救
済
金
庫
の
た

め
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
か
な
り
大
胆
な
提
案
は
政
府
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
公
共
事

業
大
臣
は
マ
リ
l
に
代
っ
て
、
新
し
く
ト
レ
ラ
(
寸
同
企
包
)
ヂ
」

psm

つ
"
-
o
k
a

y
J
T
J
!
?
 

己

レ
ラ
は
、
そ
の
作
業
の
無
益
さ
、
就
業
日
数
を
上
廻
る
ほ
ど
の
休
業
日
、
仕

フランス憲法における社会権の発展

事
に
あ
ぶ
れ
た
多
数
労
働
者
が
公
共
の
治
安
に
対
し
て
も
た
ら
す
政
治
的
危

険
を
理
由
に
、
専
門
家
委
員
会
を
組
織
し
、
そ
の
運
命
の
最
終
的
な
決
定
に

あ
た
ら
せ
た
。
こ
の
委
員
会
の
報
告
が
五
月
一
九
日
に
出
さ
れ
、
完
全
な
変

革
と
い
う
結
論
を
出
し
た
。
ト
1
7
は
新
し
い
改
革
案
を
だ
し
て
自
己
の
意

見
を
主
張
し
た
。
五
月
二
四
日
に
ト
レ
ラ
は
、
国
立
工
場
を
解
散
し
て
、
一

八
才
よ
り
二
五
才
ま
で
の
独
身
労
働
者
を
軍
籍
に
登
録
さ
せ
、
そ
の
他
の
労

働
者
を
彼
等
を
必
要
と
す
る
一
雇
主
に
従
う
こ
と
を
義
務
づ
け
る
決
定
を
ト
!

?
に
お
く
つ
た
。
ト
l
マ
は
執
行
を
拒
否
し
た
。
理
工
科
学
校
の
卒
業
生
の

が
ト
l
マ
に
代
っ
て
国
立
工
場
の
長
官
に
な
っ

ラ
ラ
ン
ヌ

(
円
ロ
一
巳
口
口
内
)

た。
政
府
は
こ
の
解
散
に
慎
重
を
期
す
る
よ
う
に
な
り
、
約
一
ヶ
月
間
こ
の
間

(
2
)
 

題
か
ら
生
ず
る
困
難
と
戦
っ
た
。
国
立
工
場
の
解
散
の
た
め
に
院
内
に
特
別

委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
報
告
に
基
き
、
政
府
は
六
月
一
五
日
に
国
立
工

場
の
解
散
を
決
定
し
た
。
六
月
二
一
目
、
決
定
が
出
さ
れ
、
国
立
工
場
に
登

録
さ
れ
た
一
八
才
か
ら
二
五
才
ま
で
の
労
働
者
は
軍
籍
に
登
録
し
、
残
り
の

者
は
地
方
で
土
木
事
業
を
す
る
た
め
に
準
備
し
て
お
く
こ
と
を
命
じ
た
。

労
働
者
は
た
だ
ち
に
抗
議
デ
モ
を
決
議
し
た
。
二
二
日
、
一
一
一
一
一
日
と
労
働

者
は
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築
い
た
。
他
方
、
政
府
は
カ
ヴ
ェ

I
ニ
ヤ
ッ
グ

(PZF

四
日
ロ
)
将
軍
に
全
権
を
委
任
し
た
。
労
働
者
は
「
自
由
か
、
死
か
/
」
を
叫

ん
で
政
府
軍
と
戦
っ
た
が
、
二
六
日
遂
に
鎮
圧
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
双

一
万
五
千
人
の
労
働
者
が
逮
捕
さ
れ
、
四
千

方
数
千
人
の
死
者
を
だ
し
た
。

人
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
流
刑
、
懲
役
、
死
刑
に
処
ぜ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
労
働
者

の
敗
北
は
も
は
や
決
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
六
月
事
件
の
恐
怖
が
憲

法
制
定
議
会
の
「
労
働
権
」
の
審
議
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

川
円
凶
器
t
L
-
D
【)・巳
?
?
H
h
-
M∞。・

ω
ガ
ス
ト
ソ
H

マ
ル
タ

γ
は
、
最
後
の
瞬
間
に
な
っ
て
政
府
が
慎
重
に

な
っ
た
理
由
と
し
て
次
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
(
ガ
ス
ト
ソ
H

マ
ル
タ
ン
、

井
上
訳
、
前
掲
書
、
一

O
三
頁
〉
0
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料

①

ト

l

マ
が
そ
の
犠
牲
に
な
っ
た
ば
か
り
の
強
力
措
置
の
報
に
、
つ
い

に
団
結
す
る
に
い
た
っ
た
全
労
働
者
階
級
の
激
動
。

⑧
大
き
な
功
労
の
あ
る
技
師
ラ
ラ
ン
ヌ
の
技
術
的
配
慮
。
つ
ま
り
、
彼

は
あ
ら
ゆ
る
最
後
的
決
定
に
先
立
っ
て
将
来
を
保
留
し
、
当
時
執
行
委

員
会
で
研
究
中
の
労
働
計
画
の
遂
行
に
不
可
欠
な
な
お
集
合
し
て
い
る

多
数
の
労
働
者
を
、
国
家
か
ら
奪
わ
な
い
こ
と
を
欲
し
た
の
で
あ
ろ
う

こ
と
。

③

フ

ア

ル
l
氏
の
リ
ー
ド
す
る
議
会
的
反
動
の
つ
の
り
ゆ
く
大
胆
さ
。

資

第
二
節

一
八
四
八
年
憲
法
の
作
成
と
「
労
働
権
」

一
、
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙

四
月
一
一
一
一
一
日
、
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙
が
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

た
。
選
挙
人
は
そ
れ
ま
で
の
こ

O
万
人
か
ら
一
挙
に
九

O
O万
人
に
膨
脹
し

投
票
平
も
八

O
%を
越
え
勺
し
か
し
こ
の
選
挙
の
結
果
は
民
主
的
、
社
会

的
共
和
国
の
信
卒
者
の
願
望
に
反
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
社
会

主
義
者
の
敗
北
は
明
ら
か
で
あ
り
、
パ
リ
に
お
い
て
す
ら
そ
う
で
あ
っ
た
。

バ
リ
の
三
四
名
の
当
選
者
の
う
ち
、
臨
時
政
府
の
閣
僚
は
次
の
よ
う
に
な
っ

〈

2
〉

て
い
る
。一
位
、
ラ
マ
ル
テ
ィ

l
ヌ

二
位
、
デ
ュ
ポ
ン

(
二
五
九
、
八

O
O票
)

(
二
四
五
、

O
八
三
票
)

三
位
、
ア
ラ
l
ゴ

(
一
一
四
三
、
四
六

O
禁
)

四
位
、
ガ
ル
ニ
エ

H
パ
ジ
ェ
ス

(
二
四

O
、
八
九

O
票
)

五
位
、
マ
ラ
ス
ト

一
六
六
士
山
一
円
)

(
二
二
九
、

六
位
、
マ
リ
l

(
一
二
一
五
、
七
七
六
票
)

七
位
、
ク
レ
ミ
ュ

I

つ
二

O
、
パ
九
九
票
)

二
一
位
、
ア
ル

d
~
l
ル

(
二
三
二
、
五
四
一
一
祭
)

二
四
位
、
ル
ド
リ
ュ
日
ロ
l
ラ
ン

(
一
三
一
、
五
八
七
票
)

二
六
位
、
フ
ロ
コ
ン

(
一
二
一
、
八
八
五
票
)

二
七
位
、
ル
イ
・
プ
ラ
ン

(
一
二
一
、
一
四

O
票
)

こ
の
結
国
米
、
ま
ず
臨
時
政
府
の
多
数
派
で
あ
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
共
和
派

が
、
上
位
七
位
ま
で
を
独
占
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
社
会
主
義
者
の

ア
ル
ベ
ー
ル
と
ル
イ
・
プ
ラ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
一
位
と
二
七
位
で
あ
り
、

彼
等
に
同
調
し
た
急
進
共
和
派
の
ル
ド
リ
ュ

H

ロ
l
ラ
ン
と
フ
ロ
コ
ン
は
、
一
一

四
位
と
二
六
位
に
と
ど
ま
っ
た
。
二
七
位
の
ル
イ
・
プ
ラ
ン
は
、
一
位
の
ラ

マ
ル
テ
ィ
l
ヌ
の
得
票
数
の
半
分
に
も
達
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
ュ
ク

サ
ン
ブ
ー
ル
の
名
簿
の
候
補
者
の
う
ち
の
最
高
は
一
九
位
で
、
「
ア
ト
リ
エ
」

(〉

E
Z円
)
の
創
刊
者
で
、
労
働
者
の
コ
ル
ボ

γ

(
の

2
gロ
)
で
あ
っ
た
。

議
会
の
メ
ン
バ
ー
九

O
O人
の
う
ち
絶
対
多
数
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
共
和
派

の
機
関
紙
ブ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
ニ
ュ
ア

γ
ス
に
属
し
て
い
た
。
よ
り
急
進

的
な
共
和
派
で
、
後
に
民
主
社
会
主
義
者

(
t
B
2
5
5
1
m
R
E
E
2
)
と
呼

ば
れ
る
者
は
二

O
名
を
超
え
な
か
っ
た
。
王
党
派
は
約
二

O
O名
で
ブ
ル
ボ
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ゾ
正
統
派
と
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
に
分
れ
て
い
た
。
こ
の
議
会
の
メ
ン
バ
ー
の

(
4
)
 

四
分
の
三
は
五

0
0
フ
ラ
ン
以
上
の
税
金
を
支
払
っ
て
い
た
。
本
来
の
労
働

者
は
ご
く
少
な
く
、
た
だ
の
二
六
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
法
律
家
が
多
く
、
四

0
0人
以
上
が
何
等
か
の
法
律
職
に
属
し
て
い
た
。

五
月
四
日
に
議
会
は
開
会
さ
れ
た
。
議
会
は
新
し
い
臨
時
政
府
た
る
執
行

委
員
会
を
任
命
し
た
。
憲
法
の
作
成
に
早
速
と
り
か
か
っ
た
。
ま
ず
憲
法
の

草
案
を
作
成
ナ
る
委
員
会
の
人
数
と
委
員
の
選
出
方
法
に
つ
い
て
議
論
が
紛

糾
し
た
が
、
結
局
、
人
数
は
一
八
名
で
、
議
会
か
ら
直
接
選
出
さ
れ
る
こ
と

こ
£
っ
こ
o

b
u
φ
/

ィ
中
J

(::::) 

(4) (3) (2) (1) 

ガ
ス
ト
ン
日
マ
ル
タ
ン
、
井
上
訳
、
前
掲
書
、
九

O
頁。

ロ
g
F口L
B
F
O
℃・円
F
F
W

同・口・司・
ω
]
{
∞-
ω
H
m
w
-

H
凶白凹
Z
L
W
C
司・
i
F
W
H
・H
-
H山
-
H
∞4
・

開
山

mwω

巴《凶
w
D
H
V

・口
F
H
-
w
H

・H-

司・]{∞∞・

フランス憲法における社会権の発展

ニ
、
コ
ル
ム
ナ

γ
委
員
会
と
憲
法
の
作
成

五
月
一
七
日
、
議
会
で
次
の
よ
う
な
一
八
名
の
憲
法
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

が
選
出
さ
れ
た
。
コ
ル
ム
ナ
ン
(
わ
2
5
8
5
)
(六
五
七
票
)
、
ア
ル
マ
ン
・

マ
ラ
ス
ト
(
〉
口
H

】
印
邑
冨
R
5
2
)
2
ハ
四
六
百
否
、
ラ
ム
ネ

I
(
τ
g
g
E
m
)

(
五
五
二
票
)
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
(
ぐ
弓
出
口
)
(
五
一
七
百
一
。
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル

(吋

R
告
の
三
ご
め
)
(
四
九

O
票
〉
、
デ
ュ
フ
ォ
ー
ル

(
り
と
E
E
)
(
一
二
九
五
票
〉
。

更
に
翌
一
八
日
の
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
マ
ル
タ
ン
(
宮
山
門
叶
E
)
(
五
五

O

票
一
)
、
ヴ
ォ
ア
ラ
ィ
エ
(
巧

o
E
5
3
)
(四
七
四
票
)
、
コ
ク
レ
ル
(
わ

2
5
E
)

(
四
五
三
票
)
、
コ
ル
ボ
ン
(
四
五
一
票
)
、
ト
ゥ

l
レ
(
斗
C
R
2
H
)
(
四
一
四

百
一
。
、
ギ
ュ
ス
タ
l
ヴ
・
ド
・
ボ
オ
モ
ン

(
C
E
C〈。

ισ
回

g
己ロ。ロ門)
/ヘ

八
八
票
)
、
デ
ュ
バ
ン
(
ワ
毛
5)
合
一
八
八
宮
市
)
、
ヴ
ォ
ラ
ベ
ル
(
〈

E}印
J
r
E
S

(
三
九

O
票
)
、
ォ
デ
ィ
ロ
ン
・
パ
ロ

l

(O任
-oロ
目
白
円
円
。
同
)
(
一
一
六
八
百
否
、

パ
ジ
ェ
ス

(E田
宮
)
(
三
五
三
票
)
、
ド
ル
ネ
ス
(
ロ
日
ロ
ダ
)
(
一
一
品
五
二
票
)
、

コ
ン
シ
デ
ラ
ン
(
三
三
九
票
)
。

プ
ル
ボ
ン
正
統
派
を
除
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
意
見
が
代
表
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
委
員
会
の
多
数
派
は
、
穏
和
な
共
和
派
と
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
で
構
成
さ

れ
て
お
り
、
社
会
主
義
者
に
属
す
る
の
は
コ
ン
シ
デ
ラ

γ
と
コ
ル
ボ

γ
だ
け

で
あ
っ
た
。
秀
れ
た
法
律
家
で
、
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
反
対
者
で
あ
っ
た

コ
ル
ム
ナ
ン
が
委
員
長
に
選
任
さ
れ
た
。

委
員
会
は
一
九
日
か
ら
早
速
関
か
れ
た
。
最
初
の
会
議
か
ら
「
労
働
権
」
の

提
案
が
あ
っ
た
。
委
員
会
は
、
草
案
に
「
義
務
と
権
利
の
宣
言
」
を
前
に
お

く
こ
と
を
決
定
し
た
。
五
月
一
一
一
一
一
日
の
会
議
で
、
コ
ル
ム
ナ
ン
は
義
務
と
権

利
の
宣
言
案
を
読
ん
だ
。
義
務
の
宣
言
の
次
に
権
利
の
宣
言
が
あ
り
、
そ
の

中
に
労
働
権
が
承
認
さ
れ
て
い
た
。
特
に
こ
の
労
働
権
に
つ
い
て
詳
し
い
論

争
が
行
な
わ
れ
た
。

デ
ュ
パ
ン
は
一
七
九
一
年
憲
法
の
よ
う
に
、
公
共
救
済
を
約
束
す
る
こ
と

北法15(1・165)165 



料

に
限
定
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
彼
に
よ
る
と
そ
れ
以
上
認
め
る
こ
と
は
危
険

な
の
で
あ
る
。
コ
ク
レ
ル
は
老
廃
者
だ
け
を
問
題
に
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

資

コ
ン
ジ
デ
ラ

γ
は
労
働
権
を
擁
護
し
た
。
彼
は
労
働
権
が
二
月
革
命
の
獲

得
物
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
労
働
者
は
革
命
が
再
び

握
り
つ
ぶ
さ
れ
た
と
考
え
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。
更
は
彼
は
フ
ー
リ
エ
か
ら

引
き
継
い
だ
周
知
の
彼
の
労
働
権
に
つ
い
て
の
教
義
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
正

当
化
し
た
。
し
か
し
コ
ン
シ
デ
ラ

γ
自
身
も
こ
の
労
働
権
は
社
会
の
構
成
員

が
自
己
の
選
択
に
よ
っ
て
、
社
会
に
労
働
を
要
求
で
き
る
権
利
ま
で
も
含
む

、
も
の
で
な
く
、
漸
次
適
用
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

ボ
オ
モ
ン
に
よ
る
と
、
認
め
る
べ
き
本
当
の
権
利
は
生
活
す
る
権
利
(
L
S
P

《
町
三
〈
主
で
あ
り
、

生
活
す
る
第
一
の
手
段
は
所
有
で
あ
る
。

そ
し
て
憲

法
は
所
有
を
獲
得
す
る
手
段
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
。
ボ
オ
モ
ン
の
主
張

は
、
労
働
の
自
由
の
原
則
で
あ
り
、
こ
の
中
に
、
労
働
手
帳
、
民
法
の
若
干

の
規
定
、
結
社
の
禁
止
、
職
業
教
育
の
欠
如
と
い
う
よ
う
な
拘
束
を
廃
止
す

る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。

マ
ラ
ス
ト
は
個
人
権
に
対
す
る
社
会
権
の
優
位
に
よ
り
、
労
働
権
は
動
か

し
難
い
も
の
と
述
べ
た
。

パ
ロ

l
は
義
務
で
あ
る
も
の
を
権
利
に
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
。
更

に
彼
は
、
「
も
し
諸
君
達
が
憲
法
の
最
初
に
社
会
が
労
働
を
供
給
す
る
義
務

を
認
め
る
な
ら
ば
、
私
的
工
場
を
見
棄
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々
の
国
立
工
場

は
怠
惰
の
奨
励
に
な
る
だ
ろ
う
よ
と
付
け
加
え
た
。
こ
こ
に
国
立
工
場
の

危
機
が
立
憲
議
会
の
保
守
派
に
与
え
た
不
安
の
反
響
が
み
ら
れ
る
の
で
あ

北法15(1・166)166 

る。
労
働
権
に
好
意
的
な
マ
ル
タ
ン
、
お
よ
び
反
対
の
コ
ク
レ
ル
の
意
見
の
陳

述
が
あ
っ
た
後
に
、
義
務
と
権
利
の
宣
言
の
起
草
を
小
委
員
会
に
付
託
す
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

翌
五
月
二
五
日
の
会
議
で
、
ボ
オ
モ

γ
は
皆
の
意
見
を
調
和
し
た
次
の
よ

う
な
条
項
を
提
案
し
た
。
「
労
働
権
が
保
障
さ
れ
る
本
質
的
手
段
は
、
労
働
の

自
由
、
自
発
的
結
社
、
無
償
教
育
、
職
業
教
育
、
予
見
守
み
〈

3
2
9
)
と

信
用
の
制
度
、
国
家
に
よ
る
救
済
工
場
の
設
置
で
あ
る
。
」
マ
ラ
ス
ト
は
、
救

済

(
ω
2
2
g
)
と
い
う
言
葉
を
批
判
し
、
救
済
工
場
と
は
別
の
、
そ
れ
以
上

の
も
の
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。

コ
ン
シ
デ
ラ
ン
も
マ
ラ
ス
ト
を
支
持
し
て
、
「
諸
君
達
が
こ
こ
で
宣
言
し

た
権
利
は
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の
権
利
で
あ
る
。
労
働
権
は
労
働
者
の
権
利
で

あ
る
。
」
と
主
張
し
た
。
こ
の
あ
と
、
ボ
オ
モ

γ
は
彼
の
草
案
の
最
後
の
言
葉

を
、
「
仕
事
の
な
い
労
働
者
を
一
雇
一
う
た
め
の
国
家
に
よ
る
公
共
事
業
の
設
置
。
」

に
置
き
代
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

所
有
権
に
つ
い
て
入
る
前
に
、
ド
ル
ネ
ス
は
老
人
、
不
具
者
の
権
利
を
認

め
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
し
か
し
パ
ロ

l
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
所
有
権
を

直
ち
に
審
議
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
若
干
の
討
論
の
後
、
所
有
権
は
労
働
権



の
後
に
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
決
っ
た
。
救
助
権
は
最
後
に
な
っ
た
。

六
月
一
二
日
か
ら
草
案
の
作
成
に
か
か
り
、
マ
ラ
ス
ト
が
報
告
官

(
E
宅
1

2
5
Z
『
)
に
選
ば
れ
た
。
こ
れ
は
丁
度
六
月
事
件
の
直
前
で
あ
っ
た
。

ω
盟
主
L
W
C℃・

2・
H
・H
-

℃

-N8・

ω
委
員
会
の
労
働
権
の
審
議
に
つ
い
て
は
、
回

mMEL-
岳

-nF
己
-
H
U
・

N
A
H
N
!日
品
目

-
F
q
i
mロ
少

D
司・

2
F
-
]
U
-
H
申
斗
]
{
申
由
・

同

三
、
第
一
草
案
と
部
局
(
一
u
E
2
5
)
の
審
議

六
月
一
九
日
に
議
会
に
出
さ
れ
た
草
案
肘
、
九
条
に
わ
た
る
「
義
務
と
権

利
の
宣
言
」
が
前
に
お
か
れ
、
本
文
は
第
十
章
、
第
一
一
一
一
九
条
ま
で
に
な
っ

て
い
る
。
「
義
務
と
権
利
の
宣
言
」
の
二
条
で
ま
ず
、
「
憲
法
は
す
べ
て
の
市

民
に
、
自
由
、
平
等
、
安
全
、
教
育
、
労
働
、
所
有
、
救
助
を
保
障
す
る
」

こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
労
働
権
は
七
条
で
次
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
い

る
。
「
労
働
権
は
、
労
働
に
よ
り
生
活
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
聞
が
持
っ
て

い
る
権
利
で
あ
る
。
社
会
は
、
社
会
が
準
備
し
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
組
織

フランス憲法における社会権の発展

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
生
産
的
お
よ
び
一
般
的
手
段
に
よ
っ
て
、
他
に
労
働
を

得
る
こ
と
の
で
き
な
い
健
康
な
者
に
労
働
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

八
条
は
所
有
権
に
つ
い
て
、
「
所
有
は
、
自
己
の
財
産
、
-
自
己
の
所
得
、

自
己
の
労
働
の
成
果
、
自
己
の
知
能
お
よ
び
自
己
の
産
業
を
収
益
し
、
処
分

す
る
権
利
に
存
す
る
。
L

と
し
て
い
る
。

九
条
は
救
助
権
を
明
ら
か
に
し
た
。
「
救
助
権
は
、
捨
子
、
病
弱
者
、
老
人

が
生
活
す
る
手
段
を
国
家
か
ら
受
け
取
る
権
利
で
あ
る
。
」

「
権
利
の
保
障
」
(
の
白
ヨ
ロ
5
ι
g
L
E
F
m
)
と
題
す
る
第
八
章
に
は
次
の
よ

う
な
規
定
が
お
か
れ
た
。

「
す
べ
て
の
所
有
は
不
可
侵
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
国
は
、
適
法
に
確
認

さ
れ
た
公
共
の
利
益
を
理
由
と
し
、
か
つ
事
前
の
正
当
な
補
償
を
用
い
て
所

有
の
犠
牲
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
(
一
二
八
条
)
。

「
労
働
権
の
本
質
的
保
障
は
、
労
働
の
自
由
、
自
発
的
結
社
、
一
雇
主
と
労
働

者
の
関
係
の
平
等
、
無
償
教
育
、
職
業
教
育
、
予
見
お
よ
び
信
用
の
制
度
、

国
家
に
よ
る
失
業
の
場
合
に
仕
事
の
な
い
労
働
者
を
雇
う
た
め
の
公
共
事
業

の
設
置
で
あ
る
。
」
(
二
一
一
二
条
)

0

こ
の
草
案
は
議
会
の
一
五
の
部
局
に
渡
さ
れ
、
熱
心
に
審
議
さ
れ
た
。
審

議
は
六
月
一
九
日
か
ら
七
月
二
四
日
ま
で
、
六
月
事
件
の
直
接
の
影
響
下
で

行
な
わ
れ
、
そ
の
反
映
が
見
ら
れ
る
。
部
局
の
意
見
の
全
般
的
傾
向
は
、
コ

ル
ム
ナ
ン
委
員
会
の
穏
和
な
共
和
主
義
的
精
神
よ
り
-
一
層
保
守
的
で
あ
っ

た。
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各
部
局
か
ら
各
一
名
の
代
表
者
を
委
員
会
に
派
遣
し
て
、
そ
の
意
見
を
提

出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
代
表
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一

部
局
ジ
エ
ラ
l
ル
(
の
合
日
ι)
、
第
二
部
局
ベ
ラ
ン
ジ
エ
(
思
円
。
=
目
立
、
第

三
部
局
テ
ィ
エ
ー
ル

3
7
5目
)
、
第
四
部
局
メ
ナ
ン
(
冨

ggL)、
第
五
部



料

局
シ
三
ア
ー
ル
(
わ
}
H
E
R
D
C
午
、
第
六
部
局
フ
ラ
ン
ダ

γ
(
E
g
bロ
)
、
第

七
部
局
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ル
フ
ラ
ン
(
〈

E
2
H
h
p
E円
)
、
第
八
部
局
ブ
ッ
ジ

資

(∞
E
Z
)
、
第
九
部
局
パ
リ
ュ
ウ

(
3
2
2
)
、
第
一

O
部
局
ク
レ
ミ
ュ

l

(
p
b
E
E
M
)
、
第
一
一
部
局
ク
レ
ピ
ュ

(
?
守
口
)
、
第
一
二
部
局
ブ
ラ

γ
テ

ィ
ニ
エ
(
回

E
F
E一
四
目
白
)
、
第
一
三
部
局
フ
レ
ロ
ン

(
P
2
Fロ
)
、
第
一
四

部
局
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ィ
ェ
・
ド
・
オ
ラ
l
ヌ

(
ロ
ロ
耳
吋
四
百
円
仏
O

出
m
E
Eロロ巾)

第
一
五
部
局
ベ
り
エ

(
出
巾
門
司
可
司
)
。
こ
の
中
で
は
、
ク
レ
ミ
ュ
ー
が
最
も
際

立
っ
た
意
見
を
発
表
し
た
。
テ
ィ
ェ

I
ル
と
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ィ
ェ
・
ド
・
オ

ラ
l
ヌ
が
特
に
活
発
に
労
働
権
を
攻
撃
し
た
。

各
条
項
毎
に
部
局
の
意
見
が
発
表
さ
れ
た
。
ま
ず
二
条
の
労
働
の
保
障
に

つ
い
て
、
テ
ィ
ェ

l
ル
は
、
労
働
の
権
利
の
保
障
は
社
会
の
義
務
と
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
不
完
全
な
義
務
の
み
が
問
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
の
関

係
で
は
と
り
わ
け
異
端
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
従
っ
て
草
案
は
誤
っ
た

理
論
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
国
立
工
場
の
経
験
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

社
会
は
、
自
由
、
平
等
、
安
全
、
所
有
を
「
保
障
」
す
べ
き
で
あ
る
が
、
労
働
、

救
済
お
よ
び
教
育
は
そ
の
力
と
権
能
の
範
囲
内
で
単
に
、
「
約
束
」
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

翌
二
五
日
、
七
条
の
「
労
働
権
」
が
問
題
と
さ
れ
た
。
第
一
部
局
は
、
こ

れ
が
共
和
国
自
身
か
ら
生
れ
た
義
務
で
あ
る
も
の
と
し
て
承
認
し
た
。
第
一
一

部
局
に
お
い
て
は
、
多
数
決
で
や
っ
と
認
め
ら
れ
た
o

第
三
部
局
は
労
働
権

を
拒
否
し
た
。
テ
ィ
ェ

l
ル
に
よ
る
と
、
社
会
の
目
的
は
そ
れ
を
構
成
す
る

個
人
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

北法15(1・168)168

に
法
で
規
律
す
る
の
は
社
会
の
厳
格
な
義
務
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
徳
の

領
域
の
問
題
で
あ
る
。
他
方
、
社
会
は
愚
か
な
約
束
を
実
行
す
べ
き
で
な

い
か
ら
、
臨
時
政
府
が
前
に
し
た
約
束
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
民
衆
に
本
当
の
こ
と
を
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
健
康
な
者
に
労

働
を
約
束
し
、
健
康
で
な
い
者
に
救
助
を
約
束
す
る
こ
と
は
、
予
見
の
精
神

を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
人
聞
に
有
益
な
徳
で
あ
る
貯
蓄
を
行
な

わ
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
更
に
、
社
会
は
失
業
者
に
労
働
を

同
時
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
公
共
事
業
を
計
画
し
労
働
を
供

給
す
る
こ
と
は
、
小
さ
な
範
囲
で
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

五

O
万
や
二

O
O万
の
労
働
者
に
労
働
を
供
給
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ

る。
第
四
部
局
は
、
労
働
権
の
承
認
は
民
主
主
義
的
義
務
で
あ
り
、
貧
之
を
追

放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
が
、
反
対
者
も
多
か
っ
た
。
第
五
部
局

は
、
時
間
踏
し
た
後
に
、
七
条
が
余
り
に
絶
対
的
す
ぎ
る
と
し
て
反
対
し
た
。

第
六
部
局
は
、
労
働
権
の
形
式
の
下
で
救
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
承
認
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
委
員
会
の
遺
物
」

と
し
て
反
対
し
た
。
第
九
部
局
は
、
労
働
者
が
社
会
に
対
し
行
為
を
要
求
で

き
な
い
も
の
と
し
て
反
対
し
た
。
第
一

O
部
局
の
大
多
数
は
労
働
権
を
認
め



Tこ。
七
月
一
一
六
日
に
も
更
に
意
見
の
陳
述
が
続
け
ら
れ
た
。
第
一
一
部
局
は
七

条
を
大
多
数
で
採
用
し
た
。
何
故
な
ら
、
国
立
工
場
の
不
幸
な
前
例
は
、
革

命
の
混
乱
に
帰
す
べ
き
例
外
的
な
事
実
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
第

一
二
部
局
は
前
文
を
全
部
削
除
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
第
一
三
部
局
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
存
在
す
る
権
利
は
労
働
権
で
な
く
、
労
働
の
自
由
で
あ
る

か
ら
、
七
条
を
削
除
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
o

第
-
四
部
局
も
同
様
に
反
対
し

た
。
デ
ュ
ヴ
エ
ル
ジ
ィ
ェ
・
ド
・
オ
ラ
l
ヌ
は
、
「
畳
事
政
に
労
働
権
を
記
載
す

る
こ
と
は
、
我
々
の
目
か
ら
み
る
と
内
乱
へ
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
で
あ
る
。
」
と
述

亡才

ベ
た
。
第
一
五
部
局
は
、
七
条
が
ル
イ
-

e

フ
ラ
ン
の
体
制
、
即
ち
独
占
に
よ

る
国
家
企
業
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
合
理
的
意
義
を
持
っ
て
い
な
い

フラ Y ス憲法における社会権の発展

と
し
て
反
対
し
た
。

こ
の
報
告
の
後
に
、
テ
ィ
ェ

l
ル
は
、
か
つ
て
の
臨
時
政
府
の
メ
ン
バ
ー

で
、
労
働
権
の
最
も
代
表
的
な
擁
護
者
で
あ
る
ク
レ
ミ
ュ

l
に
反
論
を
要
求

し
た
。
こ
の
二
人
が
論
争
の
目
立
っ
た
敵
対
者
で
あ
っ
た
。

全
員
が
本
質
的
な
権
利
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
所
有
権
に
関
す
る
八
条
に

つ
い
て
は
、
委
員
会
の
草
案
が
全
般
的
に
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
第
一
、
第
，

二
お
よ
び
第
三
部
局
は
相
続
権
を
明
文
化
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

救
助
権
に
つ
い
て
の
九
条
は
、
労
働
権
の
規
定
の
よ
う
な
強
い
反
対
に
会

わ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
各
部
局
の
意
見
は
、
全
般
的
に
「
労
働
権
」
に
反
対
の
空
気

が
強
く
、
新
し
い
試
み
に
対
す
る
恐
怖
が
支
配
し
て
い
た
。
こ
れ
が
第
一
草

案
の
社
会
的
重
要
性
を
更
に
弱
め
る
の
で
あ
る
。

ω
こ
の
草
案
の
正
文
は
、
回
B
E
L
W
C
匂・

2
二
-
H
W
H
U
・N
2
l
H
V
.
N
宰・

ω
以
下
、
回
B

E
・
8
・
2
7
・
F
H
F

℃・
81ω
叶

-
E
2間
口

P

C
℃・

2
了間)・

]{坦坦
i
N
O
N
・

四
、
確
定
草
案
の
作
成

部
局
の
役
割
が
終
了
し
、
委
員
会
は
八
月
七
日
、
部
局
か
ら
提
出
さ
れ
た

意
見
を
捌
酌
し
て
新
た
な
草
案
を
作
成
す
る
た
め
に
開
会
さ
れ
た
。
ヴ
ィ
ヴ

ィ
ア

γ
は
、
労
働
権
に
つ
い
て
の
意
見
を
も
り
こ
ん
だ
前
文
を
提
案
し
た
。

労
働
権
に
つ
い
て
は
、
「
共
和
国
は
、
市
民
を
そ
の
一
身
、
そ
の
家
族
、
そ
の

宗
教
、
そ
の
所
有
、
そ
の
労
働
お
よ
び
そ
の
住
居
に
お
い
て
保
護
し
、
か
っ

す
べ
て
の
者
に
不
可
欠
で
、
祖
国
に
奉
仕
し
、
敬
う
こ
と
の
で
き
る
知
性
を

の
ば
す
に
適
当
な
教
育
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
和
国
は
、
不
幸
な

市
民
に
対
し
、
(
資
源
の
限
度
内
で
)
労
働
を
得
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
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労
働
で
き
な
い
者
に
家
族
が
無
い
時
、
こ
れ
に
生
活
の
手
段
を
保
障
す
る
こ

と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
生
存
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
前
文

田
)
の
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
労
働
権
は
単
な
る
救
助
権
に
置
き
代
え
ら

れ
た
。
こ
れ
が
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
確
定
草
案
に
採
用
さ
れ
た
。
前
文
全
体
と



料

し
て
も
、
個
人
の
権
利
を
列
挙
す
る
こ
と
は
も
は
や
問
題
で
な
く
、
市
民
と

共
和
国
の
義
務
に
変
っ
て
い
る
。

資

八
月
の
後
半
の
二
週
間
で
確
定
草
案
が
作
成
さ
れ
、
立
憲
議
会
の
議
員
に

配
布
さ
れ
た
o

マ
ラ
ス
ト
が
議
会
に
対
す
る
草
案
に
付
す
る
報
告
を
つ
く
っ
‘

た
。
こ
の
確
定
草
案
は
、
前
文
が
I
J
m
、
本
文
が
第
一
章
J
第
一
一
一
章
、

〔

2
)

第
一
条
J
第
一
二

O
条
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
人
権
に
関
す
る
規
定
は
前
文

「
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
市
民
の
権
利
」

L
2
2
5
3
5
m
ω
E
E
5
明日

F
n
B
E
E
t
Dロ
)
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
社
会

お
よ
び
第
二
章

(ロ
5
H昨日

権
に
関
係
す
る
条
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
自
由
、
平
等
お
よ
び
友
愛
を
原
理
と
す
る
」

(
N
)

「
市
民
は
、
祖
国
を
愛
し
、
共
和
国
に
奉
仕
し
、
そ
の
生
命
を
犠
牲
に
捧

げ
て
こ
れ
を
防
衛
し
、
そ
の
財
産
に
応
じ
て
国
の
負
担
に
参
加
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
市
民
は
、
労
働
に
よ
り
生
活
手
段
を
、
予
見
に
よ
っ
て
将
来
の

た
め
の
財
源
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
民
は
、
友
愛
の
念
を
も
っ

て
相
互
に
援
助
す
る
こ
と
に
よ
り
共
同
の
幸
福
に
、
か
っ
社
会
、
家
族
お
よ

び
個
人
を
支
配
す
る
道
徳
律
お
よ
び
成
文
法
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
り
一
般

的
秩
序
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
刊
)
。

「
共
和
国
は
、
市
民
を
、
そ
の
一
身
、
そ
の
家
族
、
そ
の
宗
教
、
そ
の
所
有
、

そ
の
労
働
に
お
い
て
保
護
し
、
叉
す
べ
て
の
者
に
不
可
欠
な
教
育
を
各
人
の

手
の
届
く
と
こ
ろ
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
和
国
は
、
貧
困
な
市
民

に
対
し
、
そ
の
資
源
の
限
度
内
で
労
働
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
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は
労
働
で
き
な
い
人
々
に
家
族
が
な
い
と
き
生
活
手
段
を
与
え
る
こ
と
に
よ

り
、
救
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(mv

「
奴
隷
制
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
い
か
な
る
土
地
に
も
存
在
し
得
な
い
。
」
(
第
二

章
六
条
〉
。

「
す
べ
て
の
所
有
は
不
可
侵
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
国
は
、
適
法
に
確
認

さ
れ
た
公
共
の
利
益
を
理
由
と
し
て
、
か
つ
事
前
の
正
当
な
補
償
を
用
い
て

所
有
の
犠
牲
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
(
同
一
一
条
)
。

「
憲
法
は
市
民
に
労
働
お
よ
び
産
業
の
自
由
を
保
障
す
る
。
社
会
は
、
無
償

の
初
等
教
育
に
よ
る
労
働
の
発
展
、
職
業
教
育
、
一
雇
主
と
労
働
者
の
関
係
の

平
等
、
社
会
的
予
見
お
よ
び
信
用
の
制
度
、
自
発
的
結
社
、
国
、
県
お
よ
び
市

町
村
に
よ
る
仕
事
の
な
い
労
務
者
を
雇
う
た
め
の
公
共
事
業
の
設
置
を
助
成

し
、
奨
励
す
る
。
社
会
は
、
捨
子
、
病
弱
者
お
よ
び
資
産
の
な
い
老
人
に
救

助
を
与
え
る
。
但
し
家
族
が
救
済
し
得
な
い
場
合
に
か
ぎ
る
。
」
(
同
一
三
条
)
。

憲
法
委
員
会
を
主
宰
す
る
コ
ル
ム
ナ
ン
は
、
こ
の
時
調
刺
的
な
筆
を
も
っ

て
、
確
定
草
案
の
条
文
に
従
っ
て
、
「
テ
ィ
モ
ン
に
よ
る
憲
法
草
案
に
つ
い

て
の
小
冊
子
」
(
伊
長
官
ヨ
℃
E
2
2吋

F
p
o百

号

わ

g
E
E巳
S
古
賀

、円

5
8
)
を
公
に
し
た
。
コ
ル
ム
ナ
ン
は
社
会
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
、
労
働
に
よ
り
生
活
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
間
の
も
つ
権
利
と
し
て
労

働
権
を
擁
護
し
た
。
「
J

労
働
権
は
、
社
会
協
約
(
司
R
E
S
-
S
C
の
基
本
的
か



つ
暗
黙
に
含
ま
れ
て
い
る
条
項
の
中
に
そ
の
起
源
と
正
当
性

一
郎
町
巳

5dzb)

を
持
ち
、
労
働
す
る
こ
と
の
生
来
の
責
務

(
c
r
r
m
s
-ロ
)
の
中
に
そ
の
証
拠

(
』

Ecsch)
を
持
っ
て
い
る
。
労
働
権
は
、
我
々
が
所
有
権
を
得
た
の
と
同

じ
方
法
で
そ
れ
を
得
ょ
う
と
望
ん
で
い
る
労
働
者
個
人
に
お
い
て
、
所
有
権

を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
我
々
の
個
人
的
労
働
又
は
我
々
の
父
祖
の
労

働
な
し
に
は
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
所
有
権
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
か
。
労
働
権
は
義
務

2
2
2同
)
に
よ
る
勤
労

(
F
Z己
)
お
よ
び
責

務
に
よ
る
利
得

(tEE8)
を
称
え
る
。
」
こ
の
小
冊
子
は
、
労
働
の
問
題
、

特
に
労
働
権
が
パ
リ
の
世
論
や
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
喚
起
し
て
い
る
時
期
に

あ
っ
て
、
大
い
に
評
判
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
彼
の
公
的
な
地
位
と
矛

口

盾
し
て
い
る
の
で
、
憲
法
委
員
会
か
ら
さ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

マ
ラ
ス
ト
は
、
八
月
二
一

O
日
の
議
会
で
、
確
定
草
案
に
つ
い
て
の
報
告
を

レ
ポ
。
報
告
者
は
ま
ず
草
案
に
満
足
の
意
を
示
し
、
部
局
の
意
見
に
よ
っ
て

フランス憲法における社会権の発展

何
ら
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
労
働
権
に
つ
い
て
は

少
く
と
も
誤
っ
て
い
る
。
彼
は
憲
法
作
成
の
原
則
と
し
て
友
愛
を
あ
げ
た
。

友
愛
が
す
べ
て
の
制
度
の
基
礎
で
あ
り
、
共
和
国
の
新
し
い
精
神
で
あ
る
。

労
働
に
つ
い
て
も
友
愛
が
基
礎
で
あ
る
。
「
我
々
は
社
会
の
支
配
が
悪
い
と

確
信
す
る
。
と
い
う
の
は
、
幾
千
と
い
う
自
己
の
腕
以
外
の
財
産
、
自
己
の

賃
金
以
外
の
生
活
手
段
を
持
た
な
い
、
正
直
で
健
康
で
勤
勉
な
人
聞
が
、
無

一
物
で
飢
え
の
恐
怖
、
絶
望
の
苦
問
、
施
物
の
周
痔
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
」
「
労
働
者
の
労
働
の
要
求
に
対
し
て
、

に
は
関
心
が
な
い
。
捜
せ
、
さ
も
な
く
ば
死
ね
O
i
-
-
』
と
答
え
る
社
会
は
、

情
も
、
徳
も
、
道
徳
も
、
保
障
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
社
会
は
、
正
義
に
反

『
お
前
達
の
労
働

し
、
人
間
性
に
反
し
、
共
和
国
で
宣
言
し
た
す
べ
て
の
原
理
と
衡
突
す
る
。
」

労
働
に
よ
っ
て
生
活
す
る
権
利
、
即
ち
、
労
働
権
を
憲
法
に
記
載
し
た
の

は
、
こ
の
よ
う
な
原
理
の
名
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

(4) (3) (2) (1) 

出血
m
C
L
・
0
-
u
・
2
7
・
F
H
F
H
ν
・品∞
-
A
F
U

・

確
定
草
案
の
正
文
は
、
出
g
t
L
・
0
℃・円FL・-『
-
w

ロ・ω

口
1ω
ぼ
-

HW
白田
t門
r
o
H
)
・
2
T
F
H
F
H
ν
・
印
印
・
日
∞
-

H凶白由巳仏、

c
-
v
-
n
E
-
-
F
H
円、司・
ω由
同

lω
白斗・戸山
5
mロク
O
℃・
2
F
W
H
ν
-
N
O
ω
-
N
O
串・

五
、
議
会
の
論
議

議
会
の
論
議
は
九
月
四
日
に
始
ま
っ
た
。
こ
れ
か
ら
二
ヶ
月
間
議
会
の
最

も
中
心
的
な
問
題
と
し
て
多
く
の
時
聞
が
さ
か
れ
た
の
は
憲
法
論
議
で
あ

る
。
九
月
四
日
、
五
日
に
一
般
討
論
が
あ
り
、
続
い
て
、
九
月
に
一
五
日
間
、

一
O
月
に
一
一
一
一
日
間
各
条
文
の
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
綿
密
に

作
成
さ
れ
た
憲
法
は
そ
れ
ま
で
一
つ
も
な
か
っ
た
。
こ
の
憲
法
よ
り
一
一
層
詳

細
な
共
和
三
年
憲
法
で
す
ら
ず
っ
と
簡
単
に
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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一
般
討
論

(
e
E
E一D
ロ
窓
口

EF)

労
働
権
の
問
題
は
、
前
文
は
も
と
よ
り
、
恐
ら
く
憲
法
の
全
規
定
の
う
ち



料

で
最
も
議
論
の
多
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。
討
論
の
最
初
の
目
、
ジ
オ
ベ

(]cgN)

資

は
、
貧
之
を
追
放
す
る
こ
の
権
利
(
労
働
権
)
は
、
た
と
え
事
実
に
お
い
て

突
然
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
我
々
の
無
力
の
前
に
屈
し
た
。
立
法
者
は
、

自
分
達
が
思
想
家
の
願
望
を
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
理
解
し
、
暴
動
の
標
語

を
拒
否
し
た
。
」
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
に
二
月
革
命
と
六
月
事
件
の
教
訓

は
、
保
守
派
に
と
っ
て
、
労
働
権
が
内
乱
の
叫
び
で
あ
り
、
赤
旗
を
補
う
も

の
と
感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ア
ル
コ
ッ
ク

E
F
2
r
)
は
、
労
働
権
を
第
一
位
と
す
る
前
文
に
記
載
さ

れ
た
一
般
原
則
を
主
張
し
た
。
し
か
し
彼
は
一
定
の
権
利
を
保
障
す
る
こ
と

が
法
的
に
不
可
能
な
計
画
に
つ
い
て
の
社
会
主
義
者
に
対
す
る
反
対
を
次
の

よ
う
に
表
明
し
た
。
即
ち
、
「
諸
権
利
を
過
度
に
問
題
に
す
る
立
法
者
は
、
い

か
な
る
権
利
も
保
障
す
る
も
の
で
な
く
、
叉
す
べ
て
を
危
く
す
る
。
と
い
う

の
は
、
我
々
の
悪
い
本
性
が
諸
権
利
を
誇
張
し
て
解
釈
し
、
そ
の
結
果
こ
れ

ら
の
種
々
の
権
利
の
衡
突
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
」

ク
レ
ミ
ュ

l
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
「
我
々
の
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン

は
、
自
由
、
平
等
、
友
愛
で
あ
る
。
:
:
:
象
徴
、
あ
る
い
は
必
要
な
補
足
と

し
て
、
所
有
、
家
族
、
労
働
を
加
え
る
の
は
理
由
が
あ
る
。
」
「
『
労
働
権

を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
が
、
各
人
の
救
助
に
は
反
対
し
な
い
。
人
々
が
要
求

で
き
る
の
は
救
助
で
あ
る
o
』
と
い
わ
れ
て
い
る
の
を
良
く
知
っ
て
い
る
。
人

々
が
国
家
に
要
求
し
た
時
、
労
働
を
要
求
し
た
者
に
労
働
に
よ
る
の
で
な
い

と
し
て
も
救
助
に
よ
っ
て
、
個
人
の
叉
は
公
共
事
業
に
よ
る
の
で
は
な
い
に
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し
て
も
施
し
に
よ
っ
て
答
え
よ
。
:
・
:
病
弱
者
、
老
人
、
捨
子
の
た
め
の
救
助

権
、
健
康
で
正
直
で
財
産
の
な
い
市
民
の
た
め
に
法
律
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ

た
労
働
権
・
:
:
。
こ
れ
ら
は
私
に
と
っ
て
、
二
月
革
命
か
ら
生
れ
た
窓
法
の

前
文
に
必
ず
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
ク
レ
ミ
ュ

i

の
主
張
は
、
は
っ
き
り
労
働
権
を
認
め
た
と
い
え
な
い
よ
う
な
峻
昧
な
も
の

で
は
あ
る
が
、
社
会
革
命
の
原
則
の
擁
護
者
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る。
カ
ザ
レ
ス

(PNω-g)
は
、
「
義
務
と
権
利
の
宣
言
」
の
草
案
を
検
討
し
、

八
条
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
彼
に
よ
る
と
、
労

働
者
階
級
に
対
す
る
七
月
王
政
の
無
関
心
が
、
二
月
革
命
の
主
要
な
原
因
の

一
つ
で
あ
る
。
草
案
は
救
助
権
を
要
求
し
、
間
接
的
に
は
労
働
権
を
要
求
し

て
い
る
。
こ
れ
は
国
立
工
場
の
再
建
を
惹
き
起
す
も
の
で
あ
る
。
議
員
自
身

草
案
の
意
味
に
つ
い
て
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

制
マ
チ
ュ

1

(
富山門

FE)
の
修
正
案
と
「
労
働
権
」
の
賛
成
者

一
般
討
論
の
後
個
別
審
議
に
入
っ
た
。
労
働
に
よ
る
救
助
の
問
題
を
規
定

し
た
八
条
に
つ
い
て
は
、
憲
法
制
定
の
全
討
論
の
う
ち
で
最
も
活
発
な
討
論

が
、
九
月
一
一
日
、
一
二
日
二
一
一
一
円
、
一
四
日
お
よ
び
一
五
日
に
行
な
わ
れ

た
。
最
初
か
ら
三
二
名
の
弁
土
が
発
言
の
た
め
に
登
録
さ
れ
た
。

マ
チ
ュ

l
は
次
の
よ
う
な
修
正
案
を
提
出
し
た
。
「
共
和
国
は
、
市
民
を
、



そ
の
一
身
、
そ
の
家
族
、
そ
の
宗
教
お
よ
び
そ
の
所
有
に
お
い
て
保
護
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
は
、
す
べ
て
の
市
民
の
教
育
、
労
働
、
救
助
の
権

利
を
承
認
す
る
o
」
彼
は
更
に
、
彼
の
提
案
が
共
産
主
義
の
教
義
と
は
何
等
関

係
な
い
こ
と
を
宜
べ
た
。
彼
は
最
も
明
白
に
国
家
の
給
付
に
対
す
る
市
民
の

権
利
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
こ
れ
は
労
働
権
の
行
使
を
も
保
障
し
た

も
の
で
は
な
い
。
マ
チ
ュ

l
は
、
法
的
観
点
か
ら
み
る
と
労
働
権
は
所
有
権

と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
所
有
し
て
い
な
い
も
の
は
所
有
し
て
い
る
者
の

奴
隷
で
あ
る
。
こ
の
奴
隷
を
な
く
す
る
た
め
に
、
労
働
権
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
彼
は
、
す
べ
て
の
者
が
自
己
の
能
力
の
範
囲
内
で
同
じ
生
活
条

件
に
な
る
可
能
性
を
与
え
る
た
め
に
、
労
働
権
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
政
治

亡立

的
観
点
か
ら
、
労
働
権
は
国
民
に
と
っ
て
安
寧
へ
の
道
で
あ
る
。
「
民
衆
が
バ

リ
ケ
ー
ド
を
組
み
生
命
の
危
険
を
冒
し
た
と
い
う
事
実
は
、
単
に
政
治
的
権

フラゾス憲法における社会権の発展

利
を
獲
得
す
る
た
め
で
は
な
い
よ
「
民
衆
は
労
働
権
を
最
初
に
お
く
社
会
権

を
望
ん
で
い
る
。
」

マ
チ
ュ

l
の
修
正
案
に
つ
い
て
、
賛
成
、
反
対
の
弁
士
が
続
い
た
。

プ
ル
チ
エ

(F-一
色
旦
は
、
労
働
権
が
臨
時
政
府
に
よ
っ
て
国
民
に
約

束
さ
れ
た
こ
と
を
喚
起
し
た
。
「
国
民
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
問
題
を
解

決
す
る
た
め
に
、
我
々
を
こ
こ
に
送
っ
た
O
L

彼
は
、
全
労
働
者
の
賃
金
の
五

パ
ー
セ
ン
ト
の
醸
金
に
よ
っ
て
の
基
金
を
つ
く
り
、
労
働
者
の
連
帯
を
実
現

す
る
た
め
の
プ
ラ
ン
を
提
案
し
た
。

ル
ド
リ
ュ

H

ロ
i
ラ
ン
は
、
労
働
権
の
た
め
に
九
三
年
憲
法
を
援
用
し
た

労
働
権
は
国
民
公
会
の
苦
労
の
た
ね
で
あ
っ
た
。
国
民
公
会
の
よ
う
に
労
働

者
を
知
性
あ
る
保
護
者
た
る
国
家
の
保
護
の
下
に
、
農
村
の
小
さ
な
所
有
に

近
づ
け
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
私
が
労
働
権
を
憲
法
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
求

す
る
の
は
、
憲
法
と
い
う
も
の
が
将
来
の
た
め
に
作
成
さ
れ
、
恒
久
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
人
間
性
の
進
歩
の
第
一
歩
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
」
ア
ル
ノ
オ
(
〉
門
口
き
る
は
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
か
ら
労
働
権
を
擁
護
し

た
。
彼
は
労
働
権
の
原
理
を
、
所
有
の
原
理
、
自
由
の
原
理
に
近
づ
け
よ
う

と
し
た
。
所
有
が
社
会
的
価
値
を
持
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
労
働
は
社
会

的
必
要
で
あ
る
。
労
働
な
く
し
て
所
有
な
く
、
苦
労
な
く
し
て
労
働
は
な
い
。

労
働
者
に
労
働
権
を
与
え
て
も
、
濫
用
す
べ
き
で
な
く
労
働
権
の
原
理
は
暴

動
へ
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
で
は
な
い
0

・
彼
は
議
論
の
調
停
に
大
き
な
努
力
を
み
せ

7こ

ロ
リ
ィ
ナ
(
問
。
ニ
5
え
)
は
労
働
権
を
主
張
し
た
。
労
働
の
問
題
は
全
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
起
り
、
一
八
四
八
年
革
命
の
大
問
題
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
で
こ

れ
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
月
革
命
は
政
治
革
命
で
あ
る
と

同
時
に
社
会
革
命
で
あ
る
。

他
の
代
表
者
、
マ
ル
タ
ン
H
ベ
ル
ナ
l
ル

(
ζ
E
E
F
E
R
ι
)
や
ピ
ロ

ー
ト

(
E
r
E
R
)
も
何
ら
か
の
保
障
が
伴
わ
な
く
と
も
、
「
労
働
権
」
を
記

北法15(1・173)173



料
、
設
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

Ir'! 

「
労
働
権
」
の
反
対
者
の
議
論

資

労
働
権
の
信
奉
者
は
、
労
働
権
を
社
会
的
共
和
国
、
人
間
性
、
労
働
者
階

級
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
考
え
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
反
対
者
に
と
っ
て
は
暴

動
で
あ
り
、
国
立
工
場
で
あ
り
、
六
月
事
件
で
あ
っ
た
。

ゴ
ル
チ
ェ
・
ド
・
リ
ユ
ミ
リ
ィ

(の
Err-o円
〔

T
川
河
口

B
E〕「
)

が
マ
チ
ュ

ー
の
修
正
案
の
反
対
の
口
火
を
き
っ
た
。
「
も
し
労
働
権
が
現
実
的
効
果
の
な

い
世
俗
の
格
率
で
あ
る
な
ら
、
又
も
し
権
利
と
同
じ
く
義
務
で
あ
る
と
い
い

た
い
な
ら
、
こ
れ
は
労
働
の
個
人
的
自
由
で
あ
る
0

・
:
:
・
こ
れ
は
一
七
八
九

年
の
革
命
に
よ
っ
て
、
既
に
確
立
さ
れ
て
お
り
、
今
日
も
は
や
喚
起
す
る
必

要
は
な
い
。
」
他
方
、
臨
時
政
府
は
労
働
権
を
適
用
し
て
、
社
会
主
義
の
原
則

を
試
し
て
み
た
が
、
結
果
は
失
敗
で
あ
っ
た
。
ま
た
所
有
権
は
労
働
権
と
調

和
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

ト
ク
グ
イ
ル
は
ま
ず
四
八
年
の
革
命
が
社
会
主
義
で
あ
る
か
ど
う
か
を
国

民
議
会
が
言
明
す
べ
き
も
の
と
し
た
。
彼
に
よ
る
と
す
べ
て
の
社
会
主
義
体

制
の
第
一
の
特
徴
は
、
「
人
間
の
物
質
的
情
執
応
対
す
る
、
劇
烈
で
、
継
続
的

で
、
無
節
制
な
ア
ッ
ピ
ー
ル
で
あ
る
。
」
第
二
の
特
徴
は
、
個
人
的
所
有
に
対

す
る
直
接
的
又
は
間
接
的
攻
撃
で
あ
る
。
第
一
一
一
の
特
徴
は
、
自
由
、
人
間
性

に
対
す
る
深
い
不
信
で
あ
る
。
社
会
主
義
は
簡
単
に
い
う
と
、
新
し
い
「
従

属
の
形
式
」
に
す
ぎ
な
い
。
社
会
主
義
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
延
長
で
も
、
完

成
で
も
な
い
し
、
叉
民
主
主
義
の
発
展
で
も
な
い
。
民
主
主
義
は
個
人
の
独

立
の
領
域
を
拡
大
す
る
が
、
社
会
主
義
は
そ
れ
を
抑
圧
す
る
。
民
主
主
義
は

各
人
に
そ
の
価
値
を
与
え
る
が
、
社
会
主
義
は
各
人
を
一
個
の
道
具
、
一
つ
の

数
字
に
す
る
。
四
八
年
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
望
ん
だ
こ
と
を
実
際
に
行
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
政
治
に
キ
リ
ス
ト
教
的
慈
善
を
適
用
す
る

こ
と
で
あ
り
、
社
会
主
義
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ト
ク
ヴ
ィ

ル
は
労
働
権
が
社
会
主
義
に
導
く
も
の
と
し
て
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ィ
エ
・
ド
・
オ
ラ
l

ヌ
は
、
労
働
権
の
支
持
者
に
あ
っ

て
、
彼
等
の
種
々
の
考
え
方
が
根
本
的
不
和
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
も
し
労
働
権
が
「
働
く
こ
と
の
権
利
」
で
あ
る
な
ら
、
大
革
命
が
既
に

こ
の
権
利
を
与
え
て
い
る
。
も
し
国
家
に
労
働
を
要
求
す
る
権
利
で
あ
る
な

ら
、
貯
金
、
預
金
お
よ
び
私
的
幸
福
を
抑
圧
す
る
よ
う
な
危
機
の
時
の
権
利

で
み
の
る
。

ド
・
リ
ユ
ツ
ベ

(
U
O
Tる
甘
か
)
は
労
働
を
商
品
と
し
て
考
え
、
権
利
と
し

て
労
働
を
承
認
す
る
こ
と
は
「
所
有
権
を
破
壊
す
る
」
も
の
と
考
え
た
。

既
に
態
、
法
委
員
会
の
意
見
の
陳
述
で
労
働
権
に
対
し
て
強
く
反
対
し
て
い

た
テ
ィ
ェ

l
ル
は
、
こ
こ
で
ま
た
演
壇
を
数
時
間
占
領
し
て
反
対
し
た
。
彼

は
す
べ
て
の
社
会
階
級
に
恩
恵
を
与
え
る
も
の
と
し
て
自
由
の
状
態
を
考
え

た
。
権
利
は
階
級
間
で
例
外
を
作
る
も
の
で
は
な
く
、
全
員
に
適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
階
級
の
権
利
に
す
ぎ
な
い
も
の
は
権
利
で
は
な
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ぃ
。
そ
こ
で
労
働
権
は
階
級
の
権
利
で
あ
る
か
ら
、
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ

な
い
。
テ
ィ
ェ

l
ル
は
、
所
有
権
に
つ
い
て
も
同
様
に
階
級
の
権
利
で
あ
る

こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
結
論
と
し
て
、
こ
こ
で
問

題
に
な
る
の
は
権
利
で
は
な
く
、
単
に
救
済
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

談
会
で
の
労
働
権
の
反
対
者
は
、
論
理
に
訴
え
る
よ
り
は
、
所
有
権
、
国

家
財
政
、
社
会
革
命
の
恐
怖
へ
訴
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

付

討
論
の
終
結
と
憲
法
の
投
票

マ
チ
ュ

I
の
修
正
案
に
つ
い
て
の
長
い
討
論
の
後
、
委
員
会
の
草
案
を
そ

の
メ
ン
バ
ー
が
弁
明
す
べ
く
デ
ュ
フ
ォ
ー
ル
が
た
つ
た
。
彼
の
説
明
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ω草
案
は
モ

γ
テ
ス
キ
ュ
ー
と
国
民
公
会
の
救
助
権

同

の
考
え
方
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

ω労
働
権
は
チ
ュ
ル
ゴ
ー
が
い
っ
た
よ
う

プランス憲法における社会権の発展

に
、
貧
乏
人
の
時
効
に
か
か
ら
な
い
神
聖
な
所
有
権
た
る
「
労
働
の
権
利
」

(骨三円

L
C
5
5と
で
あ
る
。

ω労
働
権
と
こ
の
権
利
の
保
障
は
分
離
で

き
な
い
二
つ
の
も
の
で
あ
り
、
実
効
性
あ
る
保
障
の
方
法
と
し
て
訴
訟
の
方

法
が
提
案
さ
れ
た
。
し
か
し
委
員
会
は
こ
れ
に
尻
ご
み
し
て
認
め
な
か
っ

た。

ω権
利
の
保
障
を
実
効
性
あ
ら
し
め
る
た
め
、
簡
単
な
国
家
の
義
務
の

表
現
を
と
っ
た
。
同
社
会
主
義
者
が
こ
の
言
葉
の
下
で
望
ん
で
い
る
の
は
、

「
賃
金
権
L
2
3
H
F
円

E
E
E与
で
あ
る
。
こ
の
賃
金
権
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

「
救
貧
法
」
の
例
に
倣
っ
た
無
為
の
保
険
金
(
三

2
U
つ
E
L
D
-
S
B
)
で
あ

る
。
川
間
最
後
に
保
障
も
な
い
の
に
労
働
権
の
記
載
を
要
求
す
る
人
達
に
次
の

よ
う
に
答
え
た
。
「
権
利
は
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
と
、
実
行
し
得
る
も
の
に
な

る
か
ら
、
労
働
権
は
不
可
能
で
あ
る
o
」

こ
の
デ
ュ
フ
ォ
ー
ル
の
説
明
は
、
労
働
権
に
つ
い
て
の
無
理
解
と
矛
盾
に

充
ち
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
彼
が
労
働
権
を
チ
ュ
ル
ゴ

l
の
「
神
聖
な
労

働
の
権
利
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
主
義
者
の
主

張
を
単
に
「
賃
金
権
」
と
し
て
、
救
助
権
の
次
元
で
し
か
理
解
し
て
い
な

ぃ
。
更
に
最
後
で
は
、
労
働
権
は
実
行
し
得
る
も
の
で
な
い
か
ら
と
し
て
拒

否
し
て
い
る
。
チ
ュ
ル
ゴ

l
の
労
働
の
自
由
た
る
「
神
聖
な
労
働
の
権
利
」
、

あ
る
い
は
「
救
助
権
L

で
あ
る
な
ら
実
効
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
「
労
働
権
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
暖
味
で
、
人
に
よ
っ
て
異
っ
て
理

解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

マ
チ
ュ
ー
は
彼
の
修
正
案
を
撤
回
し
、
グ
レ
リ
ピ
ゾ
ワ
ン
(
の
一
ω
呂
田
8
5
)

が
次
の
よ
う
な
修
正
案
を
だ
し
た
。
「
共
和
国
は
、
市
民
を
、
そ
の
一
身
、
そ

の
家
族
、
そ
の
宗
教
、
そ
の
所
有
、
そ
の
労
働
に
お
い
て
保
護
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
共
和
国
は
、
教
育
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
市
民
の
権
刺
、
労
働
と

救
助
に
よ
る
生
存
権

(2仏吋5O2同=門昨土
-τ宗.ぷ5。2χと弓一町豆∞又号-芯⑦
gロ月-宮)出gω日円こ
}r。
5〈
s凶己
命

2片こ}て
.ω
自邑
Fω

か
を
]
認
め
る
o己」

デ
ュ
フ
ォ
ー
ル
は
憲
法
委
員
会
の
名
で
修
正
に
反
対
し
た
。
グ
レ
日
ピ
ゾ

ワ
ン
は
「
生
存
権
」
に
よ
る
「
労
働
権
」
と
定
義
し
て
、
そ
れ
を
主
張
し

た
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料

大
蔵
大
臣
の
グ
ヴ
シ
ョ
オ

は
政
府
の
見
解
を
述
べ
た
。

(の
C
口

L
n
r田
口
同
)

資

彼
は
草
案
の
八
条
と
一
三
条
に
満
足
の
意
を
表
明
し
、
「
労
働
権
」
の
表
現
を

意
味
の
な
い
も
の
と
考
え
た
。
「
労
働
す
る
権
利
」
は
一
七
八
九
年
以
来
存

在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
又
「
労
働
権
」
を
国
家
が
保
障
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
た
。
即
ち
、
「
国
家
の
財
源
が
十
分
で
な
い
。

税
金
を
徴
収
し
ろ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
諸
君
が
最
近
承
認
し
た
税
金
を
思
い

出
し
て
み
な
さ
い
O
i
-
-
-
何
を
産
み
だ
し
た
か
、
一
億
・
:
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス

の
労
働
人
口
の
必
要
の
た
め
の
、
僅
か
二
、
三
日
の
賃
金
に
す
、
ぎ
な
い
。
」

ま
た
彼
は
社
会
主
義
が
人
間
性
を
同
町
一
落
さ
せ
る
も
の
と
し
た
。

討
論
の
終
結
が
宣
言
さ
れ
、
グ
レ
H
ピ
ゾ
ワ
ン
の
修
正
案
が
投
票
さ
れ

た
。
結
果
は
、
賛
成
一
八
七
票
、
反
対
五
九
六
票
で
否
決
さ
れ
た
。

最
終
的
に
採
用
さ
れ
た
修
正
案
を
提
出
し
た
の
は
デ
ュ
フ
ォ
ー
ル
で
、
こ

れ
に
よ
る
と
、
「
共
和
国
は
貧
困
な
市
民
を
救
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

完

8
5
E
Bハ
凶

C
E
-
-
自
己

ω
E
2
0
2
H
E
D
ヨ
5
忠口
2
5
2
)
の
代
り
に
、

「
共
和
国
は
貧
困
な
市
民
の
生
存
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
列
企
G
r
i

--告の

ι
2片
山
田
正

R
F阿
佐
片
山
口

E
L
2
2
0〕
B
E
ロb
n
g
岳
EX)
と
い
う
言

葉
が
お
か
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
労
働
権
に
関
す
る
大
論
議
が
終
結
し
た
。
次
の
週
の
労

働
の
自
由
に
つ
い
て
の
本
文
一
一
一
一
条
の
と
こ
ろ
で
、
「
労
働
お
よ
び
産
業
の

自
由
は
、
法
の
保
護
と
国
家
の
監
視
の
下
に
あ
る
。
」
と
い
う
修
正
案
が
出
さ

れ
た
が
否
決
さ
れ
た
。
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一
O
月
一
一
一
一
一
日
に
、
憲
法
全
体
に
つ
い
て
の
投
票
が
あ
っ
た
。
細
い
修
正

と
最
終
的
な
条
文
の
起
草
の
た
め
、
草
案
が
憲
法
委
員
会
に
送
ら
れ
た
。

一
一
月
一
一
日
、
議
会
の
報
告
官
で
あ
り
、
議
長
で
あ
る
ア
ル
マ
ン
・
マ
ラ

ス
ト
が
最
終
的
な
条
文
を
読
み
上
げ
た
。
最
後
の
討
議
が
始
ま
り
、
各
条
文

が
次
々
と
可
、
決
さ
れ
た
。
前
文
の
閣
に
き
て
、
ブ
エ
リ
ッ
ク
ス
・
プ
ヤ
ッ
ト

の
修
正
案
に
よ
り
中
断
さ
れ
た
。
彼
は
、
「
共
和
国
は
、
市

民
を
、
そ
の
一
身
、
そ
の
家
族
、
そ
の
宗
教
、
そ
の
所
有
、
そ
の
労
働
権
を

(
司
己
良
市
町
山
岬
)

保
護
し
:
:
:
」
に
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
労
働
権
の
必
要
性
を
強
調
し

た
。
こ
れ
は
賛
成
八
六
票
、
反
対
六
三
八
票
の
圧
倒
的
多
数
で
否
決
さ
れ

た
。
か
く
し
て
、
「
労
働
権
」
の
一
言
葉
が
、
憲
法
に
記
裁
さ
れ
な
い
こ
と
が
最

終
的
に
決
定
し
た
。

ル
。
フ
ラ
ン
(
問
。
宮
-
一
日
ロ
)
は
、
前
文
珊
の
「
労
働
で
き
な
い
者
の
救
済
」

を
「
労
働
を
得
ら
れ
な
い
者
叉
は
労
働
で
き
な
い
者
」
に
修
正
す
る
こ
と
を

提
案
し
た
。
「
労
働
権
」
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
な
し
に
そ
れ
を
認
め
よ

う
と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
も
h

否
決
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
一
一
月
四
日
、
憲
法
は
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
憲
法
は
二

月
革
命
で
重
要
な
役
割
を
兵
一
し
た
者
達
が
、
政
治
的
、
社
会
的
全
改
革
の
基

礎
と
し
て
考
え
た
「
労
働
権
」
を
保
障
も
し
な
か
っ
た
し
、
宣
言
も
し
な
か

っ
た
。
二
月
二
五
日
の
臨
時
政
府
に
よ
る
労
働
権
の
承
認
か
ら
こ
の
よ
う
な



結
果
に
至
っ
た
過
程
は
、
労
働
者
、
社
会
主
義
者
を
中
心
と
す
る
二
月
革
命

の
勝
利
か
ら
六
月
事
件
に
よ
る
決
定
的
敗
北
に
至
る
社
会
的
事
実
と
対
応
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
既
に
こ
の
時
期
に
、
「
労
働

権
」
が
憲
法
制
定
に
際
し
て
最
も
中
心
的
で
、
最
も
重
要
な
問
題
と
し
て
議

会
の
内
外
で
論
議
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
社
会
権
発
展

史
上
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
労
働
権
の
承
認

を
成
文
憲
法
に
記
載
す
る
と
い
う
こ
と
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

こ
の
た
め
に
な
さ
れ
た
社
会
的
努
力
は
、
そ
の
後
社
会
権
が
社
会
的
事
実
と

し
て
確
立
し
て
い
く
た
め
の
基
礎
と
し
て
大
き
な
役
割
を
来
し
て
い
く
と
い

(
ゆ
4
)

う
こ
と
が
で
き
る
。

ヒ1

ω
議
会
に
お
け
る
労
働
権
の
論
議
に
つ
い
て
は
、
回
目
立
ハ
「
告
・

2
7
L
H
F

同】・己
l
∞
日
・
ロ
由
一
ωロハ凶
Rmw
。匂・

2
円・二・口・同)・
ω
町、吋

lω

ご
-

F白
Jimロ
p
o勺
-

n
Z
L
℃
-
N
O印
l
N
H叶
・

ω
「
労
働
権
」
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の

見
解
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
六
月
反
乱
い
ぜ
ん
に
起
草
さ
れ
た
最
初
の

憲
法
草
案
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
革
命
的
要
求
を
ま
と
め
た
最
初

の
無
器
用
な
表
現
形
式
、
す
な
わ
ち
「
労
働
の
権
利

(
L
S
Z
E門
3
5
5
」

と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
「
公
け
の
救
助
を
う
け
る
権
利

2
5
H門
戸

-
d
田
町
S
ロ
門
町
)
に
か
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
の
国
家
で
、

な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
窮
民
の
扶
養
を
し
な
い
国
家
が
あ
る
だ
ろ
う
か
?
・

労
働
に
対
す
る
権
利
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
意
味
で
は
自
己
矛
盾
で
あ

フランス憲法における社会権の発展

り
、
あ
わ
れ
か
な
わ
ぬ
願
望
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
労
働
の
権
利
の

背
後
に
は
資
本
に
た
い
す
る
権
力
が
あ
り
、
こ
の
資
本
に
た
い
す
る
権
力

の
背
後
に
は
、
生
産
手
段
の
占
有
、
団
結
し
た
労
働
者
階
級
の
支
配
へ
の

生
産
手
段
の
従
属
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
労
働
と
資
本
の
撤
廃
お
よ
び

こ
の
両
者
の
相
互
関
係
の
撤
廃
が
あ
る
。
「
労
働
の
権
利
」
の
背
後
に
は

六
月
反
乱
が
た
つ
て
い
た
o

憲
法
制
定
議
会
は
革
命
的
匂
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
を
事
実
上
法
律
の
そ
と
に
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
議
会
は
一
つ
の

公
式
を
原
理
上
、
法
律
中
の
法
律
で
あ
る
憲
法
の
そ
と
に
放
棄
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
労
働
の
権
利
」
に
破
門
を
宣
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
(
マ
ル
ク
ス
、
前
掲
「
フ
ラ
ン
λ

に
お
け
る
階
級

斗
争
」
四
七
、
四
八
頁
)
。

第
三
節

一
八
四
八
年
憲
法
お
よ
び
労
働
立
法
の
停
滞

(
一
八
四
八

t
一
八
六

O
)

一
、
一
八
四
八
年
憲
法

(
1
)
 

社
会
権
に
関
す
る
規
定
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

ま
ず
前
文
で
は
、
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「
プ
ラ

γ
ス
共
和
国
は
、
自
由
、
平
等
お
よ
び
友
愛
を
原
理
と
す
る
。

プ
ラ
ソ
ス
共
和
国
は
、
家
族
、
労
働
、
所
有
、
公
序
を
基
礎
と
す
る
o
」

(
町
四
)

「
市
民
は
、
祖
国
を
愛
し
、
共
和
国
に
奉
仕
し
、
そ
の
生
命
を
も
っ
て
共
和



来十

国
を
防
衛
し
、
そ
の
財
産
に
応
じ
て
国
の
負
担
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
市
民
は
、
労
働
に
よ
り
生
活
手
段
を
、
予
見

(
℃
み
〈
D
〕
盲
目
円
内
)
に
ょ
っ

資

て
将
来
の
た
め
の
財
源
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
民
は
、
友
愛
の

念
を
も
っ
て
相
互
に
援
助
す
る
こ
と
に
よ
り
共
同
の
幸
福
に
、
か
つ
社
会
、

家
族
お
よ
び
個
人
を
支
配
す
る
道
徳
律
お
よ
び
成
文
法
を
遵
守
す
る
こ
と
に

よ
り
一
般
的
秩
序
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(

W

)

「
共
和
国
は
、
市
民
を
、
そ
の
一
身
、
そ
の
家
族
、
そ
の
宗
教
、
そ
の
所

有
、
そ
の
労
働
に
お
い
て
保
護
し
、
叉
す
べ
て
の
者
に
不
可
欠
な
教
育
を
各

人
の
手
の
屈
く
と
こ
ろ
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
和
国
は
、
友
愛
的

救
助
(
回
目
白
S
5
0
)

に
よ
り
貧
困
な
市
民
に
対
し
、
そ
の
資
源
の
限
度
内
で

労
働
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
は
、
労
働
で
き
な
い
者
に
家
族
が

な
い
と
き
救
済
す
2
0ロ
ヨ
)
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
生
存

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(
咽
)

更
に
、
「
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
市
民
の
権
利
」
百
円
E
Z
ι
虫

2
5
ヨ
5

m
m
g
E
U
宮

門

ダ

わ

C
5
2
5
5口
)
と
題
す
る
第
二
章
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

「
奴
隷
制
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
い
か
な
る
土
地
に
も
存
在
し
得
な
い
。
」
(
六
条
)

「
憲
法
は
、
市
民
に
労
働
お
よ
び
産
業
の
自
由
を
保
障
す
る
。
社
会
は
、
無

償
の
初
等
教
育
に
よ
る
労
働
の
発
展
、
職
業
教
育
、
一
雇
主
と
労
働
者
の
関
係

の
浮
等
、
予
見
お
よ
び
信
用
の
制
度
、
農
業
制
度
、
自
発
的
結
社
、
国
、
県

お
よ
び
市
町
村
に
よ
る
仕
事
の
な
い
労
務
者
を
雇
う
た
め
の
公
共
事
業
の
設

北法15(1・178)17& 

置
を
助
成
し
、
奨
励
す
る
o

社
会
は
、
捨
子
、
病
弱
者
お
よ
び
資
産
の
な
い

老
人
に
救
助
を
与
え
る
。
但
し
家
族
、
か
救
済
し
得
な
い
場
合
に
限
る
。
」
(
一

条所
有
権
に
つ
い
て
は
、
「
す
べ
て
の
所
有
は
不
可
侵
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
国
は
、
適
法
に
確
認
さ
れ
た
公
共
の
利
益
を
理
由
と
し
て
、
事
前
の
正

当
な
補
償
を
用
い
て
所
有
の
犠
牲
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
(
一
一
条

)
と
し
て
、
不
可
侵
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

」
の
よ
う
に
労
働
に
関
す
る
憲
法
の
規
定
は
か
な
り
詳
細
で
あ
る
。
労
働

権
が
憲
法
で
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

一
八
四
八
年
憲
法
は
、
そ
れ

ま
で
の
憲
法
の
う
ち
で
最
も
大
き
な
位
置
を
与
え
て
い
る
。
「
職
業
教
育
、
雇一

主
と
労
働
者
の
関
係
の
平
等
」
な
ど
は
、
労
働
者
の
地
位
を
高
め
る
も
の
で

あ
る
。
「
救
助
権
」
も
以
前
の
憲
法
よ
り
一
一
層
具
体
的
に
な
り
、
内
容
的
に
も

(

2

}

 

充
実
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
労
働
権
」
に
か
な
り
近
く
な
っ
て
い
る
。
従
っ

て
、
「
所
有
の
不
可
侵
」
、
「
労
働
お
よ
び
産
業
の
自
由
」
も
も
は
や
チ
ュ
ル

ゴ

l
、
更
に
は
大
革
命
に
基
く
以
前
の
よ
う
な
経
済
的
自
由
主
義
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
七
九
一
年
、
一
七
九
三
年
の
憲
法
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
自
由
」
、
「
平
等
」
、

の
憲
法
と
す
る
な
ら
ば
、
一
八
四
八
年
憲
法
は
「
友
愛
」
の
怒
法
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
憲
法
の
前
文
は
政
治
秩
序
に
お
け
る



同

八

4
V

人
間
的
友
愛
の
定
立
で
あ
り
、
社
会
的
、
キ
リ
ス
ト
教
的
構
想
で
あ
る
、
と

も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
労
働
権
も
権
利
と
し
て
よ
り
も
倫
理
的
な

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
四
八
年
憲
法
で
承
認
さ
れ
た
重
要
な
権
利
と
し
て
、
普
通
選
挙
権
が

あ
む
選
挙
権
に
よ
り
労
働
者
は
政
治
的
参
加
の
権
利
を
与
え
ら
れ
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
労
働
者
は
、
選
出
し
た
議
員
に
彼
等
の
状
態
を
改
善
さ
せ
る
方

法
を
約
束
さ
せ
、
自
己
の
解
放
を
妨
げ
る
禁
止
規
定
の
廃
止
を
要
求
す
る
に

至
っ
た
。
)
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
こ
の
憲
法
は
社
会
的
変
遷
の
出
発
点
と
し

て
の
機
能
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ω
一
八
四
八
年
憲
法
の
正
文
は
、
り
口
問
5
7
冨
S
E
R
-
∞S
E
L

何
門
凶
作

Hjtp
円
。
切
れ
D
ロ
凹
己
門
己

C
Cロ
凹
刊

H
F
ω
]尚
一
口
円
~
℃
白
一
巾
国
]
〔
》

H国
匂

c
r
z』
口
巾
m
f

仏。

一
白
剤
，

Hm
ロ2
w
L
o
-
v
c
U
H
叶
∞
也
、
同
申
印
N

b
・
N
H
M
l
M
M
印・

山
本
桂
一
、
前
掲
書
、
一
五
九

l
一
六
三
頁
。
山
本
浩
三
、
同
志
社
法
学

五
三
号
、
一
九
五
九
年
、
四
六

l
五
七
頁
。
野
村
敬
造
、
前
掲
書
、
五
九

九
|
六

O
九
頁
。

ω
宮
沢
教
授
は
、
こ
の
憲
法
の
前
文
の
班
に
よ
っ
て
労
働
権
が
保
障
さ
れ

た
も
の
と
し
て
い
る
(
前
掲
「
憲
法

E
」
二
八
頁
〉
が
、
前
述
し
た
よ
う
な

議
会
の
論
議
か
ら
み
て
、
労
働
権
は
憲
法
上
否
定
さ
れ
た
と
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

川

明

円

mwdi
悶コ町、

C
H
)
・
円
~
了
勺
-
N
H
申・

ω
むの
m
F
E
H
3
0司・

2-二
-
戸
司
・

ωお
・

伺
選
挙
権
の
規
定
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
、
選
挙
は
直
接
か
つ
普

通
と
す
る
。
投
票
は
秘
密
と
す
る
よ
(
二
四
条
)
。
「
税
額
の
要
件
な
く
、

フラ γス憲法における社会権の発展

二
一
才
以
上
で
、
民
事
上
お
よ
び
政
治
上
の
権
利
を
亨
有
す
る
す
べ
て
の

フ
ラ
ン
ス
人
は
有
権
者
で
あ
る
o
」
(
二
五
条
)
。
「
二
五
才
以
上
の
有
権
者

は
、
居
住
要
件
な
く
し
て
被
選
挙
権
を
有
す
る
。
」
(
二
六
条
〉
。

ω
カ
ピ
タ
ン
・
キ
ュ

l

シ
ュ
、
星
野
・
石
崎
訳
、
前
掲
書
、
三
一
、
三
二

頁。
二
、
第
二
共
和
政
と
労
働

憲
法
の
投
票
前
よ
り
労
働
立
法
の
後
退
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
一
八
四
八

年
九
月
九
日
|
一
四
日
法
は
、
一
八
四
八
年
三
月
二
日
デ
ク
レ
に
代
っ
て
、

一
日
の
労
働
時
聞
を
最
大
限
度
一
二
時
間
と
し
た
。

一
八
四
八
年
二
月
一
一
五
日
|
二
九
日
の
デ
ク
レ
で
労
働
者
の
団
結
が
認
め

ら
れ
た
が
、
刑
法
の
団
結
権
禁
止
の
規
定
を
廃
止
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
一
八
四
八
年
憲
法
の
一
三
条
で
、
雇
主
と
労
働
者
の
関
係
の
平
等

の
宣
言
が
あ
り
、
両
者
間
の
取
扱
い
の
差
別
を
廃
止
す
る
た
め
に
諸
々
の
提

案
が
な
さ
れ
た
。
一
八
四
九
年
一
一
月
二
七
日
法
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
雇
主
も
労
働
者
も
等
し
く
、
厳
重
に
団
結
を
取
締
る
と
い
う
も

北法15(1・179)179

の
で
あ
っ
た
。

第
一
一
共
和
政
の
下
で
、
一
雇
主
と
労
働
者
の
混
合
、
あ
る
い
は
労
働
者
だ
け

の
結
社
が
い
く
つ
か
で
き
た
。
し
か
し
一
八
五

O
年
三
月
一

O
日
法
は
、
相

互
扶
助
の
結
社
が
純
粋
に
慈
善
の
目
的
に
限
ら
れ
な
い
場
合
に
は
解
散
を
命



料

ず
る
こ
と
に
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
結
社
は
衰
え
た
。
し
か
し
救
助
、
社
会
的

(
2
)
 

予
見
、
労
働
衛
生
の
考
え
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
労
働
者
の
年

資

金
に
関
す
る
法
案
が
、
四
九
年
二
月
に
ワ
ル
デ
ッ
グ
リ
ル
ソ
l
(者
凶
庄
内
会
l

に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
が
否
決
さ
れ
た
。
一
八
五

O
年
六
月
一
八

岡
山
由
ロ

ω凹
自
己
)

日
法
は
退
職
年
金
国
有
金
庫

(C自由
0
2邑
c
g
r
ι
g
F
E止
め
と
を
設
置

し
た
が
、
こ
れ
に
は
加
入
強
制
が
な
く
重
要
性
が
失
わ
れ
た
。
民
法
典
一
七

八
一
条
は
、
労
働
手
帳
と
同
様
に
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
。
奴
隷
に
関
し
て

は
二
八
四
九
年
四
月
三

O
日
法
と
一
八
五
一
年
二
月
一
一
日
法
が
フ
ラ
ン
ス

全
領
土
に
お
け
る
奴
隷
を
廃
止
し
て
、
憲
法
六
条
の
執
行
を
確
立
し
た
。

一
八
四
九
年
三
月
一
五
日
の
選
挙
法
は
、
普
通
選
挙
を
認
め
た
憲
法
二
三

条

1
二
六
条
の
精
神
に
合
致
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
間
も
な
く
、
労
働
者

の
投
票
権
を
奪
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
提
案
者

の
一
人
で
あ
る
テ
ィ
エ
ー
ル
は
、
「
下
品
な
群
衆
」
か
ら
法
を
守
り
、
「
貧
乏

人
」
で
な
く
「
浮
浪
者
」
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ

れ
に
対
し
た
左
翼
は
、
そ
れ
は
憲
法
違
反
で
あ
り
、
そ
の
職
業
に
よ
り
居
住

の
不
定
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
権
利
を
無
視
し
た
も
の
で
、
制

限
選
挙
を
復
活
さ
せ
る
も
の
と
し
て
反
対
し
た
。

結
局
五
月
一
一
一
一
日
に
投
票
さ
れ
、
四
一
一
一
一
一
一
票
対
二
四
一
票
で
成
立
し
た
。

こ
の
法
律
に
よ
る
と
、
同
一
市
町
村
に
三
年
間
の
居
住
を
証
明
で
き
る
者
に

選
挙
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
季
節
労
働
者
は
選
挙
権
を
取
り
上

げ
ら
れ
、
九
五

O
万
の
有
権
者
の
う
ち
約
三

O
O万
人
が
選
挙
権
を
失
つ

(
3
)
 

た
。
こ
の
権
利
の
剥
奪
に
よ
っ
て
労
働
者
の
政
治
的
発
言
力
が
大
き
く
後
退
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す
る
の
で
あ
る
。

大
統
領
の
ル
イ
H
ナ
ポ
レ
オ
ン

一
八
五

(
円
。
戸
2
2
ω
古

o-bcz)

は

年
一
二
月
二
日
に
ク
l

・
デ
タ

l
に
成
功
し
、
第
二
共
和
政
は
短
期
間
の
う

ち
に
崩
接
し
た
。

ω
カ
ピ
タ
ン
・
キ
ュ

l
シ
ュ
、
星
野
・
石
崎
訳
、
前
掲
舎
、
七
六
、
七
七

頁。ω
ピ
丘
四
円
高
W

C
甘
口
了

P

M

M
印
・

ω
野
村
敬
造
、
前
掲
書
、
一
一
ご
頁
。

三
、
ル
イ
H
ナ
ポ
レ
オ
ン

一
九
五
一
年
一
二
月
の
ク
l

・
デ
タ
!
の
後
、
ル
イ
H
ナ
ポ
レ
オ
ン
は

労
働
者
の
歓
心
を
得
る
た
め
に
、
一
八
五
一
年
一
二
月
二
一
日
二
一
一
日
の
人

(
1〉

民
投
票
の
宣
言
の
中
で
労
働
者
に
大
土
木
事
業
に
よ
る
労
働
を
約
束
し
た
。

彼
は
フ
ー
リ
エ
、
サ
γ
H
γ
モ
γ
の
読
者
で
あ
り
、
彼
の
側
近
に
は
サ
ソ
H

ジ
モ
ン
主
義
者
が
多
く
、
彼
自
身
「
馬
上
の
サ
ン
H
γ
モ
ン
」

(
E
F
5
7

ωH50ロ
u
n
y
m
〈
主
)
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ル
イ
H
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
思

想
に
つ
い
て
、
彼
の
労
働
者
階
級
に
対
す
る
同
情
が
単
に
政
治
的
動
機
に
よ

る
手
段
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
輿
味
あ
る
珂
題
で
あ
る
。



一
九
三
二
年
に
発
言
さ
れ
た
彼
の
処
女
作
「
政
治
的
夢
」
(
見

?
E
g
官
民
l

(
4
)
 

E
C
g
)
の
中
で
、
彼
は
既
に
憲
法
を
作
成
し
て
い
た
。
そ
の
「
人
間
と
市
民

の
権
利
宣
言
」

(obn-REoロ
《
宮
口

3
5
含

-dcBBO
巾

門

仏

c
n
p
oヨ
ロ
)

の
中
で
彼
は
労
働
に
つ
い
て
、

一
七
九
一
一
一
年
の
そ

γ
タ
l
ニ
ュ
憲
法
を
承

継
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
い
か
な
る
種
類
の
労
働
・
耕
作
・
商
業
も
市
民
の

産
業
と
し
て
禁
止
で
き
な
い
」
(
一
一
条
)
。
「
公
共
救
済
は
神
聖
な
負
債
で
あ

る
。
社
会
は
不
幸
な
市
民
に
労
働
を
与
え
る
か
、
ま
た
は
労
働
で
き
な
い
者

の
生
存
の
手
段
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
生
活
を
保
障

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ハ
一
二
条
〉
。

亡立

一
八
四
四
年
に
ハ
ム
(
回
日
出
)
牢
獄
か
ら
出
版
さ
れ
た
「
貧
困
の
絶
滅
」

(
F
.
2
5
E
S
E
宮
毛
主
回
50)
は
、
進
歩
的
知
識
人
と
の
文
通
、
空
想
的
社

会
主
義
の
諸
著
作
の
研
究
の
結
果
生
れ
た
も
の
で
、
彼
の
具
体
的
な
社
会
政

策
を
一
示
す
も
の
と
し
て
多
く
の
興
味
あ
る
問
題
を
含
ん
で
い
計
。
そ
の
中
で

彼
は
、
当
時
の
産
業
革
命
か
ら
生
じ
た
深
刻
な
労
働
問
題
を
、
失
業
を
伴
う
労

働
者
の
生
活
状
態
の
悪
化
、
即
ち
、
旧
生
産
体
系
の
破
滅
に
よ
っ
て
惹
起
さ

れ
た
危
機
の
形
で
把
握
し
、
「
自
分
の
腕
以
外
に
何
の
財
産
も
持
っ
て
い
な

い
労
働
者
を
所
有
者
に
転
化
し
、
」
彼
等
に
正
当
な
「
社
会
的
地
位
」
を
与
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
貧
困
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

(

6

)

(

7

)

 

る
。
そ
し
て
一
方
で
は
、
「
無
限
の
恩
恵
を
も
た
ら
す
工
業
」
の
発
展
を
助
長

し
、
他
方
失
業
者
の
た
め
に
農
業
植
民
地
の
建
設
を
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
で

フヲンス憲法における社会権の発展

特
色
の
あ
る
の
は
、
労
働
者
の
軍
隊
的
組
織
と
、
そ
の
運
営
に
つ
い
て
の
国

家
干
渉
の
是
認
で
あ
る
。

こ
の
「
貧
困
の
絶
滅
」
は
当
時
の
知
識
階
級
や
労
働
者
層
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
が
、
し
か
し
労
働
の
組
織
に
関
す
る
こ
の
思
想
は
、
ル
イ
・
プ
ラ
ン

(
8
)
 

の
思
想
と
は
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ル
イ
日
ナ
ポ
レ
オ
ン

は
、
労
資
の
対
立
を
緩
和
し
、
資
本
家
的
経
営
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
補
助

的
手
段
と
し
て
労
働
の
組
織
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
民
衆
の
対
立
は
、
労
働
者
に
生
活
の
安
楽
を
感
じ
さ
せ
る

よ
う
な
強
力
で
秩
序
あ
る
生
産
的
国
家
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
除
し

得
る
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

ω
ロ
E
S
ι
同盟、

8
・
2
7
・
F
H
H
-
w

古品印坦・

仙
W
Z
E
M
P
百四

FOHOア
出

E
oロ
g
L
g
z
b
g
m
o
n
E
2
2
m
g
n
0・
H
H
H
F

]
戸
川

V

印品切回)・
N

印mw
・

仙
川
藤
原
朝
子
「
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
」
(
歴
史
学

研
究
、
一
八
一
号
、
一
九
五
五
年
)
二
頁
で
は
、
ル
イ
日
ナ
ポ
レ
オ
ン
の

思
想
の
評
価
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
、
迄
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
思
想
に
つ
い
て
様
々
な
評
価
が
な
さ

れ
て
い
る
。
と
く
に
政
権
獲
得
前
の
彼
の
進
歩
的
な
意
見
は
、
そ
の
後
の

ク
ー
デ
タ
ー
、
帝
政
宣
言
と
甚
し
く
相
違
す
る
も
の
と
し
て
、
第
二
帝
制

下
の
彼
の
社
会
政
策
の
矛
盾
、
失
敗
と
共
に
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
に
不
信
の
意
を
表
す
も
の
は
、
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ

北法15(1・181)181 



料

ン
は
木
質
的
な
日
和
見
主
義
者
に
す
ぎ
な
い
、
彼
の
進
歩
的
思
想
は
政
権

獲
得
の
た
め
の
単
な
る
手
段
で
あ
る
、
と
断
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

手
厳
し
い
非
難
は
、
当
時
の
共
和
主
義
、
社
会
主
義
の
陣
営
か
ら
も
投
じ

ら
れ
て
い
る
(
ヴ
ィ

F
ト
ル
H
ユ
l
ゴ

l
、
ル
イ
・
プ
ラ

γ
)
。
こ
れ
に

対
し
て
、
弁
護
的
な
立
場
を
と
る
も
の
に
は
、
彼
の
社
会
主
義
へ
の
接
近

は
そ
の
政
治
的
信
条
の
一
側
面
で
あ
っ
て
、
彼
の
行
動
を
も
っ
て
偽
装
、

裏
切
り
と
断
ず
る
の
は
不
当
で
あ
る
。
あ
る
い
は
彼
の
思
想
に
人
間
的
な

善
意
を
認
め
て
第
二
帝
制
の
諸
政
策
の
矛
盾
を
理
想
と
現
実
と
の
相
魁
と

す
る
も
の
、
更
に
積
極
的
に
は
国
家
社
会
主
義
の
立
場
か
ら
、
彼
の
思
想

を
高
く
一
評
価
す
る
も
の
さ
え
見
つ
け
ら
れ
る
よ

ω
r
t
mロ
ク
品

-nF
司
-
M
N
寸
・

ω
藤
原
、
前
掲
論
文
、
二
頁
。

倒
藤
原
、
前
掲
論
文
、
五
頁
。

開
皇
帝
の
側
近
の
大
部
分
を
し
め
て
い
た
サ
ソ
日
シ
モ
ン
主
義
者
に
と

っ
て
生
産
の
無
限
の
発
展
が
す
べ
て
の
者
の
福
祉
を
増
大
し
、
社
会
問
題

を
解
決
さ
せ
る
も
の
で
、
こ
の
た
め
に
信
用
を
発
展
さ
せ
、
鉄
道
を
創
設

し
、
国
家
問
の
関
税
の
障
害
を
廃
止
す
る
の
が
必
要
と
考
え
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る

(
0
2お
自

司

E
含
Fmw
戸。

ω
2
0ロ
仏
何
日
間
》
R
P
N
b
L
E
-
-

H
由
品
川
町
司
匂
・
印
日
)
。

ω
藤
原
、
前
掲
論
文
、
六
頁
。

資

四
、
第
二
帝
政
前
期
と
労
働

フ
ラ
ン
ス
が
近
代
的
な
経
済
活
動
の
諸
要
素
を
構
成
し
た
の
は
第
二
帝
政

〔

1
)

の
下
で
あ
り
、
外
に
対
す
る
栄
光
と
内
に
対
す
る
繁
栄
が
自
由
の
消
滅
の
代

(
2
v
 

償
で
あ
っ
た
。
実
際
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
自
身
経
済
問
題
に
専
心
し
、
自
ら

北法15(1・182)182 

経
済
的
改
革
を
行
な
っ
た
。
鉄
道
の
拡
張
、
大
銀
行
の
創
設
、
土
木
事
業
、

産
業
技
術
の
向
上
に
よ
り
、
フ
ラ

γ
ス
の
資
本
主
義
は
大
き
な
躍
進
を
と
げ

た。
相
互
扶
助
協
会
は
、
労
働
者
の
連
帯
の
し
る
し
で
あ
り
、
労
働
者
の
孤
玄

と
斗
い
大
き
な
希
望
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
五
二
年
三
月
一
一
六
日

に
、
相
互
扶
助
協
会
に
つ
い
て
の
デ
ク
レ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
は
国
家
権
力
の

統
制
下
に
お
か
れ
た
。

第
二
帝
政
は
第
一
帝
政
と
同
じ
よ
う
に
労
働
に
つ
い
て
警
察
的
で
あ
っ

(
3
)
 

た
。
一
八
五
二
年
三
月
一
二
日
に
皇
帝
は
、
サ
ン
H

エ
テ
ィ
ア
ン
ヌ
と
リ
ヨ

γ
に
労
働
審
判
所
(
わ
D
ロ
凶
色
町
号
買
え
・
7
0
ヨ
目
立
を
再
建
し
た
。
一
八
五

三
年
六
月
一
日
法
は
こ
の
労
働
審
判
所
の
構
成
と
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
れ
は
労
働
契
約
に
際
し
て
の
紛
争
を
処
理
す
る
権
限
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
が
、
議
長
お
よ
び
副
議
長
の
選
任
権
は
弓
帝
に
あ
り
、
官
僚
統
制
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。

労
働
手
帳
に
つ
い
て
の
一
八
五
四
年
六
月
二
二
日
法
は
、
こ
れ
を
工
場
労

働
者
と
同
様
に
家
内
労
働
者
に
も
義
務
づ
け
た
o

し
か
し
労
働
手
帳
を
雇
主

の
手
許
で
保
管
す
る
こ
と
な
く
労
働
者
各
人
に
所
持
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
労
働
者
は
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
一
履
主
か
ら
受
け
た
前
借
金
に



よ
っ
て
身
を
縛
ら
れ
た
り
、
新
し
い
一
雇
主
か
ら
不
信
な
限
を
も
っ
て
迎
え

ら
れ
る
怖
れ
が
少
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
こ
の
法
律
の
規
定
は

必
ず
し
も
忠
実
に
遵
守
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
そ
の
後
も
労
働
者
は
雇

ぺ

4
)

主
か
ら
束
縛
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
労
働
者
に
関
す
る
救
済
と
し
て

は
補
助
金
政
策
が
あ
り
、
叉
労
働
者
の
都
市
や
老
廃
者
の
た
め
の
収
容
所
の

建
設
が
企
て
ら
れ
た
。

(4) (3) (2) (1) 
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亡立フラ Y ス憲法における社会権の発展

第
四
節
労
働
者
の
集
団
的
権
利
の
誕
生
(
一
八
六

O
J
一
八
八
四
)

一
、
労
働
運
動
の
発
展

ナ
ポ
レ
オ
ン
一
二
世
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
労
働
者
に
好
意
的
な
措
置
に
も
拘

ら
ず
、
労
働
者
の
生
活
は
非
常
に
苦
し
か
っ
た
。
即
ち
、
失
業
の
機
会
は
増

大
し
、
物
価
の
騰
貴
に
よ
り
労
働
者
の
実
質
賃
銀
は
低
下
し
、
貧
富
の
差
は

(
2
)
 

拡
大
し
た
。

一
八
六

O
年
に
至
っ
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
そ
れ
ま
で
の
保
護
産
業
主
義

か
ら
経
済
的
自
由
主
義
へ
政
策
を
転
換
し
、
経
済
的
自
由
主
義
の
経
済
体
制

に
よ
っ
て
の
み
産
業
を
発
展
さ
せ
、
国
を
繁
栄
で
き
る
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
お
よ
び
産
業
家
の
一
部
の
支
持
を
失
っ
て
か
ら
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
、
権
力
主
義
的
帝
政
か
ら
自
由
主
義
的
帝
政
へ
転
換
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
衆
を
自
己
の
陣
営
に
引
き
つ
け
て
お
こ
う
と
し
た
。

ま
た
労
働
者
の
集
団
的
行
動
も
発
展
し
、
特
に
パ
リ
の
印
刷
工
の
運
動
は

(
4
)
 

活
発
で
あ
り
、
帝
政
の
社
会
政
策
の
発
展
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
一

八
六
二
年
五
月
三

O
日
に
は
、
二
千
四
百
名
の
労
働
者
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ

た
請
願
が
臭
帝
に
出
、
せ
れ
た
。
こ
こ
で
印
刷
工
が
労
働
組
合
会
議
行

E
B

r
H
m
m〕

BLF円
白
]
巾
)

を
も
つ
こ
と
、
お
よ
び
労
資
同
数
か
ら
な
る
委
員
会
で
定

め
ら
れ
た
賃
金
率
が
す
べ
て
の
者
に
強
制
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し

た
。
続
い
て
七
月
一
九
日
、
日
傭
の
印
刷
工
が
争
議
を
起
し
代
表
者
ら
が
何

人
か
逮
捕
さ
れ
た
。
八
月
三

O
日
に
被
疑
者
は
皇
帝
の
命
令
で
仮
釈
放
さ
れ

た
。
判
決
は
一
一
月
五
日
に
上
訴
で
確
定
し
、
皆
有
罪
と
な
っ
た
が
、

月
二
三
日
に
皇
帝
は
彼
ら
を
特
赦
に
し
た
。
こ
の
印
刷
工
の
運
動
は
団
結
禁

止
法
の
改
正
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
事
実
皇
帝
の
特
赦
は
、
労
働
の
自
由
を

侵
さ
な
い
限
度
で
労
働
者
の
団
結
を
暗
黙
に
承
認
し
た
も
の
と
い
え
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
二
一
世
は
、
ま
た
一
八
六
二
年
の
ロ
ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
へ
労

働
者
の
代
表
を
派
遣
し
よ
う
と
計
画
し
た
。
し
か
し
ア
ル
レ
ス
・
デ
ュ
フ

l

ル
(
〉
ユ
合
口
三

2
司
)
や
ト
ラ
ン
(
斗
C
F
E
)
な
ど
の
有
力
な
労
働
運
動
指

導
者
は
、
労
働
者
が
自
主
的
に
派
遣
す
る
こ
と
を
訴
え
て
認
め
ら
れ
た
。
労

働
者
の
一
八
三
名
の
代
表
者
が
、
一
八
六
二
年
七
月
一
九
日
に
ロ
ン
ド
ン
へ

出
発
し
、
同
年
一

O
月
一
五
日
パ
リ
に
帰
っ
て
き
た
。
彼
ら
は
イ
ギ
リ
ス
の
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料

組
合
指
導
者
と
接
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
者
に
大
き
な
教
育
的
効
果
を
も
た

ら
し
た
。
彼
ら
は
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
が
享
有
し
て
い
る
自
由
、
即
ち
、
団

資

結
の
自
由
(
一
F
E
b
ι
m
g住
吉
ロ
)
と
結
社
の
自
由
(
一
F
E
b
ι
ぷ自己口一
1

5
0ロ
)
を
獲
得
す
る
こ
と
を
望
ん
で
帰
国
し
た
。
こ
の
報
告
書
は
労
働
者
の

戸
を
表
明
し
た
木
当
の
「
陳
情
書
」

(
E
E
o日
常

号

-
b
g円
主
と
し
て
現

(
7
)
 

わ
れ
、
労
働
運
動
の
歴
史
に
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
。
こ
の
ロ
ン
ド
ン

へ
の
旅
行
が
団
結
の
自
由
に
つ
い
て
の
一
八
六
四
年
法
の
出
発
点
と
な
り
、

同
時
に
フ
ラ
ン
ス
労
働
者
を
外
国
労
働
者
に
近
づ
け
、
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ヨ
ナ
ル
の
結
成
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ン
(
と
・
∞

-g円
)
お
よ
び
ク
l
タ

γ

(わ

E
己
目
。
の
二
人
の
労
働

者
の
候
補
者
が
立
っ
た
一
八
六
三
一
年
の
総
選
挙
の
後
、
翌
年
の
補
欠
選
挙

(
8〉

で
六

O
人
の
パ
リ
の
労
働
者
が
有
名
な
宣
言
を
発
表
し
た
。
こ
の
「
六

O
人
の

宣
言
」

(
F
P口氏
g
R
L
a
m
a
E
D
R
)
は
二
月
一
七
日
の
「
ロ
ピ
ニ
オ
ン
・
ナ
シ

ヨ
ナ
ル
」
(
一
♂
立
E
Cロ
Z
巳
芯
口
色
。
)

に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
こ
で
労
働
者
の

立
場
を
、
「
普
通
選
挙
は
わ
れ
わ
れ
を
政
治
的
に
成
年
者
に
し
た
が
、
社
会
的

に
解
放
す
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
第
三
階
級
が
あ
れ
ほ
ど

の
熱
意
と
忍
耐
を
も
っ
て
獲
得
で
き
た
自
由
を
、
民
主
的
国
家
で
あ
る
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
す
べ
て
の
市
民
に
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
的
権

利
の
平
等
は
、
必
然
的
に
社
会
的
権
利
の
平
等
を
意
味
す
る
。
L

と
し
更
に
、

団
結
の
自
由
、
出
版
の
自
由
、
集
会
の
自
由
等
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
の
宣
言
は
、
一
七
八
九
年
以
来
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
歴
史
に
お
い
て
、

北法15(1・184)184-

パ
ブ
I
フ
の
「
平
等
宣
言
」
(
一
七
九
六
年
)
、
コ
ン
シ
デ
ラ
ン
の
「
フ
ー
リ
エ

主
義
の
宣
言
」

(
一
八
四
三
年
)
、
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
共

産
党
宣
言
」
(
一
八
四
八
年
)
と
な
ら
ん
で
、
四
つ
の
輝
か
し
い
宣
言
の
一

〈

9
v

つ
と
さ
れ
て
い
る
。
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
宣
言
が
ガ
ン
ベ
ツ
タ

(出

g
ロ
ピ
F
Z
)

の
協
力

(
い
刊
〉

に
よ
り
ト
ラ
ン
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
労
働

(の白
B
Z
2
p
)
お
よ
び
ア
ン
リ
・
ル
フ
ォ
ー
ル

者
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
の
内
容
は
プ
ル

l
ド
ン

の
思
想
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
プ
ル
l
ド
ン
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス

の
労
働
運
動
に
以
後
大
き
な
影
響
を
与
え
た
「
労
働
者
階
級
の
政
治
的
能
力

に
つ
い
て
」
(
口
。

z
n
m宮
巳
芯
旬
。
一
F
E
C
O
仏
宮
口
一
a
m
m印

D
5
5
P
H
g
)
を
書

〈
日
)

い
た
の
で
あ
る
。

川
W

匂】「
mw《
同

ω

一Hm
y
c℃
-nF了
間

)

斗

4
・

ω
平
実
「
ル
ゥ
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
労
働
者
懐
柔
政
策
」
(
経
済
学
雑
誌
、

四
七
巻
、
六
号
)
、
一
九
六
二
年
、
一
一
四
|
二
六
頁
。
柴
田
朝
子
「
第
一
イ

ン
タ
ー
前
後
の
パ
リ
労
働
者
階
級
の
状
態
に
つ
い
て
」
(
史
学
雑
誌
六
八

編
一
二
号
)
、
一
九
五
九
年
、
六
八

l
七
O
頁。

ω

ロc一一
b
g
m
Z
ロ
mrq〈
P
C匂・

2
了
己
・
匂
・
旧
宮
-

ω

U

G一応
g
m
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5
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0℃・
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V
U
M
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・
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m
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F
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F
W
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の
陳
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に
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く
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、
柴
田
、
前
掲
論
文
、
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二
|
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四

頁。ω
こ
の
宣
言
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、

p
o
d
s
O
F
F
-
ω
P宮
口
広
司
D
T
5
5
仕
切
の
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宮
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C
5丘
町
g
(
0
2〈『
2

8
目
立
宮
2
《目。司・
1
』・

HUBEιrcp
ロ
D巳〈巾一一
2

E
E
-
-
H
U
N品
)
の
包
ロ
自
由
に
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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フランス憲法における社会権の発展

二
、
一
八
六
四
年
法
の
制
定

こ
の
よ
う
な
諸
事
件
を
背
景
と
し
て
、
モ
ル
ニ
イ

(
ζ
o百
三
は
皇
帝
に
団

結
を
禁
止
し
て
い
る
刑
法
四
一
四
|
四
二
ハ
条
の
改
正
を
助
言
す
る
に
至
っ

た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
コ
一
世
は
立
法
議
会
の
開
会
の
演
説
の
中
で
そ
の
主
導
権
を

取
っ
た
。
一
八
六
四
年
二
月
一
九
日
の
立
法
議
会
に
、
コ
ル
ニ
ュ

l
デ
(
わ

C
T

E
L
2
)
に
よ
る
理
由
書
と
共
に
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
は
非
常

に
臆
病
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ジ
ュ
ー
ル
・
シ
モ
ン
(
]
三
2
2
2
3
4

を
委

員
長
と
し
、
エ
ミ

l
ル
・
オ
リ
ヴ
ィ
エ
(
何
S
F
O
-一5
2
)
を
報
告
官
と
す

る
委
員
会
が
つ
く
ら
れ
た
。

こ
の
法
案
の
審
議
は
四
月
二
七
日
か
ら
五
月
二
日
に
わ
た
っ
た
。
報
告
官

オ
リ
ヴ
ィ
エ
は
こ
の
法
案
を
認
め
る
べ
き
理
由
と
し
て
二
つ
あ
げ
て
い
る
。

第
一
の
理
由
は
、
個
々
人
に
許
さ
れ
る
こ
と
は
、
団
体
に
も
等
し
く
許
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
個
人
は
労
働
条
件
を
討
議
す
る
権
利

を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
を
提
供
又
は
要
求
す
る
者
の
集
団
が

こ
の
権
利
を
否
定
さ
れ
る
理
由
は
何
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の

理
由
は
、
団
結
の
禁
止
と
公
権
力
の
介
入
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
、
も
し
立

法
者
が
団
結
を
禁
止
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
立
法
者
が
賃
金
の
決
定
に
つ
い
て

当
事
者
に
代
つ
て
な
す
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
、
賃
金
の
決
定
に
公
権
力
が
介
入
す
る
義
務
よ
り
も
、
団
結
の
白

由
の
方
、
が
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
左
右
両
翼
か
ら
の
反
対
が
あ
っ
た
。
右
翼
か
ら
の
反
対

は
、
破
滅
的
な
争
議
の
流
行
を
恐
れ
る
雇
主
の
立
場
と
、
こ
の
社
会
的
自
由

主
義
が
政
治
に
ま
で
広
が
る
こ
と
を
恐
れ
る
専
制
的
帝
国
主
義
者
の
立
場
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
左
翼
か
ら
の
反
対
は
、
一
方
で
は
オ
リ
ヴ
ィ
エ
の
政

府
へ
の
接
近
を
疑
い
、
彼
の
助
言
や
支
持
を
一
一
菜
切
り
と
見
、
他
方
で
は
「
組

合
結
成
権
」

(
e
c
x
去

5
5
5
r
ι
5円
円

由

回

目

o
h
E
5口
)
の
み
が
団
結
の

実
行
を
可
能
に
す
る
が
故
に
そ
の
改
革
を
欺
踊
と
考
え
る
民
主
主
義
者
の
反

対
で
あ
る
。
ま
た
ジ
ュ
ー
ル
・
ブ

7

1
ヴ
ル
(
]
己
虫
司
白
20)
お
よ
び
ジ
L
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料

ー
ル
・
シ
モ
ン
の
よ
う
な
共
和
派
は
、
団
結
の
際
に
生
ず
る
強
迫
、
暴
行
お

資

よ
び
暴
力
行
為
を
罰
す
る
の
は
刑
法
三

O
五
一
一
一
一
一
条
で
十
分
で
あ
る
か

(
2
)
 

ら
、
刑
法
四
一
四
i
四
一
六
条
の
単
純
な
廃
止
を
要
求
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に

対
し
て
大
多
一
数
の
者
は
労
働
の
自
由
を
犯
す
も
の
を
厳
格
に
処
罰
す
べ
き
も

の
と
し
て
反
対
し
た
。
ォ
リ
ヴ
ィ
エ
は
結
論
と
し
て
「
程
度
を
問
わ
な
い
団

結
の
絶
対
的
自
由
、
暴
行
と
詐
欺
の
厳
格
な
禁
止
で
あ
る
。
こ
れ
が
科
学
が

教
え
る
有
機
的
所
与
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
た
こ
の
法
律
が
要
約
す
る
二
つ
の

原
則
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
五
月
二
五
日
に
可
決
さ
れ

た
。
三
六
票
の
反
対
が
あ
っ
た
が
、
オ
リ
ヴ
ィ
エ
と
ダ
リ
モ
ン

(
U
S
E
-ロ)

以
外
の
民
主
主
義
者
の
一
団
は
数
人
の
大
実
業
家
と
共
に
皆
反
対
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
一
八
六
四
年
五
月
二
五
日
法
は
刑
法
四
一
四

|
四
一
六
条
を
改
正
し
た
。
こ
の
改
正
法
に
よ
る
と
、
暴
行
、
実
力
、
脅
迫

叉
は
詐
術
を
行
使
し
、
か
っ
、
賃
金
の
引
上
げ
叉
は
引
下
げ
を
強
制
す
る

か
、
も
し
く
は
産
業
又
は
労
働
の
自
由
を
侵
害
す
る
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ

た
場
合
に
、
六
日
l
三
年
の
体
刑
な
ら
び
に
二
ハ
1

三、

0
0
0
フ
ラ
ン
の

罰
金
、
も
し
く
は
そ
の
一
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
八
六
四
年
法
の
法
的
評
価
に
つ
い
て
は
問
題
が
多
い
。
こ
の
法
を
も
っ

て
「
争
議
権
」

2
3
Z
分
間
円
雪
。
)
の
承
認
と
な
す
も
の
も
多
い
が
、
こ
の

(
4
)
 

法
は
刑
法
上
の
団
結
合
g
z
t
c口
)
の
禁
止
を
撤
廃
し
、
団
結
に
合
法
的
性

格
を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
団
結
の
自
由
」
を
承
認
し
た
も
の
に

〔

5
)

す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
は
一
応
刑
事
上
の
免
責
を
受
け
た
が
、
民

北法15(1・186)186 

事
上
の
免
責
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
「
争
議
権
」
の
承
認
は
一
九
四

ハ
年
の
憲
法
上
の
承
認
に
よ
っ
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
組
合
結
成

権
」
は
後
述
の
一
八
八
四
年
法
ま
で
承
認
さ
れ
ず
、
組
織
な
く
し
て
は
団
結

も
無
力
で
あ
る
こ
と
を
立
法
者
は
無
視
し
て
い
た
。

」
の
法
律
の
制
定
が
あ
く
ま
で
大
革
命
以
来
の
「
個
人
主
義
的
自
由
」
の
原

則
の
枠
の
中
で
、
契
約
の
一
般
的
自
由
を
理
由
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と

は
、
一
八
六
四
年
法
の
性
格
を
考
え
る
上
に
重
要
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
l
こ
の

〔

7
)

の
法
律
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
説
明
は
こ
れ
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
「
一
八

六
四
年
法
は
人
々
が
主
張
す
る
よ
う
に
新
し
い
権
利
、
即
ち
争
議
権
を
認
め

て
い
る
か
。
全
く
違
う
。
立
法
者
は
こ
れ
ま
で
自
由
に
契
約
す
る
権
利
を
認

め
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
八
六
四
年
法
以
前
に
も
以
後
と
同
様
に
こ

れ
は
常
に
存
在
し
て
い
た
。
一
七
九
一
年
法
、
共
和
二
年
法
、
刑
法
典
は
、

こ
れ
に
つ
い
て
重
大
、
か
つ
不
当
な
制
限
を
し
て
い
た
。
一
八
六
四
年
法
は

こ
れ
を
撤
廃
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
の
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
一
八
六
四
年
法
は
、
個
人
的
自
由
の
誤
っ
た
概
念
に
よ
っ
て
、
こ

の
自
由
の
重
大
な
制
限
を
し
て
い
た
立
法
規
定
を
廃
止
し
た
も
の
で
あ
る
が

故
に
重
大
で
あ
る
。
」
更
に
争
議
権
に
つ
い
て
、
「
私
は
時
路
す
る
こ
と
な

く
確
信
を
持
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
権
利
は
存
在
し
て
い
な
く
、
で
き
な
く
、
す

べ
き
で
な
く
、
一
八
六
四
年
の
立
法
者
の
頭
の
中
に
も
決
し
て
存
在
し
て
い



な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
ほ
か
で
も
な
く
存
在
し
て
い
る
も
の
は
、
単

に
契
約
の
自
由
、
即
ち
契
約
し
な
い
自
由
を
含
む
契
約
す
る
自
由
で
あ
る
。
」

こ
の
デ
ュ
ギ
l
の
説
明
に
加
え
て
、
こ
の
立
法
が
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な

思
想
的
傾
向
を
持
つ
ナ
ポ
レ
オ
ン
皇
帝
の
産
業
的
自
由
主
義
政
策
に
基
く
労

働
者
対
策
の
一
環
で
あ
り
、
ま
た
立
法
過
程
に
お
け
る
共
和
派
の
反
対
を
考

え
る
と
、
こ
の
法
律
の
も
つ
限
界
を
理
解
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
立
法
者
の
意
図
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
「
団
結
の

自
由
」
を
認
め
た
こ
と
は
、
大
革
命
の
労
働
の
個
人
主
義
的
自
由
の
原
理
の

侵
害
と
い
え
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
労
働
者
階
級
の
社
会
権
を
発
展
さ
せ

る
集
団
的
な
労
働
者
の
権
利
の
新
し
い
出
発
点
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
憲
法

仁立

上
の
価
値
は
大
き
い
。

フランス憲法における社会権の発展

ω
一
八
八
四
年
法
の
制
定
の
事
情
に
つ
い
て
は
り
色
包
含

2

8・
2
了

FHH・官
-Sω

由
同
町
"
ピ
ヨ
間
口
p
o℃
-
E
F
-
-
M
ω
町
、
日
ω斗・

0
0
-
一合
5

2

ロ
ω
1

7
0〈
P
C同)・円
F?
・叶・一[温

HV-N印4
・
N
印∞・

仙
何
回
O
ロ伊叶
P
H
h
L吋
O
F
H
F
mみ

5
5日
∞
噌
官
・
お
に
よ
る
と
、

Jジュ

ー
ル
・

7

7

1
ヴ
ル
と
ジ
ュ
ー
ル
・
シ
モ
ン
は
こ
の
改
正
に
よ
る
と
禁
止

が
漠
然
と
な
り
一
層
悪
く
な
る
も
の
と
し
て
、
現
行
法
の
方
が
「
惑
い
け

れ
ど
も
明
確
」
な
の
で
ま
だ
ま
し
で
あ
る
と
し
て
改
正
を
激
し
く
反
対
し

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

帥
例
え
ば
、
法
学
協
会
「
註
解
日
本
国
憲
法
上
巻
」
、

一
九
五
二
一
年
、
五

三
三
頁
。

な
お
、
円
里
一
閃

5
・
0
七

-
n
F
℃
-Nω
凶
お
よ
び
石
崎
政
一
郎
「
罷
業
権
の

問
題
フ
ラ
ン
ス
法
を
中
心
と
し
て
|
」
(
法
律
タ
イ
ム
ズ
一
三
巻
五
号
)
、

一
九
四
九
年
、
二
四
頁
で
は
争
議
権
を
認
め
た
と
考
え
る
の
が
フ
ラ
ン
ス

の
多
数
説
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ω
フ
ラ
ン
ス
法
の
団
結

(
g
m
T
E口
)
は
、
同
盟
罷
業
の
前
奉
曲
で
同

盟
罷
業
と
全
く
区
別
す
べ
き
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
一
時
的
性
質
を

有
す
る
点
組
合
と
も
異
る
(
カ
ピ
タ
ン
・
キ
ュ

i
シ
ュ
、
星
野
・
石
崎
訳
、

前
掲
妻
、
六
八
、
六
九
頁
参
照
)
の
で
あ
る

川
W

図
。
忌
5
・
0℃・

2
F
-
H
U
-
H
寸
少
コ
叶
・
ニ

-
F
出戸
}ω
円F
r
L
S
H
円
借

mHBP〈
0

2

E
吋

p
m
F
5
2
d
s
c
o
p
r
w
印
N
・
℃
・
日
立
凹
ロ
-Z-

。-FU三回
出

l門
Um昂
F

Y向
ωロ己
m
-
L
O
L
円DH
門
仏
口
同
HJ白〈
mF
一
O
H
ι
o
-
m凶

ma山口己円
HHA山由。口一岡山一タ一{由印日・司・

2
4
由
印
・
〉
-
H川
D
C
E
円
Z
H
U・同)ロ
g
ロ
L
切り円
D
X
L
C
吋
E
〈丘一・

5
印J
1

・
司
-

ωNHlωNω
・
]
-
何
回
〈
巾
5

2

]
・
ω
白〈巳
5
3

ロ
5
H
門
仏
戸
吋
日
〈
白
F
f
S
印
AY

匂
・
可
。
lH
斗
N
・
ロ
巳
四
戸
H
F
H，E
Z
A
Y
F〈・同
)-H
∞九円四仲間広三
-
V
m
3
r
一回日円
r
b
l

r
g
u
J
H
U
H
b一円一切円山
ω
ロ
HDW
庁官己
r
r
p
H申
ω
ア
百
-
M
印
同
・
戸
山
〈
Hmロク

O
H
V
-
n
-
r

甘

-
N
g
w
N
S
・
宮
島
尚
史
「
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
論
」
一
九
六

O
年
、
一

四
五
頁
。
恒
藤
武
二
「
フ
ラ
ソ
ス
法
に
お
け
る
団
結
と
争
議
L

(

労

働

法

講
座
第
七
巻
上
)
、
一
九
五
九
年
、
一
八
九
四
、
一
八
九
五
頁
。

ω
し
か
し
刑
法
上
に
お
い
て
も
、
漠
然
と
し
た
規
定
で
あ
る
の
で
、
労
働

の
自
由
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
抑
圧
さ
れ
得
た
。

ロロ
m
c
F
、H，EHHAm-
円-〈
w-v-EhHW
同∞日・

』

0
凹
内
向
任
回
日
門
y
b
F
B
Uご
G
℃・

2
了
間
ν
・
M
U
G
-
N
U
-
-
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ギト

、
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ

γ
ョ
ナ
ル

資

一
八
四
八
年
の
革
命
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
は
友
愛
、
人
間
性
の
様

〈

1
)

相
を
現
わ
し
て
い
た
。
こ
の
感
情
の
も
と
に
は
、
確
か
に
、
例
え
ば
サ
ン

H
シ

モ
ン
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
、
そ
し
て
プ
ル
l
ド

γ
に
さ
え
キ
リ
ス
ト
教
思
想

が
存
在
し
て
い
る
。
他
方
労
働
者
階
級
は
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
が

一
八
四
八
年
に
宣
言
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
国
際
的
連
帯
に
引
き
付
け

ら
れ
た
。
最
初
ド
イ
ツ
社
会
主
義
思
想
は
各
国
の
労
働
者
聞
の
国
際
的
接
触

が
な
い
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
に
知
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
八
六
二
年
に
ロ

ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
へ
フ
ラ
ン
ス
労
働
者
の
代
表
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
状
況
が
変
っ
た
。
一
八
六
三
年
七
月
に
、
フ
ラ
ン
ス
代
表
ト
ラ
ン
一
行
は

ロ
ン
ド
ン
の
セ
ン
ト
日
ジ
ェ

l
ム
ズ
・
ホ
ー
ル
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
組
合
指
導

者
と
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
に
つ
い
て
の
会
議
で
、
労
働
者
の
国
際
的
な
組
織

を
つ
く
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
一
八
六
四
年
九
月
に
フ
ラ
ン
ス
代
表
ト
ラ
ン

一
行
三
名
は
、
ロ
ン
ド
ン
へ
行
き
国
際
協
会
の
草
案
を
だ
し
た
。
六
四
年
九

月
二
八
日
セ
ン
ト
H
マ
ル
タ

γ
・
ホ
ー
ル
の
会
合
で
ト
ラ
ン
の
草
案
の
大
綱

が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
亡
命
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス

の
宣
言
が
出
さ
れ
る
国
際
組
織
の
基
礎
が
で
き
た
。
ド
イ
ツ
社
会
主
義
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
労
働
者
の
行
動
が
第
一
イ
ン
タ
ー
の
基
礎
に
な
っ

(
2
)
 

た
の
で
あ
る
。

事
務
局
、
か
ロ
ン
ド

γ
に
で
き
、
ト
ラ
ン
は
パ
リ
の
組
織
を
司
っ
た
。
一
八

六
六
年
九
月
一
一
一
日
|
八
日
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
最
初
の
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。

北法15(1・188)188. 

最
も
現
実
的
な
問
題
が
そ
の
日
程
に
含
ま
れ
た
。
即
ち
、
労
働
時
間
の
制
限

婦
人
、
子
供
の
労
働
、
労
働
組
合
、
相
互
扶
助
協
会
等
で
あ
る
。

第
二
回
大
会
は
一
八
六
七
年
九
月
二
日

l
七
日
、
ロ
ザ
l
ヌ
で
開
か
れ
た
。

セ
l
ザ
ル
・
ド
・
プ
ゥ
プ

(
h
b
m
R

骨

HUmm宮
)
が
出
席
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義

者
の
集
産
主
義
的
傾
向
を
代
表
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ル

l
ド
ン
主
義
者
の

互
助
主
義
(
呂
己
苫
色
白
目
。
)
に
対
抗
し
た
。
彼
は
生
産
手
段
社
会
化
の
第
一

段
階
と
し
て
、
土
地
と
そ
の
労
働
用
具
の
社
会
化
を
提
案
し
た
。
イ
ギ
リ
ス

ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
の
代
表
が
こ
れ
を
支
持
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン

ス
と
イ
タ
リ
ア
の
代
表
は
プ
ル

l
ド
ン
の
遺
説
明
「
所
有
の
理
論
」

(
H，y
b
2ぽ

内
目
。

-ω
司
H
C
H
》
ユ
合
A
m
)

の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
個
人
的
所
有
の
信
本
者
と
し

て
反
対
し
た
。
こ
の
問
題
は
次
の
大
会
に
持
ち
越
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
六
八
年
九
月
六
日
一
七
日
の
ブ
ラ
ッ
セ
ル
の
第
三
回
大
会
で
は
、

二
つ
の
傾
向
の
対
立
が
一
層
激
し
く
な
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
大
き
な
発
展
を
と
げ
、
マ
ル
ク

ス
主
義
が
認
め
ら
れ
始
め
た
。
マ
ル
ク
ス
が
経
済
的
、
政
治
的
社
会
に
投
げ

か
け
た
も
の
は
階
級
闘
争
で
あ
る
。
こ
の
目
的
は
労
働
者
に
尽
き
る
こ
と
な

い
生
活
を
得
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
寸
正
常
な
労
働
日
』
の
決
定
で
あ
る
。

叶
奪
う
べ
か
ら
ざ
る
人
権
』
の
華
麗
な
目
録
の
か
わ
り
に
、
法
律
に
よ
っ
て
制

限
さ
れ
た
労
働
日
の
地
味
な
大
憲
章
が
現
わ
れ
、
そ
れ
は
『
遂
に
、
労
働
者



の
売
渡
し
て
い
る
時
聞
が
い
つ
終
る
か
、
ま
た
、
彼
自
身
に
属
す
る
時
聞
が

い
つ
始
ま
る
か
を
、
明
瞭
に
す
る
。
』
何
と
い
う
大
き
な
変
化
で
あ
ろ
う

か
/
」
第
四
階
級
の
創
造
の
結
果
は
「
労
働
と
土
地
の
社
会
化
」
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
条
件
下
で
は
、
国
家
は
社
会
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
る
。
「
万

国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
よ
団
結
せ
よ
/
」
、
「
階
級
闘
争
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
力
を
与
え
、
労
働
者
は
そ
れ
に
親
近
感
を
持
っ
た
。
自

由
と
友
愛
の
理
想
か
ら
く
る
あ
る
嫌
悪
感
に
も
拘
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
人
も
同

(
4
)
 

様
で
あ
っ
た
。

~ 

ω
ピヨ間口
9

0司・

2
F
w
匂
-

N
品。.

川
W

円
雪
之

m
E
y
o
-
u・
円
一
了
勺
-

M
品。・

ゆ
マ
ル
グ
ス
、
向
坂
逸
郎
訳
「
資
本
論
己
」
(
岩
波
文
庫
〉
、
第
三
位
州
第
八

章
、
二
九

O
頁。

ω
ピヨ
m
F
8・
2
・七
-
N
お・

フランス憲法における社会権の発展

四
、
帝
政
末
期
と
労
働

一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
際
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
博
覧
会
で
行
な

わ
れ
た
労
働
者
代
表
の
先
例
が
再
び
と
ら
れ
勺
一
八
六
六
士
一
月
二
日

デ
ク
レ
は
そ
の
構
成
員
が
労
働
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
労
働
者
の
委
員
会
を

創
っ
た
。
そ
の
役
割
は
諮
問
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
一
一
一
の
職
業
か
ら
一
一
一
一
六

名
の
代
表
者
が
指
名
さ
れ
た
。
し
か
し
い
く
つ
か
の
職
業
で
労
働
者
の
団
体

が
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
政
府
の
目
的
が
労
働
者
を
自
己
の
掌
中
に
入
れ
労
働

者
の
革
命
的
能
力
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
、
権
力
に
近
づ
く

よ
り
も
独
立
の
方
が
良
い
と
い
う
意
識
を
持
つ
た
か
ら
で
あ
れ
口

こ
の
委
員
会
は
六
七
年
七
月
一
一
一
日
か
ら
六
九
年
七
月
一
四
日
ま
で
会
議

を
も
っ
た
。
委
員
会
は
、
労
働
組
合
会
議
の
組
織
、
労
働
審
判
所
の
再
組

織
、
民
法
一
七
八
一
条
の
廃
止
、
労
働
手
帳
の
廃
止
等
を
要
求
し
た
。
こ
れ

が
民
法
一
七
八
一
条
を
廃
止
し
た
一
八
六
八
年
八
月
一
一
日
法
の
直
接
の
起
源

『

4
笠

)

で
あ
る
。
こ
れ
は
階
級
の
特
権
の
廃
止
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
芯
民

帝
政
末
期
で
自
由
主
義
的
傾
向
が
目
立
っ
た
の
は
行
政
手
続
に
お
い
て
で

(
5
)
 

あ
る
。
労
働
手
帳
は
も
は
や
警
察
的
な
処
置
で
な
く
、
ま
た
政
府
は
職
業
団

体
に
寛
容
(
門
(
》
一
角
川

B
R巾
)
を
示
し
た
。
委
員
会
の
報
告
に
対
し
て
、
政
府
は

労
働
組
合
会
議
が
雇
主
の
団
体
と
同
じ
く
寛
容
を
享
受
す
る
旨
を
宜
ベ
た
。

〔

a
o
)

組
合
の
自
由
は
事
実
上
承
認
さ
れ
た
久

次
の
手
紙
は
こ
の
事
情
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

「
労
働
組
合
連
合
(
会
議
)
の
法
的
地
位
に
関
し
て
は
、
そ
れ
は
全
く
単
純

で
あ
る
。

l
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
団
体
は
、
法
の
外
に
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
団
体
は
行
政
的
寛
容
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
。
し
か
し
寛
容
は
、
慣
習

的
な
状
態
と
な
り
、
ま
た
風
習
の
中
に
固
定
し
て
い
る
の
で
、
行
政
当
局
に

と
っ
て
、
再
び
こ
れ
を
打
倒
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
結
社

に
関
す
る
自
然
権
を
主
張
す
る
。
我
々
の
総
会
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
少
く

北法15(1・189)189



米}

と
も
二
四
時
間
前
に
警
視
総
監
に
予
告
す
る
だ
け
で
あ
る
。
警
視
総
監
は
、

資

報
告
を
作
成
す
る
一
人
の
係
官
を
派
遣
す
る
が
、
こ
れ
は
、
我
々
が
発
言
す

る
こ
と
、
我
々
が
い
い
た
い
こ
と
を
何
で
も
い
う
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
い
。

我
々
の
集
会
は
、
公
的
で
も
な
け
れ
ば
怠
的
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
特

殊
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
望
む
な
ら
、
す
べ
て
の
者
に
門
は
開
か

れ
、
望
ま
な
い
な
ら
、
外
部
の
者
に
門
は
閉
ざ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は

我
々
に
関
す
る
こ
と
な
の
だ
。
」
(
ヴ
ア
ラ
ン
の
ア
ル
ベ
ー
ル
・
リ
ジ
ャ
!
ル

(

7

M

 

に
対
す
る
一
八
七

O
年
一
月
二
六
日
付
の
手
紙
)

労
働
組
合
会
議
の
統
合
の
動
き
、
か
強
ま
り

一
八
六
九
年
の
終
り
に
、
労

働
者
協
会
連
合
会
議
へ

n
E
E
r詰
h
b
L
b

正
午
2
ω
♀
念
公

2
2
F
H
E〉
が
ま

ず
パ
リ
に
つ
く
ら
れ
た
。
つ
い
で
フ
ラ
ン
ス
全
国
に
お
い
て
、
地
方
連
合
お

よ
び
労
働
組
合
協
会
お
よ
び
会
議
が
つ
く
ら
れ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
に
戦
争

が
迫
ま
り
、
経
済
的
危
機
に
襲
わ
れ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
が
増
加
し
た
。

」
の
よ
う
に
し
て
帝
政
末
期
の
立
法
、
行
政
は
労
働
者
階
級
に
か
な
り
の

考
慮
を
払
い
、
第
三
共
和
政
出
現
の
数
年
後
に
展
開
す
る
社
会
立
法
の
前
兆

(
8
)
 

に
な
る
社
会
精
神
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
た
。

(的 (2)は)

り
え
一
合
2

2
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ク
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門
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官
・
門
戸
円
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唱
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N
A
H
ω
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ロ戸
E
ロ
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凶
え
〈
F
5
0
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2
T
F
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2
・

r
i
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ク
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匂
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M
主
w
N
8・
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掲
書
、
八
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ロ
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E
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-
n』門
J
7
H
M
w

℃・印品由・
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五
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ

l
ン

一
八
七

O
年
九
月
四
日
に
共
和
国
が
宣
言
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
パ

リ
包
囲
の
五
ヶ
月
と
侵
入
は
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
を
全
く
混
乱
に
陥
し
入
れ
た
。

ボ
ル
ド
ー
に
集
ま
っ
た
国
民
議
会
は
平
和
を
望
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
「
徹
底

的
戦
い
か
、
和
平
か
」
の
綱
領
で
選
出
さ
れ
た
地
方
の
保
守
的
議
会
で
あ
り

国
民
の
大
多
数
は
和
平
に
投
票
し
勺

パ
リ
の
労
働
者
は
屈
辱
的
な
講
和
に
よ
り
、
七
一
年
二
月
よ
り
国
民
軍
を

中
心
に
結
束
を
固
め
た
。
三
一
月
一
八
日
、
政
府
軍
の
攻
撃
開
始
に
答
え
て
蜂

起
し
、
中
央
委
員
、
が
パ
リ
の
実
権
を
握
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
パ
リ
・
コ

ミ
ュ
l
ン
が
生
れ
た
。
一
二
月
二
六
日
に
コ
ミ
ュ
l
ン
の
選
挙
が
行
な
わ
れ

た
。
こ
の
結
果
労
働
者
の
代
表
は
二
五
名
で
、
そ
の
う
ち
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
派
は
二
二
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
首
都
の
政
府
が
組
織
さ

れ
に
。
ヲ
ミ
ュ

l
y
は
通
常
の
近
代
国
家
に
課
せ
ら
れ
た
機
能
を
果
す
よ

う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
労
働
者
の
問
題
に
力
強
く
接
近
し
、



こ
れ
を
社
会
主
義
と
平
等
主
義
的
組
織
の
精
神
を
も
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

社
会
政
策
の
公
式
機
関
と
し
て
、
労
働
・
産
業
・
貯
蓄
委
員
会
が
三
月
二

八
日
に
守
ミ
ュ

l
y
に
設
置
さ
れ
、
四
月
二
一
日
に
再
組
織
さ
れ
た
。
委
員

諸会
原は
理
会，一「

量差
伝聞
と

す
τ 賃
己金
v と
工を
き歪
日 宍ヨド

ι化
t t 
L ::;:. 
ザー 方

よさ
ち5を
探コ
、求
L し
-， 
ン社
の会
諸主
原義
理的

が
明
確
に
定
式
化
さ
れ
て
な
く
、
ゴ
ミ
ュ

l
γ

の
不
統
-
が
委
員
会
に
も
再

現
し
た
。
そ
の
中
で
労
働
者
の
要
求
の
具
体
的
解
決
を
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

り

労
働
者
に
対
す
る
社
会
政
策
の
立
法
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ

(
4
)
 

と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
四
月
一
六
日
の
デ
ク
レ
は
工
場
主
が
放
棄
し
た

工
場
の
徴
発
を
宣
言
し
た
。
四
月
二

O
日
に
は
執
行
委
員
会
は
製
パ
ン
所
の

フランス憲法における社会権の発展

夜
業
を
禁
止
し
、
ま
た
そ
れ
ま
で
私
企
業
に
独
占
的
に
経
営
さ
れ
て
い
た
職

業
紹
介
所
を
廃
止
し
、
そ
れ
を
区
役
所
に
移
す
こ
と
を
命
令
し
た
。
四
月
二

七
日
デ
ク
レ
は
賃
金
に
つ
い
て
罰
金
と
控
除
を
禁
止
し
た
。
五
月
一
一
一
日
に
は

労
働
時
聞
が
一

0
時
間
と
定
め
ら
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ヱ
ル
サ
イ
ユ
軍
に
対
す
る
戦
闘
が
四
月
二
日
に
開
始

さ
れ
、
「
血
の
週
間
」
を
経
て
五
月
二
八
日
に
コ
ミ
ュ
l
ン
は
姿
を
消
し
た
。

指
導
者
の
過
誤
お
よ
び
弱
体
に
よ
り
、
あ
る
い
は
内
部
的
不
統
一
に
よ
り
僅

か
七
三
日
間
を
も
っ
て
倒
れ
た
と
い
え
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ

l
ン
は
、
一
フ
ラ
ン

A
6〕

ス
の
土
壌
の
上
に
共
和
国
の
礎
石
を
お
い
た
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
有
産

階
級
と
無
産
階
級
と
の
分
裂
の
最
も
重
要
な
点
と
非
劇
的
歴
史
を
示
し
た
」

も
の
で
あ
る
。

ω
c
z
mロ
po司・

2
4
℃
-

N
白・

ω
プ
ル
ジ
ャ
ン
、
上
村
正
訳
「
パ
リ
・
コ
ミ
ュ

i

ン」

(

p

f

ジ
ュ
文

庫
)
、
一
九
六
一
年
、
六
九
頁
(
の

gお
何

回

E
H
m
F
Cわ
O
B
E
5
0・
呂
田
)
。

ω
プ
ル
ジ
ャ
ン
、
上
村
訳
、
前
掲
書
、
七
六
頁
。

ω
こ
の
よ
う
な
立
法
の
正
文
の
訳
は
、
マ
ル
ク
ス
、
木
下
半
治
訳
「
ブ
一
フ

ン
ス
の
内
乱
」
(
岩
波
文
庫
)
(
一
九
五
二
年
)
の
付
録
「
パ
リ
・
コ
ミ
ユ

1

ン
資
料
文
書
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

仙

明

日

ω
-
F
c
c
E
u
C
古
巳
了
間
)
-
N
N
∞-

川
開
口
。
=
E
5
2
0
0
7
0耳
wcu・

2
二
-
F
℃・

ω0
・
こ
こ
で
、
ド
レ
ア

γ

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
史
を
、
①
一
八
七
一
年
以
前
②
一
八
七
一
一
九

一
九
年
③
一
九
一
九
年
以
後
の
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
お
り
、
一
八
七
一

年
を
最
初
の
分
岐
点
と
し
て
選
ん
だ
理
由
を
二
つ
あ
げ
て
い
る
。
一
つ
は

労
働
者
の
心
理
、
運
動
お
よ
び
権
利
の
条
件
自
身
、
が
一
九
世
紀
の
三
分
の

二
期
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
全
体

の
第
一
一
帝
政
下
の
経
済
的
発
展
お
よ
び
心
理
的
発
展
に
よ
り
階
級
分
裂
が

生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
(
毛
・
己
了
間
)
-
M
由、

ω。)。

な
お
、
マ
ル
ク
ス
は
パ
リ
・
コ
ミ
ュ

1
ン
を
、
「
労
働
者
の
パ
リ
は
、
そ

の
コ
ミ
ュ

l

ン
と
と
も
に
、
新
社
会
の
光
栄
あ
る
先
駆
者
と
し
て
、
永
久

に
讃
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
殉
教
者
は
、
労
働
階
級
の
偉
大
な
胸
の
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来十

う
ち
に
祭
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
絶
滅
者
ど
も
を
、
歴
史
は
す
で
に
、

そ
の
僧
侶
の
あ
ら
ゆ
る
祈
り
も
こ
れ
ら
を
救
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ

の
、
あ
の
、
氷
久
の
晒
し
台
に
釘
づ
け
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
L

(

マ

ル
グ
ス
、
木
下
訳
、
前
掲
書
一
四
四
頁
)
と
評
価
す
る
の
に
対
し
て
、

フ
ル
ジ
ヤ
ン
は
、
「
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
文
章
の
な
か
に
、
す
で
に
コ
ミ
ュ

l

γ
の
神
話
が
感
得
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
神
話
は
発
展
し
て
ゆ
く
。
そ
れ

は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
政
府
、
労
働
者
階
級
が
創
設
し
よ
う
と
し
、
ま
た

創
設
す
る
で
あ
ろ
う
政
府
の
雛
型
に
し
て
端
初
と
し
て
の
コ
ミ
ュ

l

ン
の

神
話
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
(
プ
ル
ジ
ヤ
ソ
、
上
村
訳
、
前
掲
書
一
五
一
頁
)

と
し
て
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

資

六
、
第
三
共
和
政
憲
法
と
そ
の
初
期
の
立
法

パ
リ
・
コ
ミ
ュ

l
ン
の
時
か
ら
、
国
民
議
会
政
府
は
す
べ
て
の
社
会
的
運
動

に
敵
対
し
て
お
り
、
王
政
復
古
お
よ
び
七
月
王
政
以
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
保

守
主
義
を
示
し
て
い
た
。
テ
ィ
エ
ー
ル
は
第
三
共
和
政
と
立
憲
君
主
政
を
結

び
つ
け
よ
う
と
し
た
。
議
会
の
議
員
も
立
窓
君
主
政
と
共
和
政
の
聞
を
変
動

し
た
が
、
い
つ
も
妥
協
に
よ
る
解
決
が
は
か
ら
れ
、
議
会
制
度
が
信
奉
さ
れ

た
。
彼
等
の
モ
ッ
ト
ー
は
秩
序
で
あ
っ
た
。
臨
時
政
府
を
組
織
す
る
憲
法
で

あ
る
、
「
執
行
権
首
長
に
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
大
統
領
の
称
号
を
与
え
る
一
八

七
一
年
八
月
三
二
日
法
」
で
既
に
将
来
の
憲
法
を
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
経

済
的
、
社
会
的
な
考
慮
も
、
権
利
の
宣
言
も
な
い
政
治
的
手
続
の
憲
法
で
あ

(
2
)
 

る
。
一
八
七
一
年
法
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
国
民

北法15(1・192)192 

議
会
は
:
:
:
国
家
の
最
終
的
な
制
度
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
、
労
働
の
必
要
、

商
業
の
利
益
、
産
業
の
発
展
に
対
し
て
、
我
々
の
制
度
が
す
べ
て
の
者
の
面

前
で
、
た
と
え
そ
の
安
定
が
時
代
の
産
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
少
く
と
も

意
思
の
一
致
と
党
派
の
落
着
を
保
障
し
う
る
安
定
性
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を

考
え
て
:
・
」
と
。
こ
れ
は
労
働
の
産
業
・
商
業
の
自
由
、
即
ち
、
プ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
l
の
自
由
の
み
を
問
題
に
す
る
も
の
で
、
逆
コ
ー
ス
的
な
も
の
で
あ
っ

た。
ま
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
議
会
は
労
働
者
階
級
を
非
常
に
恐
れ
、
「
一
八
七
二
年

一
一
一
月
一
四
日
に
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
へ
加
入
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
律

を
制
定
し
た
。
主
な
舎
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
、
当
時
労
働
者
の
団
体
が

い
か
に
恐
ろ
し
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
が
明
ら
か
で
あ
る
。

「
い
か
な
る
名
称
に
お
い
て
も
特
に
イ

γ
タ
l
ナ
シ
ョ
ナ
ル
(
〉
回
目
2
5
2
0ロ

百円。

3
2
0
E
F
ι
2
5
5
H
Z
2
2
)
の
名
称
に
お
い
て
、
労
働
の
停
止
、
所
有

権
、
家
族
、
祖
国
、
宗
教
又
は
自
由
な
礼
拝
の
廃
止
の
煽
動
を
目
的
と
す
る

国
際
的
結
社
は
す
べ
て
、
フ
ラ
ン
ス
領
土
に
お
け
る
そ
の
存
在
お
よ
び
支
部

の
存
在
と
い
う
事
実
だ
け
に
よ
っ
て
、
公
共
の
平
和
に
対
す
る
侵
害
を
権
成

す
る
も
の
で
あ
る
。
」
(
一
条
)

「
本
法
の
公
布
後
に
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
も
し
く
は
こ
れ
と
同
一
の

教
義
を
唱
え
、
か
っ
同
一
の
目
的
を
有
す
る
他
の
一
切
の
結
社
に
加
入
し
、



も
し
く
は
加
入
者
と
し
て
行
動
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
は
す
べ
て
、
三
ヶ
月
な
い

し
二
年
の
禁
固
お
よ
び
五

O
な
い
し
て

0
0
0
フ
ラ
ン
の
罰
金
に
処
せ
ら

れ
る
。
そ
の
者
は
別
に
、
最
低
五
年
、
最
高
一

O
年
の
問
、
刑
法
四
二
条
に

定
め
ら
れ
た
公
民
権
、
市
民
権
お
よ
び
家
族
の
権
利
一
切
を
剥
奪
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
加
入
し
、
も
し
く
は
加
入
者
と
し
て
の
行

為
を
し
た
外
国
人
は
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
刑
罰
を
受
け
る
も

の
と
す
る
。
」
(
二
条
)

国
民
議
会
は
労
働
者
の
集
団
行
為
に
敵
意
を
も
ち
、
ま
さ
に
集
団
行
動
を

予
防
す
る
見
地
か
ら
労
働
者
の
自
由
と
権
利
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
。
一
八

七
一
年
三
月
一
四
日
法
は
イ
ン
タ
ー
加
入
の
弾
圧
と
同
時
に
、
労
働
に
つ
い

同

て
調
査
す
る
委
員
会
を
創
っ
た
。
委
員
会
は
報
告
を
だ
し
た
が
反
応
が
な
か

フラ γス憲法における社会権の発展

つ
ム
た
。一

八
七
四
年
三
月
二
九
日
法
は
、

一
一
一
才
以
下
の
年
少
者
の
工
場
で
の
労

働
を
、
特
定
の
場
合
一
日
六
時
間
を
超
え
な
い
限
度
を
除
い
て
禁
止
し
一
六

才
以
下
の
少
年
お
よ
び
二

O
才
以
下
の
女
子
の
労
働
時
聞
を
一
二
時
間
に
制

限
し
た
。
更
に
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
労
働
監
督
官
の
制
度
が
初
め
て
つ
く

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
公
権
力
の
組
織
に
関
す
る

(
S
E
t
s
p
F吋岡山口拐同
1

5
口弘
g
H
U
E
S
-
a
宮
rrg)
二
月
二
五
日
法
」
、
「
元
老
院
の
組
織
に
関
す
る

(
邑
呂
志
土
ぷ
調
印
E
E
C
S
E
m
b口
三
)
二
月
二
四
日
法
」
、
「
公
権
力
の
関

係
に
つ
い
て
の
す
R
-
2
2宅
C
円円
M

ハ

ymHUO戸
〈
D

官

官
rrg)
七
月
一
六
日

法
」
に
よ
っ
て
、
一
八
七
五
年
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
純
粋
に
政
治

的
手
続
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
の
憲
法
の
上
に
第
三
共
和
政
が
一
九
四

O
年

ま
で
安
定
し
て
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
労
働
に
つ
い
て
は
政
治
的
、
社
会
的
、

経
済
的
慣
行
に
ま
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(4) (3) (2) (1) 

円

ω〈
』
間
口
0
・
0
司
・
円
】
円
-
w

古・

N
仏
印
・

ロ
ロ
四

E

F

Y向
。
ロ
ロ
昂
了
∞
空
白
ロ
日
仏

2
p
m
吋一一2
0℃・

E
F
-
-》・

8斗・

何
百
cmH
一mbロ
b
E
}
L
g
-
o目
立

L
2
R
a
R♂
印

R
q・
5
斗

N
.
日

ν
-
5
H
・

円
∞
〈
】
伯

=
m
w
C司
・
円
同
?
"
日
v
-
N品

a-

第
五
節

第
三
共
和
政
の
下
に
お
け
る
社
会
権
の
発
展

一
、
一
八
八
四
年
三
月
二
一
日
法
の
制
定

組
合
結
成
権
の
承
認
は
共
和
政
党
の
権
力
へ
の
接
近
と
、
一
方
で
は
社

会
主
義
者
の
側
、
他
方
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
か
ら
の
職
業
的
従
業
員
の

団
結
す
る
自
由
を
要
求
す
る
社
会
的
圧
力
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
た
。

一
八
七
六
年
七
月
四
日
、
ロ
ッ
ク
ロ
ワ
(
円
2
r
H
O可
)
は
国
民
議
会
で
労

働
組
合
会
議
の
法
的
承
認
を
要
求
し
た
法
律
を
提
案
し
た
。
こ
れ
が

組
合
に
つ
い
て
の
立
法
の
起
源
で
あ
る
。
一
八
七
六
年
一

O
月
二
日
に
関

か
れ
た
バ
リ
の
労
働
者
の
大
会
は
こ
の
法
案
に
反
対
し
た
。
と
い
う
の
は

こ
の
法
案
の
五
条
に
は
組
合
の
構
成
員
の
名
前
と
住
所
を
表
示
す
る
義
務

が
あ
り
、
こ
れ
は
労
働
組
合
の
構
成
員
を
警
察
の
監
視
の
下
に
お
く
も
の

で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
帝
政
の
行
政
的
寛
容
に
比

北法15(1・193)193 
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べ
て
後
退
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
よ
八
八

O
年
一
一
月
一
一
一
日
に

ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
(
]
乙
g
p
q可
)
内
閣
は
法
案
を
提
出
し
た
。
こ
の

資

法
案
の
提
案
理
由
と
し
て
、
カ
ゾ
l
(
C
N♀
)
は
、
「
危
険
な
し
に
一
つ
の
職

業
の
構
成
員
の
職
業
的
利
害
を
検
討
し
、
防
衛
す
る
た
め
に
、
自
由
で
永
続

的
な
結
社
を
組
織
で
き
る
こ
と
が
経
験
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
我

-4

は
不
規
則
な
状
態
を
規
律
し
、
今
日
も
は
や
存
在
理
由
を
持
た
な
い
法
的

禁
止
を
な
く
し
た
方
が
良
い
と
考
え
て
い
る
。
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
議

会
の
報
告
官
に
は
ア
ラ
ン
・
タ
ル
ジ
エ
(
〉
F
5
H，
Rmb)
が
な
り
、
八
一
年

三
月
一
五
日
に
報
告
し
た
。
彼
の
報
告
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
一
五
、
。

0
0名
の
構
成
員
を
も
っ
た
一
三
八
の
一
雇
一
主
の
結
社
と
、
五

O
Oの
労
働
組

合
会
議
が
あ
る
。
労
働
組
合
会
議
の
組
合
員
は
、

一
O
年
前
の
一
八
七

O
年

に
は
二
四
五
、

0
0
0名
だ
っ
た
の
が
現
在
は
六

O
、
0
0
0名
し
か
い
な

ぃ
。
ア
ラ
ン
・
タ
ル
ジ
ェ
は
刑
法
四
一
四
条
お
よ
び
四
二
ハ
条
の
廃
止
を
結

論
と
し
て
だ
し
、
こ
れ
を
結
社
の
自
由
の
原
則
に
基
い
て
正
当
化
し
た
。

刑
法
四
二
ハ
条
の
廃
止
に
つ
い
て
は
反
対
が
強
く
、
代
議
院
令
官
ヨ

rz)

と
元
老
院
(
窓
口
三
)
で
は
長
い
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
組
合
に
つ
い

て
の
法
律
は
、
職
業
上
の
結
社
の
た
め
に
特
権
を
与
え
る
も
の
と
し
て
反
対

さ
れ
た
。
事
実
、
結
社
に
つ
い
て
の
一
般
法
は
、
一
八
八
四
年
法
の
一
七
年

後
、
一
九

O
一
年
法
に
よ
り
初
め
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ル
ベ
ー
ル
・

ド
・
マ
ン

(
E
E二
。

ζ
Lマ
は
、
個
人
的
利
益
で
な
く
義
務
を
奨
励
す

る
組
合
を
組
織
す
る
た
め
の
修
正
案
を
だ
し
た
。
「
人
間
を
争
い
に
よ
ら
ず

し
て
結
び
つ
け
る
人
間
の
組
織
」
・
:
「
同
じ
工
場
あ
る
い
は
類
似
の
工
場
の

一
雇
一
主
と
労
働
者
を
集
め
た
混
合
職
業
組
合
が
、
贈
与
、
遺
贈
を
受
け
、
労
働

者
の
住
宅
を
建
設
す
る
た
め
の
不
動
産
、
お
よ
び
病
人
、
身
体
障
害
者
の
家

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
己
も
の
で
あ
る
。
こ
の
修
正
案
は
、
原
案
で
も

混
合
組
合
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
退
け
ら
れ
た
。

代
議
院
と
元
老
院
の
抵
抗
を
排
除
し
た
の
は
、
元
老
院
の
報
告
官
ト
ラ
ン

お
よ
び
と
り
わ
け
内
務
大
臣
の
ワ
ル
デ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
で
あ
る
。
ワ
ル
デ
ツ

グ
-
ル
ソ
l
は
、
当
代
の
代
表
的
な
明
快
か
っ
不
屈
の
人
物
で
、
政
治
お
よ

び
経
済
の
両
面
に
わ
た
る
自
由
主
義
的
共
和
主
義
者
で
あ
っ
た
。
「
我
々
は
自

由
を
選
択
し
、
自
由
を
信
頼
す
る
」
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。
彼
は
職
業
的
結

社
に
公
的
性
格
を
与
え
る
こ
と
な
ど
は
問
題
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
が

ワ
ル
デ
ッ
ク
・
ル
ソ
!
の
法
案
に
対
す
る
根
本
的
思
想
で
あ
る
。

議
会
は
結
局
、
四
五
一
票
対
六
一
一
果
で
、
刑
法
四
一
六
条
を
廃
止
し
た
。
投

票
さ
れ
た
の
は
三
月
一
一
二
日
で

一
八
八
四
年
三
月
二
一
日
法
と
な
っ
た
。

な
お
、
四
一
四
条
お
よ
び
四
一
五
条
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

(1) 

ロミ
ωロ
《
山
内
門
ぐ
ユ
5
0℃・

nF
了
己
門
戸
同

V-2-

な
お
、
同
じ
組
合
結
成
権
承
認
の
要
求
と
い
っ
て
も
、
カ
ト
リ
ッ

F
側

は
、
事
実
上
一
雇
主
が
俺
位
に
た
つ
階
層
的
性
格
を
も
っ
た
、
労
資
混
合
組
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tコ

合
の
協
同
体
的
組
織
を
考
え
て
い
た
し
、
労
働
者
側
は
職
業
の
全
労
働
者

を
代
表
す
る
義
務
的
性
格
を
も
っ
た
純
粋
な
労
働
組
合
を
考
え
て
い
た

(
ロ
ロ
包
ロ
ハ
山
内
同
〈
戸
2
・。官
-
n
v
f
同-
H
H
F
M
U

・
mN
・)。

ω
以
下
、
円
虫
記
ロ
p
o同
y
n
F
同

y
E
4
I
N
S
-
U
G
-
-
S
5
2
0
m
y
s
p

O
M
M
-
C
H
・-
F
H
U
匂
-
回
日
mvllω

出
向
山
・
に
よ
る
。

ゆ
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
は
、
「
血
の
週
間
」
の
さ
な
か
に
軍
隊
の

一
士
官
と
し
て
人
間
の
貧
困
に
関
し
て
、
彼
自
身
の
属
し
て
い
る
社
会
階

級
の
も
ろ
も
ろ
の
責
任
を
理
解
し
、
や
が
て
偉
大
な
国
会
議
員
と
な
り
、

そ
の
思
想
は
社
会
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い

る
〔
プ
ル
ジ
ヤ
ソ
、
石
上
訳
、
前
掲
書
一
四
五
頁
)
。

彼
は
ラ
・
ト
ウ
ー
ル
・
デ
ュ
パ
ン
(
戸
ω

吋
C
日
仏
戸
出
口
)
と
共
に
カ
ト
リ

ッ
ク
団
体
を
率
い
て
、
組
合
法
の
制
定
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
(
カ
ピ
タ

ン
・
キ
ュ

l

シ
ュ
、
星
野
・
石
崎
訳
、
前
掲
書
一
四
五
頁
〉
0

フランス憲法における社会権の発展

二
、
一
八
八
四
年
三
月
一
一
一
日
法
の
憲
法
上
の
意
義
組
合
結
成
権
の
承
認

一
八
八
四
年
法
は
同
じ
職
業
あ
る
い
は
関
連
あ
る
職
業
の
構
成
員
が
経
済

的
な
職
業
上
の
利
益
を
守
る
目
的
を
持
つ
と
い
う
条
件
で
、
自
由
に
組
合
を

組
織
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
こ
こ
で
政
治
的
な
も
の
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

職
業
組
合
は
、
雇
主
た
る
と
、
労
働
者
た
る
と
叉
両
者
の
混
合
た
る
と
を
問

わ
ず
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
組
合
は
法
人
格
を
付
与
さ
れ
、
加
入
を
強
制
さ

れ
な
い
任
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ル
・
ジ
ャ
プ
リ
エ
法
お
よ
び
刑
法
四
一

六
条
は
廃
止
さ
れ
、
刑
法
二
九
二
条
l
二
九
四
条
の
結
社
の
制
限
規
定
は
職

業
組
合
へ
の
適
用
を
排
除
さ
れ
た
。

一
八
八
四
年
法
は
、
ポ
ー
ル
・
ピ
ッ
ク
の
表
現
に
よ
る
と
、
「
職
業
上
の
結

社
の
基
本
的
憲
章
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
地
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
は

第
三
共
和
政
の
社
会
的
憲
法
の
基
礎
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と

~ì 

一
八
八
四
年
法
が
一
七
九
一
年
か
ら
一
八
八
四
年
ま
で
の
社
会
的
憲
法

の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
憲
法
的
性
格
を
否
定
で
き
な
い
ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法

を
廃
止
し
た
こ
と
で
あ
勺

デ
ュ
ギ
l
は
、
一
八
六
四
年
法
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
法
律
を
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。
ご
八
八
四
年
法
は
本
質
的
に
自
由
の
法
律
で
あ
る
。
そ
れ

は
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
の
思
想
に
ま
さ
に
合
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
雇
主

の
権
利
と
労
働
者
の
権
利
を
、
組
合
員
の
権
利
と
非
組
合
員
の
権
利
を
等
し

く
尊
重
し
て
い
る
。
組
合
は
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
義
務
的
で
な
い
が
、

し
か
し
組
合
は
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
、
労
働
者
と
同
様
雇
主
に
も
、
同
じ

〔

円

O
J
V

条
件
で
同
じ
効
果
を
も
っ
て
許
さ
れ
て
い
る
己

確
か
に
、
各
人
は
自
己
の
選
択
に
よ
り
、
組
合
に
加
わ
る
こ
と
も
加
わ
ら

な
い
こ
と
も
で
き
、
ま
た
何
時
で
も
脱
退
で
き
る
(
同
法
七
条
〕
か
ら
、
そ

(
4〕

の
点
で
は
自
由
で
あ
り
、
広
的
な
結
社
に
過
、
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
は
大
革
命
時
代
の
多
く
の
人
闘
が
要
求
し
た
個
人
主
義
的
自
由
で
は
も
は

や
な
い
。
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ま
ず
、
こ
の
法
は
労
働
者
階
級
の
た
め
に
特
権
を
与
え
た
法
律
で
あ
る
σ
結



料

社
の
禁
止
は
労
働
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

市
民
は
依
然
と
し
て
刑
法
に
服
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
任
意
の
加
入
、

資

脱
退
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
集
団
行
動
の
数
の
力
と
い
う
事
実
に

対
し
て
、
個
人
は
孤
立
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。
刑
法
四
二
ハ
条
の
廃
止
は
、

ス
ト
ラ
イ
キ
に
も
拘
ら
ず
働
く
こ
と
を
望
み
、
こ
の
た
め
雇
主
あ
る
い
は
労

働
者
側
か
ら
、
追
放
、
罰
金
等
の
対
象
と
な
る
孤
立
し
た
労
働
者
に
対
す

(
6
}
 

る
一
切
の
保
護
を
取
り
除
く
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
点
で
、

一
八
八
四

年
法
は
立
法
者
の
意
図
が
ど
う
あ
れ
、
パ
ル
テ
ル
ミ

l
の
い
う
よ
う
に
、

八
六
四
年
法
に
続
い
て
、
革
命
の
伝
統
た
る
個
人
主
義
に
対
す
る
第
二
の
侵

害
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

)
の
よ
う
に
し
て
、
労
働
に
つ
い
て
個
人
主
義
的
自
由
の
体
制
か
ら
、
個

人
主
義
的
自
由
と
集
団
的
権
利
の
混
合
体
制
へ
変
化
し
た
。
こ
の
傾
向
は
労

働
組
合
の
連
合
に
よ
り
更
に
強
ま
る
の
で
あ
る
。

ω
ポ
ー
ル
・
ピ
ッ
ク
、
協
調
会
訳
「
労
働
法
上
巻
」
、
一
九
三
二
年
、
三

五
回
頁
(
司
自
一
百
円
、
、
H
，
S
H円
b
b一b
g
g
g
R
m
仏

σ
-
b
m
E
F
Z
Cロ
5
L戸
田
l

Eo一-?円、ぬめ

-
2
2
2宮
♂
由
主
-
f
g
ω
H
・)
0

削
山
門
戸
mw
〈
仲
間
口

p
c日以
・

2
7・
℃
-

N日
M
-

ω
ロロ
m
E
F
吋，

E
芯

L
・〈ゐ
-
-
3
・

ω
〉
・
何

ω
E
E
F
肘

-
b
E
S
H
P
U
S
F
E
E
Z
E
-
oロ
ロ
乙
片
山
口
色
町
巳

2
5
2吋
b
w
H
-
H
H
w

∞
E
P
-
-由
民
・
唱
-

A

山
岡
山
1

・

般

(匂 (6)(5) 

官『す
メ市 旬 。
Z £・ ち乙
円凶

出 5 由
旬 J22
門 U 山

口 ;r
Eニ O. ~ 
巾円。

5 5 
可'0 :< 

号忠告
[;.戸。
R今回.

ζ 件

、コ てコ

g N  
H 

三
、
集
団
的
社
会
権
の
増
大

一
八
八
四
年
法
に
対
し
て
、
労
働
者
の
意
見
は
分
れ
勺
最
初
の
「
労
働

組
合
連
合
」
(
司

E
e
E
S
E
E
E
F
)
が
一
八
八
六
年
一

O
月
の
リ
ヨ

γ

大
会
で
生
れ
た
。
こ
の
大
会
で
一
八
八
四
年
法
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。
報

北
口
者
デ
ュ
メ
イ
(
ロ
自
白
可
)
は
激
し
く
こ
の
法
律
を
批
判
し
た
。

律
に
お
い
て
、
す
べ
て
が
民
(
宮

20)
で
あ
る
。
何
故
我
々
が
こ
の
法
律
を
望

「
こ
の
法

ん
で
い
な
い
か
の
理
由
が
こ
れ
で
あ
る
。
修
正
が
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

根
本
的
に
惑
い
も
の
を
何
が
修
正
で
あ
る
の
か
。
:
・
こ
の
法
律
は
あ
る
場
合

に
は
、
労
働
者
階
級
に
役
立
つ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
政
府
に
役

立
つ
だ
け
で
あ
る
と
考
え
る
。
」

こ
れ
に
対
し
て
、
印
刷
工
、
職
工
の
代
表
が
こ
の
法
律
を
弁
護
し
た
。
フ
ヱ

ラ

(35)
は
、
「
法
の
原
則
は
労
働
者
の
要
求
の
実
現
へ
向
つ
て
の
第
一

歩
で
あ
る
。
」
と
主
張
し
た
。
更
に
彼
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
組
合
が
鳩
加
し
、

ま
た
組
合
活
動
が
容
易
に
な
る
も
の
と
し
て
、
多
く
の
組
合
が
賛
成
し
て
い

る
と
付
け
加
え
た
。
結
局
り
ヨ
ン
の
大
会
で
は
、
賛
成
七
四
票
、
反
対
二
九

票
、
棄
権
七
棄
で
、
一
八
八
四
年
法
が
退
け
ら
れ
た
。
ゲ

l
ド
主
義
者
の
社
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会
主
義
労
働
者
党
は
こ
の
法
律
を
非
難
し
た
。
ジ
ュ
ー
ル
・
ゲ
l
ド

(
]
C
5

。ロ
o
m
L
m
)

は
、
こ
の
法
律
を
、
労
働
組
合
の
頭
上
に
出
さ
れ
た
ダ
モ
グ
レ
ス
の

剣
(
在
mm
白
骨
ロ
日

gn一
宮
)
と
い
っ
た
。

「
労
働
組
合
連
合
」
は
、
リ
ヨ
ン
大
会
以
来
内
部
的
紛
争
に
よ
り
弱
体
化

し
た
。
し
か
し
多
く
の
労
働
取
引
所
(
回

E
E
g
p
斗

3
5
5
、
組
合
連
盟
が

創
ら
れ
た
。
一
八
八
七
年
に
、
最
初
の
労
働
取
引
所
が
パ
リ
に
設
立
さ
れ
、

一
八
九
二
年
に
四

O
の
取
引
所
が
集
っ
て
、
「
労
働
取
引
所
連
合
」

E
氏
。
ロ
仏
由
回
G
ロ
5ω
仏
己
ベ

g
Zニ
)
が
つ
く
ら
れ
た
。
一
八
九
五
年
の
リ
モ

l
ジ
ュ
大
会
で
、
「
労
働
総
同
盟
」

(ng『
b
t
3
2
8
の
E
b
E
F
E
吋

S
l

(明，

bLbl

~ 

言
己
)
が
誕
生
し
た
。
こ
の
組
織
が
サ
ン
ジ
カ
リ
ス
ム
の
発
展
に
大
き
な
貢

(
2
)
 

献
を
す
る
の
で
あ
る
。

フランス憲法における社会権の発展

サ
ン
ジ
カ
リ
ス
ム
は
、
社
会
権
を
維
持
し
拡
張
す
る
た
め
に
政
府
と
闘
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
議
会
で
は
、
共
和
主
義
者
が
支
配
し
、
社
会

主
義
者
は
少
数
で
あ
っ
た
。
共
和
主
義
者
は
経
済
問
題
よ
り
も
政
治
問
題
を

優
先
さ
せ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
利
益
を
代
表
し
て
い
た
。

サ
ン
ジ
カ
リ
ス
ム
の
運
動
が
活
発
に
な
り
、
革
命
的
傾
向
を
顕
著
に
表
わ

し
て
い
た
の
で
、
政
府
は
労
働
組
合
の
民
事
上
の
能
力
を
拡
張
し
、
組
合
を

所
有
主
に
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
法
律
を
改
正
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
労
働
組
合
を
プ
ル
ジ
ョ
ア
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級

(
3
)
 

に
対
す
る
闘
争
や
革
命
的
傾
向
を
弱
め
よ
う
と
し
た
。

一
九

O
一
二
年
に
、
パ
ル
ト
ゥ

(F172)
が
、
労
働
組
合
に
財
産
取
得
権

を
与
え
る
法
案
を
提
出
し
た
が
失
敗
し
た
。
一
九

O
六
年
に
更
に
ミ
ル
ラ
ン

(
自
己

2
8
L
)
が
同
様
の
法
案
を
出
し
た
。
一
九
一

O
年
一
一
月
八
日
、
ブ
リ

ア
ン
内
閣
が
組
合
の
権
利
を
拡
張
す
る
法
案
を
提
出
し
、
組
合
は
職
業
利
益

の
代
表
に
限
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
付
け
加
え
た
。
し
か
し
こ
れ
は
第
一
次
大

戦
に
よ
り
中
断
さ
れ
一

O
年
後
に
実
現
し
た
が
、
問
題
の
根
本
思
想
は
修
正

さ
れ
た
。
一
九

O
六
年
、

C
・
G
-
T
の
ア
ミ
ア
ン
大
会
で
は
、
以
後
重
要
な
意
義

を
も
っ
ア
ミ
ア
ン
憲
章
(
わ

}55
円
〉

Egω)
が
制
定
さ
れ
た
の
そ
こ
で
、

「
大
会
は
こ
の
宣
言
は
階
級
闘
争
の
承
認
で
あ
る
と
考
え
る
。
階
級
闘
争
と

は
、
労
働
者
階
級
に
対
し
て
資
本
家
階
級
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
、
あ
ら
ゆ

る
形
式
の
物
質
的
、

精
神
的
搾
取
と
圧
迫
に
対
す
る
抵
抗
に
、

労
働
者
を

立
ち
上
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
サ
ン
ジ
カ
リ
ス
ム
は
行
動
の
手
段
と
し

て
総
罷
業
を
も
っ
て
全
面
的
解
放
を
準
備
し
、
か
っ
今
日
抵
抗
の
集
団
で

あ
る
組
合
は
、
将
来
は
社
会
再
組
織
の
基
礎
と
し
て
の
生
産
と
分
配
の
集
団

と
な
る
も
の
と
考
え
る
o
」
と
宣
言
し
て
、
政
治
的
目
的
に
お
い
て
労
働
者
階

級
を
連
合
し
よ
う
と
し
た
。

争
議
権
に
つ
い
て
は
、
一
八
六
四
年
法
で
制
度
化
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
一
八

八
四
年
法
に
も
何
等
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
八
九
四
年
二
月
八
日
、
ゲ
l
ド

は
争
議
権
の
行
使
の
た
め
に
こ
れ
を
組
織
す
る
法
律
を
提
案
し
た
が
失
敗
し
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料

た
。
一
九

O
O年
一
一
月
一
五
日
、
ミ
ル
ラ
ン
は
同
様
に
争
議
権
を
組
織
す

る
法
案
を
提
出
し
た
。
彼
は
、
強
制
仲
裁
権
を
有
す
る
工
場
委
員
会
を
設
置

資

し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
継
続
あ
る
い
は
終
結
が
、
開
始
と
同
じ
く
投
票
に
ょ
っ

て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
し
た
。
議
会
の
報
告
官
で
あ
る
コ
リ
ア
ー
ル

(わ?

一一
E吋
仏
)

は
一
九

O
四
年
二
一
月
一
一
一
一
日
に
、
「
我
々
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
頻
繁

か
つ
重
大
で
な
い
も
の
に
す
る
た
め
、
手
続
に
よ
っ
て
そ
の
行
使
を
鈍
ら
せ
、

ス
ト
ラ
イ
キ
の
数
を
少
く
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

(
4
)
 

法
律
に
対
し
て
の
サ

γ
ジ
カ
リ
ス
ト
の
反
対
は
非
常
に
強
か
っ
た
。
彼
等
は

反
民
主
主
義
的
で
あ
り
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
が
近
代
社
会
の
再
生
手
段

と
し
た
「
総
罷
業
の
神
話
」
(
ヨ
ヱ

r
r
z
mみ
再
開

EbEO)
に
好
意

的
で
あ
っ
た
。

」
の
よ
う
に
し
て
労
働
者
の
集
団
的
権
利
が
法
的
に
増
大
す
る
一
方
、
他

方
で
労
働
者
階
級
は
、
こ
の
集
団
的
権
利
を
超
憲
法
的
な
意
味
に
お
い
て
使

用
し
た
も
の
で
あ
る
。

ω
同
)
色
合
口
加
え
り
与

0
5
0司
-
n
F
H・H-
勺・

ω
8・

ω
パ
ル
テ
ル
ミ
l
は
、
こ
れ
を
ワ
ル
デ
ッ

F

・
ル
ソ
l

の
予
見
を
越
え
た

サ
ン
ジ
カ
リ
ス
ム
の
実
際
の
増
大
で
、
革
命
の
個
人
主
義
の
第
三
の
侵
害

と
し
て
い
る
。
(
』
C
月
間
】
「
l
回
ω円
円

r
b
r
g
u
H
W
C
℃
・
巳
了
℃
-
N日
N
i
N印

ω)
。

川

w
ロ己間口一件、叫，
E

I

b

h
・〈
-
H
U
-
N
O
A
F
-

川

W
C
5間口
p
d℃・

5
・w
旬

N
2・

図
、
個
人
的
社
会
権
の
増
大
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集
団
的
社
会
権
に
つ
い
て
は
、
公
権
力
と
組
合
は
対
立
し
て
い
た
が
、
労

働
者
の
個
人
的
社
会
権
の
増
大
に
つ
い
て
は
、
両
者
は
一
致
し
て
働
い
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
一
連
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
立
法
が
生
れ
可
。

エ
ス
マ
ン
は
、
こ
の
時
期
の
い
わ
ゆ
る
「
労
働
者
法
」
(
一
D
ぽ

E
3
5『
虫
)

が
「
労
働
・
商
業
・
産
業
の
自
由
」
の
原
則
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
労
働
者
法
が
労
働
の
自
由
の
原
則
を
遵
守
し
て

い
る
か
、
破
棄
し
て
い
る
か
を
究
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
二

(
2
)
 

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
る
。

第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
労
働
と
労
働
者
の
安
全
と
衛
生
に
関
す
る
法
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
工
業
的

施
設
に
お
け
る
労
働
者
の
安
全
お
よ
び
衛
生
に
関
す
る
一
八
九
三
年
六
月
一

二
日
、
法
。
お
よ
び
こ
れ
を
修
正
し
た
一
九

O
三
年
七
月
一
一
日
法
。
鉱
山
労

働
者
の
安
全
に
つ
い
て
の
一
八
九

O
年
七
月
八
日
法
、
お
よ
び
こ
れ
を
修
正

し
た
一
九

O
一
年
一
一
一
月
一
五
日
法
。
労
働
災
害
に
関
す
る
一
八
九
六
年
四
月

九
日
法
。
こ
の
よ
う
な
法
律
は
近
代
市
民
法
の
原
則
で
あ
る
責
任
の
原
則
に

基
き
、
労
働
者
や
そ
の
家
族
を
救
助
と
扶
助
の
精
神
で
保
護
す
る
も
の
で
あ

り
、
労
働
・
商
業
・
産
業
の
自
由
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
労
働
時
間
の
制
限
に
つ
い
て
の
法
で
あ
り
、
こ
れ

は
労
働
お
よ
び
産
業
の
自
由
と
の
両
立
が
簡
単
に
は
な
さ
れ
な
い
も
の
で
あ



る
。
年
少
者
と
婦
人
の
労
働
時
間
を
制
限
し
た
一
八
九
二
年
一
一
月
二
日
法

が
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
最
初
で
あ
る
。
一
九

O
O年
は
労
働
者
の
一
日
の
労
働

一
九
O
六
年
法
は
週
一
回
の
休
日
を
定

時
聞
を
最
長
限
一

0
時
間
と
定
め
、

め
た
。
こ
れ
が
や
が
て
一
九
一
九
年
の
「
八
時
間
労
働
法
」
お
よ
び
一
九

三
六
年
の
「
週
四

0
時
間
法
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
律
は
、
労

働
お
よ
び
産
業
の
自
由
を
労
働
時
間
の
制
限
と
い
う
点
で
制
限
す
る
も
の
で

t才

あ
る
。
こ
れ
は
、
一
七
九
一
年
の
労
働
の
自
由
の
原
則
を
制
限
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
一
八
四
八
年
の
伝
統
、
即
ち
、
一
八
四
八
年
憲
法
の
前
文
と
権
利

(
3〉

の
保
障
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

ω
c
t同
5
0司・
2
よ

N
8・

仙

W
F
g
a
P
8・
2
円二
-
H
F

℃
・
己
申

2
2
2・

同

開

門

白

〈

pmロ
ク

C
℃
-
n
r
H
-
w
H
)
-
N
日∞・

フラ Y ス憲法における社会権の発展

五
、
第
一
次
大
戦
後
の
社
会
権
の
新
し
い
展
開

一
九
一
九
年
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
労
働
の
国
際
的
法
規
を
制
定
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
宣
べ
、
こ
の
た
め
に
国
際
労
働
事
務
局
面
日
E
g

F
Z
2
2
5ロ
m
-
Lロ
吋

S
S
H一
)

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ュ
条
約
第

が
設
立
さ
れ
た
。

一
三
篇
「
労
働
」
の
前
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
。

国
に
お
い
て
現
実
に
人
道
的
な
労
働
の
体
制
を
採
用
し
な
い
こ
と
は
、
自
国

に
お
い
て
労
働
者
の
境
遇
の
改
善
を
希
望
す
る
他
の
国
の
障
害
と
な
る
か

ら
、
締
結
国
は
、
正
義
お
よ
び
人
道
と
世
界
の
恒
久
平
和
を
確
保
す
る
希
望

と
に
促
さ
れ
て
、
以
下
に
同
意
す
る
。
・
:
:
」
0

フ
ラ
ン
ス
は
確
か
に
最
も

進
ん
だ
労
働
の
体
制
を
も
っ
た
国
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
条
約

は
、
フ
ラ
ン
ス
労
働
立
法
の
憲
法
的
、
基
本
的
性
格
を
更
に
増
強
さ
せ
た
。

ま
た
政
治
的
、
経
済
的
領
域
に
お
け
る
重
大
な
事
件
と
し
て
、
一
九
一
七

年
の
ロ
シ
ア
革
命
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
階
級
闘
争
」
の
原
理
と
総
罷
業
に
大

き
な
力
を
与
え
た
o

第
三
イ
ン
タ
ー
ナ
ジ
ョ
ナ
ル
が
「
万
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
よ
団
結
せ
よ
ノ
し
を
も
っ
て
生
れ
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
サ
ン
ジ
カ

リ
ス
ト
の
第
二
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
消
滅
し
た
。
ま
た
ロ
シ
ア
革
命

は、

C

・
G
-
T
内
部
の
革
命
的
少
数
派
に
影
響
を
与
え
た
。

一
九
二

O
年
春
に
鉄
道
従
業
員
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
行
な
わ
れ
た
。
最
初
こ

の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
経
済
的
動
機
か
ら
生
じ
た
が
、
革
命
的
少
数
派
が
主
導
権

を
握
る
こ
と
に
よ
り
、
政
治
的
ス
ト
ラ
イ
キ
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
鉄
道
の

一「

固
有
化
が
要
求
さ
れ
た
。
海
上
労
働
者
、
鉱
山
労
働
者
お
よ
び
ド
ッ
グ
労
働

者
が
鉄
道
従
業
員
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
支
持
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
政
府
の
強

い
態
度
を
前
に
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
は
失
敗
に
終
っ
た
。

こ
の
失
敗
に
よ
り
C
・
G
-
T
は
労
働
者
大
衆
か
ら
見
放
さ
れ
た
。
そ
の

加
入
者
も
、
最
頂
期
に
一
五

O
万
以
上
に
も
な
っ
て
い
た
の
が
、
一
九
一
一
一

年
一
月
に
は
六

O
万
に
ま
で
減
少
し
た
。
更
に
こ
れ
は
C

・
G
・
T
の
分
裂

の
傾
向
へ
と
導
き
、
革
命
的
少
数
派
を
硬
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
一
九
一
一
一
年
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料

の
リ
ー
ル
大
会
以
後
少
数
派
は
、

C
・
G
-
T
に
対
抗
し
て
新
し
い
組
織
を

創
る
こ
と
を
決
定
し
、
「
統
一
労
働
総
同
盟
」

(
h
g
Z伝
B
C
S
の
b
E
S
F

資

《

TH
吋

5
5
L
C
E
S
H
5
)
、
即
ち
、

C
・
G
-
T
・
U
が
創
ら
れ
た
。
こ
れ
に

は
主
と
し
て
共
産
党
系
の
組
合
員
が
参
加
し
た
。

C
・
G
-
T
は
新
た
に
数
を
増
し
、
中
産
階
級
が
こ
れ
に
加
入
し
、
公
務

(
Q
O
)
 

員
や
教
師
も
参
加
し
た
。

C
・
G
-
T
は
、
有
給
休
暇
、
四

0
時
間
労
働
、

労
働
者
代
表
を
も
っ
た
国
民
経
済
会
議

(
P
E
E
g
g
s
-
b
gロ
D
E宮
内
)

の
設
置
、
教
育
の
無
償
、
教
育
課
程
の
延
長
を
要
求
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

一
八
九
一
年
五
月
一
五
日
教
皇
レ
オ
一
一
二
世
は
、
労
働
条
件
に
関
す
る
教

権
最
初
の
文
書
、
回
勅
「
レ
l
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ

l
ル
ム
」

(
刃
向
ロ
ヨ
H
4
0〈
ω
i

EE)
を
公
表
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
道
徳
の
名
に
お
い
て
、
労
働
者
を
不
当
に

惨
め
な
状
態
に
お
き
、
人
間
を
利
得
の
み
に
縛
り
つ
け
よ
う
と
す
る
飽
く
な

(
4
)
 

き
暴
利
の
無
制
限
な
競
争
態
勢
を
非
難
し
た
。
こ
の
教
義
は
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
、
ラ
・
ト
ゥ

l
ル
・
デ
ュ
パ
ン
や
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
努
力
に
よ

っ
て
拡
め
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
労
働
者
連
合
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
れ
た
。
最

初
の
キ
リ
ス
ト
教
組
合
は
一
八
九
二
年
に
結
成
さ
れ
た
。
一
九
一
九
年
に

は
、
八
百
の
組
合
お
よ
び
一
五
万
六
千
名
の
メ
ン
バ
ー
を
集
め
た
「
キ
リ
ス

ト
教
労
働
者
フ
ラ
ン
ス
連
合
」
(
わ

S『
E
b
E
5ロ
骨

g
念
日
仏
由
、
『

E
E千

-
2
5
n
rみ
5
5
)
即
ち
、

C
・
F
-
T
・
C
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
カ
ト
リ

ッ
ク
組
合
は
、
階
級
闘
争
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
各
人
の
独
立
と
権
利
が
尊

宣
さ
れ
る
混
合
組
織
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
種
々
の
グ
ル
ー
プ
に
集
め
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ら
れ
た
幾
つ
か
の
生
産
要
素
の
共
働
と
教
育
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
境
遇
を

改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
経
済
的
変
革
を
実
現
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

」
の
よ
う
な
外
部
的
な
状
況
の
下
で
、
大
戦
直
後
に
は
ま
ず
、

一
九
一
九

年
三
月
二
五
日
の
「
労
働
協
約
法
」
お
よ
び
一
九
一
九
年
四
月
一
一
一
一
一
日
の

「
八
時
間
労
働
法
L

が
生
れ
た
。
一
九
二

O
年
三
月
二
一
日
法
は
職
業
組
合

の
法
的
権
能
を
拡
げ
、
ミ
ル
ラ
ン
の
草
案
を
再
び
と
り
あ
げ
た
。
組
合
お
よ

び
そ
の
連
合
体
は
職
業
の
共
同
利
益
の
防
衛
の
た
め
に
出
訴
す
る
権
利
が
認

め
ら
れ
た
二
九
二

O
年
法
に
よ
り
、

c
・
G
-
T
の
合
法
性
は
も
は
や
疑
い

な
い
も
の
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
法
律
は
組
合
運
動
の
指
導
者
に
満
足
を

与
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
法
律
が
発
布
さ
れ
た
後
、

C

・
G
-
T

の
公
式
機
関
た
る
「
人
民
の
戸
」
(
〈
C
F
H
E

宮
毛
主
は
、
「
労
働
者
の
組

織
は
法
の
外
で
生
ま
れ
、
そ
し
て
存
続
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
」
と
書
い
て
い

る
。
彼
等
は
合
法
的
制
度
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、

C
・
G
-
T
が
殆
ん
ど
宗

教
的
と
い
え
る
威
信
を
失
う
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
三

0
1一
一
一
一
一
年
の
経
済
恐
慌
に
よ
り
新
た
な
経
済
的
考
慮
が
な
さ
れ

た
。
一
九
三
二
年
三
月
一
一
日
法
は
賃
金
問
題
に
つ
い
て
初
め
て
干
渉
し
、

一
九
世
紀
の
伝
統
と
決
別
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
家
族
手
当
制
度
が
確
立
し

た。
一
九
三
四
年
一

O
月、

C

・
G
-
T
は
経
済
的
危
機
に
対
す
る
闘
争
プ
ラ



γ
を
公
表
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
と
り
わ
け
、
基
幹
産
業
の
国
有
化
と
銀
行

の
国
有
化
が
提
案
さ
れ
た
。
人
民
集
会
吉
田
巾
B
g
m
g巾
E門
円

以

D
宮
}
己
主
が
開

か
れ
、
こ
れ
に
参
加
す
る
各
種
の
組
織
の
聞
で
次
の
よ
う
な
一
致
が
あ
っ
た
。

イヒ J'lD 
、ち

銀 n

行谷

自主
有美
化 E
る

国 k

E主
要主
云機
議 l，~
の気
設す
m::る
で闘
あ争
る〈、
07基

幹
産
業
の
固
有

一
九
三
六
年
二
月
、

C
・
G
-
T
と
C
・
G
-
T
・

U
の
聞
に
最
終
的
な
合
意

に
よ
り
、
一
向
者
が
再
び
統
一
さ
れ
た
。
こ
の
統
一
に
よ
り
C
・
G
-
T
の
メ

γ
バ
ー
が
未
曾
有
に
増
加
し
て
、
四
五

O
万
に
ま
で
昇
っ
た
。

社
会
党
、
共
産
党
、
急
進
社
会
党
等
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
人
民
戦
線

口

(
司
円
。
三
官
官
一
E
R
)
は
、
一
九
三
六
年
の
四
月
下
旬
と
五
月
は
じ
め
の
下
院

の
総
選
挙
で
勝
利
を
収
め
た
。
人
民
戦
線
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
排
撃
、
経
済
恐

慌
の
克
服
を
要
望
す
る
国
民
多
数
の
支
持
を
え
て
め
ざ
ま
し
く
進
出
し
、
下

院
議
席
六
一
八
の
う
ち
の
過
半
数
を
占
め
た
。
社
会
党
は
一
四
六
議
席
を
獲

得
し
て
第
一
党
に
な
り
、
共
産
党
も
議
席
数
七
二
に
霞
進
し
勺
ov

社
会
党
党

首
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム
(
広

B
回一
c
E
)
を
首
相
と
す
る
人
民
戦
線
内
閣
が
成

立
し
た
が
、
共
産
党
は
入
閣
を
拒
絶
し
、
閣
外
に
あ
っ
て
新
内
閣
を
支
持
す

る
こ
と
を
決
議
し
た
。

フランス憲法における社会権の発展

人
民
戦
線
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
「
パ
ン
と
平
和
と
自
由
」
で
あ
っ
た
。
こ
の

人
民
戦
線
内
閲
成
立
の
前
後
を
通
じ
て
各
所
に
ス
ト
ラ
イ
キ
が
瀕
発
し
た
。

こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム
内
閲
が
成
立
し
た
と
き
に
最
高
頂
に

達
し
、
こ
れ
に
参
加
し
た
労
働
者
総
数
は
お
よ
そ
数
百
万
に
達
し
フ
ラ
ン
ス

の
社
会
運
動
史
上
に
お
い
て
も
っ
と
も
目
を
見
は
ら
せ
る
よ
う
な
ス
ト
ラ
イ

キ
が
騒
ぎ
が
演
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
共
通
目
的
は
賃

金
の
増
額
、
労
働
組
合
権
の
確
認
、
労
働
者
自
身
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
工

場
代
表
の
承
認
、
週
四

0
時
間
労
働
制
の
採
用
、
有
給
休
暇
の
設
定
な
ど
で

あ
っ
た
。
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム
は
急
拠
ス
ト
ラ
イ
キ
収
拾
の
た
め
に
有
効
な
手
を
打
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
一
九
三
六
年
六
月
七
日
、
首
相
官
邸
の
オ
テ
ル

・
7

テ
ィ
ニ
ョ
ン
(
出
合
巳
云
由
同
日
間
口
C
D
)

に
お
い
て
、
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム
の

肝
入
り
で
一
一
雇
主
側
代
表
と
労
働
者
代
表
と
が
会
見
し
て
善
後
策
を
討
議
し

た
。
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
「
マ
テ
ィ
ニ
ョ
ン
協
定
」
(
山
口

gみ
豆
さ
官
。
ロ
)
が

C
・
G
-
T
と
使
用
者
組
織
の
聞
で
結
ば
れ
た
。
マ
テ
ィ
ニ
ョ
ン
協
定
は
、
賃

金
の
値
上
げ
、
労
働
組
合
権
の
確
認
、
四

0
時
間
労
働
の
実
現
、
有
給
休
暇

制
の
実
施
、
協
約
制
の
実
施
、
企
業
の
管
理
に
対
す
る
労
働
者
代
表
の
確

立
な
ど
を
含
ん
で
い
た
。
こ
の
協
定
の
成
立
は
フ
ラ
ン
ス
労
働
者
に
と
っ
て

は
大
き
な
勝
利
と
考
え
ら
れ
、
資
本
家
側
に
と
っ
て
は
屈
辱
的
な
敗
北
と
考

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
連
の
重
要
な
社
会
労
働
立
法
が
成

立
し
た
。
即
ち
、
一
九
三
六
年
六
月
一
一
一
日
の
「
四

O
待
問
法
」
、
同
年
六

月
二
四
日
の
「
協
約
法
」
お
よ
び
同
年
六
月
二

O
日
の
「
有
給
休
暇
に
関
す

る
法
」
で
あ
る
。
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料

こ
こ
に
至
っ
て
第
三
共
和
政
の
労
働
に
つ
い
て
の
社
会
的
憲
法
は
一
七
九

一
年
憲
法
の
伝
統
か
ら
遠
く
離
れ

一
八
四
八
年
の
伝
統
に
一
層
近
づ
い

資

た
。
一
八
四
八
年
憲
法
一
三
条
か
ら
で
た
。
「
無
償
の
」
初
等
教
育
、
職
業
教
育

雇
主
と
労
働
者
と
関
係
の
平
等
、
予
見
お
よ
び
信
用
の
制
度
、
農
業
制
度
、

自
発
的
結
社
、
公
共
事
業
」
が
奨
励
さ
れ
、

「
捨
子
、
病
弱
者
、
資
産
の
な

い
老
人
」
が
救
済
さ
れ
た
。

労
働
権
も
実
際
に
か
な
り
保
障
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
グ
レ
H
ピ
ゾ
ワ
ン

が
「
生
存
権
」
と
定
義
し
た
権
利
の
み
な
ら
ず
、
労
働
の
探
求
と
覆
行
に
お

い
て
国
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
個
人
的
、
集
団
的
権
利
、
お
よ
び
労
働
で
き

な
い
場
合
の
救
助
と
保
障
の
権
利
、
失
業
手
当
を
受
け
る
権
利
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
第
三
共
和
政
末
期
に
お
い
て
、
社
会
権
は
未
だ
不
十
分
な
点

が
あ
る
と
は
い
え
、
社
会
的
憲
法
に
お
い
て
一
応
確
立
し
て
い
た
と
い
え

る。ω
ロ
ロ
間
口
戸
、

H，S
F
A
Y
F〈
・
日

)-go・
5
H

ω
平
実
「
第
一
次
大
戦
発
生
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
者
対
策
と
労

働
者
立
法
の
進
展
L

(

経
済
学
雑
誌
、
四
八
巻
、
五
号
)
、
一
九
六
三
年
、
八

九
、
九

O
頁。

川

W
F
S
F
D司・

5
・
・
司
・
ぉ
・

ω
ラ
ト
レ
イ
ュ
・
ジ
グ
フ
リ
ー
ド
、
仙
石
政
夫
、
波
木
居
斉
二
訳
「
国
家

と
宗
教
」
(
岩
波
現
代
叢
書
)
、
一
九
五
八
年
、
一
二
六
!
一
二
九
頁

(〉ロ
L
み
戸
三
月
一
一
一
ク
〉
=
L
み
∞

-otュ。
L
W
円

g
F
R
2
月一一聞広
5
2
2

-
P
〈
陣
内
旬
。
一
回
門
戸
』
口
♂
]
右
印
]

)

0

ω
F
5
7
9℃・
2
了
七
・
∞
N

・

川
切
り
口

m
Z旬、
H
，
s
z
b
w
F〈
w℃
-
N
H
N
・

何
回
山
口
2
・
8
・
2
7
・℃・∞
N

・S-

ω
西
海
太
郎
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
」
、
一
九
六

O
年
、
コ
一
九
七
頁
。

紛
平
実
「
フ
ラ
ン
ス
「
人
民
戦
線
』
政
府
下
の
労
働
者
対
策
に
つ
い
て
」

(
経
済
学
雑
誌
、
四
九
巻
、
一
号
)
、
一
九
六
二
一
年
、
二
六
頁
。

帥
平
実
「
フ
ラ
ン
ス
『
人
民
戦
線
』
政
府
下
の
労
働
者
対
策
に
つ
い
て
」
、

=
二
頁
。

制
第
二
章
第
二
節
五
(

4

)

参
照
。

ω
ピ
ヨ
間
口
0
・
0
司・ロユ

-L-N8・
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六
、
ヴ
ィ
シ
l
政
府

一
九
四

O
年
七
月
一

O
日
、
第
三
共
和
政
は
消
滅
し
た
。
ヴ
ィ
ジ
1

政
府
に

よ
る
一
九
四

O
年
七
月
一

O
日
の
憲
法
的
法
律

G
a
g
a
t
z
Z
8
5
F
E

H
C

』ロニ一
2

5品
。
)
は
次
の
よ
う
に
新
憲
法
の
制
定
を
ベ
タ
ン
一
克
帥
に
全
権
委

任
し
た
。

「
単
一
条
、
国
民
議
会
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
新
憲
法
を
一
、
ま
た
は
数

箇
の
法
令
に
よ
り
制
定
す
る
た
め
に
、
ベ
タ
ン
元
帥
の
権
威
と
署
名
の
下
に
、

共
和
国
政
府
に
対
し
す
べ
て
の
権
力
を
与
え
る
。
こ
の
憲
法
は
、
労
働
、
家

族
お
よ
び
祖
国
の
権
利
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
憲
法
は
、
国

民
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
、
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る
議
会
に
よ
っ
て



適
用
さ
れ
る
o
」
し
か
し
実
際
に
新
憲
法
は
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
新
し
い
憲
法
の
た
め
労
働
、
家
族
、
祖
国
の
三
つ
が
中
心
に
予
定

さ
れ
た
。
こ
の
「
労
働
の
権
利
」
は
、
「
労
働
の
自
由
」
の
主
張
で
も
、
ま
た

「
労
働
権
」
の
主
張
で
も
な
い
。
こ
の
表
現
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、

権
力
的
職
能
団
体
主
義

(BHH】
O
B円一
D
ロ
E
g
ユgHHO)
で
、
社
会
的
、

家
的
な
義
務
で
あ
る
強
力
な
労
働
の
組
織
で
あ
る
。
こ
の
職
能
団
体
主
義

(
呂
)

は
イ
タ
リ
ア
職
能
団
体
主
義
の
相
当
正
確
な
模
倣
で
あ
っ
た
。

労
働
に
つ
い
て
の
新
し
い
社
会
的
憲
法
が
生
れ
た
。
そ
れ
は
、

年
八
月
二
ハ
日
以
後
の
組
合
の
自
由
の
廃
止
、
お
よ
び
「
労
働
憲
章
」

(
n
E
T

一
九
四

O

芯
《

r
、H
，
E
〈日一)

の
発
布
、
即
ち
、
職
業
の
社
会
的
組
織
に
関
す
る
一
九

p 

四
一
年
一

O
月
四
日
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
的

フランス憲法における社会権の発展

憲
法
と
全
く
関
連
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
集
団
的
社
会
権
は
、
単
一
で
義
務

的
な
組
合
の
制
度
に
よ
り
全
く
跡
方
も
な
く
な
り
、
こ
の
組
合
に
職
業
上
の

特
権
が
与
え
ら
れ
た
。
ス
ト
ラ
イ
キ
も
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
も
法
に
よ
っ
て
禁

止
さ
れ
た
。

労
働
組
合
は
も
と
よ
り
、
雇
主
側
で
さ
え
新
し
い
組
織
に
不
満
で
あ
っ
た

が
、
政
府
の
独
裁
的
権
力
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
た
。
唯
一
の
重
要
な
革
新

は
、
一
九
四
一
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
法
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
「
老
令
労
働
者
年

金
」
公
立
日
正
仏
2
5
2
M
H
E
S
5
2主
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
フ
ラ

γ
ス

憲
法
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
軍
の
敗
北
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
本

土
解
放
と
共
に
、
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
世
論
は
一
九

四
四
年
に
そ
れ
を
放
棄
し
た
。

国

ω
ド
・
ゴ

i

ル
将
軍
は
ベ
タ
ン
に
よ
る
ヴ
ィ
シ
l
政
権
は
略
奪
者
で
あ
り

七
五
年
憲
法
が
法
的
に
有
効
と
考
え
て
七
月
一

O
日
憲
法
的
法
律
の
無
効

を
宣
し
た
。
し
か
し
こ
の
憲
法
改
正
は
、
形
式
的
に
は
第
三
共
和
政
憲
法

に
即
し
て
行
な
わ
れ
た
合
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
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